
 

第１８１回 埼玉県医師会臨時代議員会 次第 

 

日時 令和７年３月１３日（木）午後２時３０分 

場所 埼玉県県民健康センター ２階 大ホール 

 

 

１．開 会 

 

 

１．議事録署名委員指名 

 

 

１．会 長 挨 拶 

 

 

１．議 事 

第１号議案 令和６年度埼玉県医師会会員の会費減免申請に関し承認を求める件 

 

第２号議案 令和７年度埼玉県医師会会員の会費減免申請に関し決議を求める件 

 

 

１．報 告 事 項 

（１）令和７年度埼玉県医師会事業計画 

 

（２）令和７年度埼玉県医師会収支予算 

 

 

１．会 長 挨 拶 

 

 

１．閉 会 

 

桃木常任



 

 

 

第１８２回 

埼玉県医師会定例代議員会の日程について 

 

 

 

 

日時 令和７年６月１９日（木）１４：３０～ 

場所 埼玉県県民健康センター２Ｆ大ホール 

 

 

桃木常任



【理事用】 
 

令和７年４月～８月の役員会等日程について 
                       【  】内は開催場所  ※ 関連行事 

 

４月 ３日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
                理事会   15：00【県医師会】 
         １０日（木） 常任理事会（持廻り） 

１７日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
         ２４日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
                郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
 
       ５月 １日（木） 休会 
          ８日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
         １０日（土）～１１日（日） 移動理事会【未定】 
         １５日（木） 常任理事会（持廻り） 

※医師会ゴルフ大会【霞ヶ関 CC】 
         ２２日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
         ２９日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
 
       ６月 ５日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
                理事会   15：00【県医師会】 
         １２日（木） 常任理事会（持廻り） 
         １９日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
               ※第 182 回定例代議員会 14：30【大ホール】 
         ２６日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
                郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
 
       ７月 ３日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
                理事会   15：00【県医師会】 
         １０日（木） 常任理事会（持廻り） 
         １７日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 
         ２４日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

郡市医師会長会議 15：00【県医師会】 
         ３１日（木） 休会 
 
       ８月２８日（木） 常任理事会 13：30【県医師会】 

 

（案） 
桃木常任



【疾病減免】 1名

郡市医師会名 本会会員区分日医会員区分 氏　名 年　齢 期　間

草加八潮医師会 A A1 木島　一洋 60 ２期から

【医学部卒後5年間減免】 1名

郡市医師会名 本会会員区分日医会員区分 氏　名 卒業年月 期　間

越谷市医師会 Ｂ Ａ②（Ｂ） 岡本　裕介 R4.3 ２期から

会費減免申請者（追加）

埼玉県医師会会費減免規程第４条の規定に基づく、会費減免申請者

長又常任



 

郡市医師会別医師会員数（令和６年１２月１日現在） 

            ならびに会員異動（１１月分）について 

 
 
 

         （１）郡市医師会別医師会員数（別紙） 
 
 
         （２）令和６年１１月１日～１１月３０日までの、入会・退会･異動 

          にかかる報告。 （内訳は別紙） 
 
                今回報告数 ・・・・・・  １５５名 
                      入会 ・・・・・・   ４６名 
                      退会 ・・・・・・   ４４名（死亡 １５名） 
                      異動 ・・・・・・   ６５名 
 
 
 
 
 

桃木常任



　　　　　　

郡　市　医　師　会 Ａ１ Ａ２B Ｂ Ａ２C C 合　計

浦和医師会 320 120 154 6 38 638

川口市医師会 265 58 158 10 22 513

大宮医師会 291 90 230 17 75 703

川越市医師会 178 40 99 0 0 317

熊谷市医師会 116 30 87 0 12 245

行田市医師会 25 7 23 9 0 64

所沢市医師会 177 69 104 0 0 350

蕨戸田市医師会 112 21 52 8 8 201

北足立郡市医師会 147 44 100 0 16 307

上尾市医師会 90 16 59 0 18 183

朝霞地区医師会 192 43 109 20 14 378

草加八潮医師会 143 19 45 0 12 219

さいたま市与野医師会 70 29 44 28 1 172

入間地区医師会 73 20 41 0 0 134

飯能地区医師会 58 14 45 0 0 117

東入間医師会 126 42 57 0 0 225

坂戸鶴ヶ島医師会 91 26 23 0 0 140

狭山市医師会 59 19 56 0 14 148

比企医師会 113 23 60 1 0 197

秩父郡市医師会 71 28 14 0 0 113

本庄市児玉郡医師会 74 31 40 0 0 145

深谷寄居医師会 94 43 48 7 10 202

北埼玉医師会 73 23 19 4 20 139

南埼玉郡市医師会 138 49 62 0 20 269

越谷市医師会 143 67 229 90 18 547

春日部市医師会 104 41 97 0 19 261

岩槻医師会 49 17 47 0 0 113

北葛北部医師会 39 10 15 0 0 64

吉川松伏医師会 40 5 37 0 0 82

三郷市医師会 58 13 27 0 0 98

埼玉医科大学医師会 4 26 225 4 164 423

防衛医科大学校医師会 1 16 19 0 0 36

＊＊＊　総　計　＊＊＊ 3,534 1,099 2,425 204 481 7,743

前月比 -7 6 -9 -1 13 2

　　　　　【埼玉県医師会会員区分】
　　　　　　　　Ａ会員：日本医師会Ａ１
　　　　　　　　Ｂ会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ
　　　　　　　　Ｂ特会員：日本医師会Ａ２Ｂ・Ｂ【大学医師会会員】
　　　　　　　　C会員：日本医師会Ａ２C・C

郡市医師会別医師会員数（令和6年12月1日現在※会員調査による）



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6・”・1~令6・12・2 令和6年12月1日報告N〇.i 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所    医療機間

電話番号

FAX番号
備考

6/9/29

浦和医師会

退会 死亡 循内 コヤマタかン 336-8522 さいたま市緑区大字三室2460 048-873-4 HI

A1-退会 小山卓史 さいたま市立病院 04S-873-5451

6/9/30

浦和医師会

異動 管理者交代

外

7サミアツノリ 336-8522 さいたま市緑区大字三室2460 048-873-4111

B ― A1 会貴変更 朝見淳規 さいたま市立病院 048-873-5451

6/9/30

浦和医師会

退会 退職 形外： ケムリヤマナツキ 336-8522 さいたま市綠区大宇三室2460 048-873-4111

  B 一退会 煙山英月 さいたま市立病院 048-873-5451

6/10/1

浦和医師会

異動 その他の項目   内消内ムラタシンヤ 330-0073 ネいたま市浦和区元町2— 1-16 医)社団平陽会 048-886-2869

―A1 名称変更   外i整外村田信也 平陽会いわさきクリーック 048-8 郎-2907

6/10/1

浦和医師会

異勤 その他の項目 内：消内イワサキノリトシ 330-0073 さいたま市浦和区元町2-1―16 医)社団平陽会 048-886-2869

―A2B 名称変更 外：埜外岩崎至利 平陽会いわさきクリニック

6/10/21

浦和医師会

異動 その他の項目 内'消内コヨウトシヤ 330-00引 さいたま市浦和区常盤7-11-22 048-814-1750 施設FAX
番号変更

―A1 古要俊也 ・ーようクリニツク

6/10/21

浦和医師会

退会 死亡 小 Sムラトモヒコ 330-0071 さいたま市浦和区上木崎1-11-3  医） 048-831-4507

  B —退会 三村朝彦 みむら小児科

6/10/31

浦和医師会

退会 退拔 内；腎内フナヤ7イス|ミ 330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11-1 医)智健会 048-799-2111

A2B -退会 船山いずみ 浦和PARCO7階 イーストメディカルクリニック

6/11/7

浦和医師会

異動 その他の項目 消内 シプtヒトシ 338-0837 さいたま市桜区田島4-35-17 医)社団松弘会 048-866-1717 氏名フリ
ガナ訂正

 ―B 渋谷仁 二愛病院

6/11/30

浦和医師会

退会 廃案

眼

ウチゲモ1仆 336-0021 さいたま市南区別所7—10-12 048-863-2044

A1一退会 内田護人 内田眼科医院 048-863-2044

6/12/1

浦和医師会

入会

精

クロダヤスカス・ 330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-2 —25 一医)秀山会 048-831-0012

 ―B 黒田安計 白峰クリーック 048-831-1310

6/12/|

浦和医師会

入会 整外： タマヤママスヒロ 338-0837 さいナ-ま市桜区田島4-35-17 医)社団松弘会 0^18-866-1717

 ―B 玉山倍碩 =愛病院

6/12/1

浦和医師会

入会 整外: ヤマダナリ 336-0926 さいたま市綠区東浦和7 — 6-1 医)社団弘象会 048-873-8621

-* B 山田成 東和病院

6/12/1

浦和医師会

精

ヒカ’チカ 330-0071 さいたま市浦和区上木崎4-2-25 一医)秀山会 048-831-0012

―A2B 比嘉千貿 白峰クリニック 048-S31-1310

6/12/31

浦和医師会

退会 その他   内放 かンへ・ヒロツゲ 330-0043 さいたま市浦和区大東3-17 — 2 048-明6-2759 盾]鈴とな
つた為

B —退会 勝部弘次 勝部医院

6/12/31

浦和医師会

退会 退職

小

オオタキリサコ 338-0811 さいたま市桜区白鍬325-2 -医） 048-855-2279

  8 -退会 大瀧理佐子 川村医院

7/1/1

浦和医師会

異動 施投異動 整外リハ 仆ウトシノリ 336-0042 さいたま市南区大谷口 5656-2 医)誠清会 048-711-3232

-* B 勤務先 伊蒔俊紀 はなクリニック

7/1/1

浦和医師会

異動 管理者交代 会員変更 外：乳外オダコカシ 330-0063 さいたま市浦和区高砂1一2— 1 -医） 048-833-3355 開設者交
代

B ― A1 その他の項目 小田剛史 エイペックスタワー浦和208 こう外科クリーック

7/1/1

浦和医師会

異動 管理看交代 会員変更   内外 コウシーュンイチ 330-0063 さいたま市浦和区高砂1-2-1 -医） 048-833-3355 開設者交
代

A1 一 A2B その他の項目 ?L外 洪淳一 エイペックスタワー浦和208 一う外科クリーック

7/1/1

浦和医師会

異動 管理者交代 皮 知キ’オサム 330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷3 — 5-1 048-832-0550

A1-* A2B 会員変更 高木修 高木皮膚科

7/t/l

浦和医師会

異動 管理者交代

皮

タカキ・アツシ 330-0075 さいたま市浦和区針ヶ谷3-5-1 048-832-0550

A2B ― A1 会員変更 高木敦

7/1/1

浦和医師会

入会.   内泌 ツノヤマクニコ 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-8-1 048-838-5021

-* A1 角山邦子 さいじんみらいクリーック

7/1/1

浦和医師会

異動 その他の項目 消内肛 シハータyュンイ于 336-0021 さいたま市南区別所7-2-1-202 医)JSC 048-837-9333

-A1 名称変更 柴田淳一 ジェイズ胃陽内視鏡・肛門クリーック

7/1/1

浦和医師会

異動 その他の項目 消内；肛 ?ダトモヒロ 336-0021 さいたま市南区別所7-2— 1 一202 医)JSC 048-837-9333

―A2B 名称変更 多田智裕

7/1/1

浦和医師会

  内'リハ ヤキ‘シンタロウ 336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町1-8-1 048-829-7324

―A1 八木慎太郎 コイケレジデンス202

6/4/1

川口市医師会

異勤 その他の頂目 循内・ ハ・ハ・トシヤ 332-0031 川口市青木1一18—15 社医)新青会 048-252-4873

―A1 馬場俊也 川ロエ業総合病院

6/4/1

川口市医師会

異動 その他の項目 消内; 八ヤシヤスヒロ 332-0031 川口市青木1-18-15 社医)新青会 048-252-4873

B

林康博
 

川ロエ案総合病院 048-252-4865

11.30



   埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令611一1~令6心2 令和6年  12月1日報告No.2 日本医師会用

年月日 変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

.変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   6 名 郵便番号   住所 医療機関

電a舌番，

FAX番号
備考

6/4/1 異勤 その他の項目 332-0031 社医)新青会 048-252-4873

早野悦子

6/4/1 異動 その他の項目 332-0031 社医)新青会 048-252-4873

吉村5%哉

6/4/1 異動

―A1
その他の項目 フルサワヒ于三 332-0031 川口市青木1-18 — 21 社医)新青会

048-25 卜1011
古澤秀実 ブランズ川口冗榔1・2階

6/7/4
333-0866 -医） 048-269-3188

―A1 外；整外今野龍太郎

6/7/4
333-0866 -医） 043-269^3188

A1―退会 外；整外今野秀夫

6/7/16 退会

  B ~退会

死亡 333-0847

泌 片桐章

6/8/21 異動 マシコシュンスケ 333-0847 川口市芝中田2—48 — 6 医)健し会 048-267-2211

  B A1 管理者交代 益子峻典

6/8/21 退会

A1 -*退会

死亡 333-0847 医)健し会

益子健康

6/9/1 入会

二 A1

334-0005

本田理峰

6/9/1
333-0833 048-28卜2525

-* c 平澤丈

6/9/1 入会

—c

333-0833

西筑井克俊

6/9/1
333-0833

-* c 原殺

6/9/1

鹿島寛生

6/9/1
333-0833 048-287-2525

—c 石川杏理

6/9/30 異勤

―A2B
その他の項目 333-0868 社tn曝ネu芝

名称変更   外リ'、 伊逞治行

6/9/30
333-0868 医)社団陽和会

-* A1 名称変$   皮腎内本田和也

6/10/1
332-0017

—A1 箔姜明志

6/10/31 退会
333-0847 川口市芝中田2-48 — 6 医)健仁会

  B ―退会 山入端oxS

6/12/1 入会

 ―C

333-0833 川口市大字西新井宿180

清水勇樹

6/12/1 入会

  ―C

タムラマナミ 333-0833 川口市大字西新井宿180
048-280-1566

田村愛実

6/12/1 入会

一 c

333-0833
043-287-2525

長江滉人

7/1/1 異動

A1 -* A2B

会員区分変更

管理看交代

眼 キドゲ于ヒロシ 334-0001 川口市桜町3-1-6
048-282-2115

木戸口裕

7/1/1 異動 会員区分変更

管理者交代

サカモトヒテ‘ユキ 334-0001 川口市桜町3— 1 一6
O4S-282-2115

坂本英之

6/8/9

十宜疼師・̂

退会

A1―退会

死亡 J]トウコウイチ 337-0053 さい卜ま市見沼区大和田町2-1388 医)興し会 048-685-5511

048-685-1706
加蒔興一 大和田病陵

6/8/10 異動
337-0053 さいたま市見沼区大和田町2-1388 医)興仁会 048_6S5_5511

B ― A1 会員変更 加購紀和

6/10/16

士官疾瓶余

退会 死亡 小 カネコイエカス 330-0855 -医） 048-642-6820

A2B ―退会 金子家和 小児科金子医院 048-644-1610

6/11/1

大富医師会

異動

二 A，
その他の項目

法人化

ホンタ・コウシ‘ 330-9501 さいたま市大宮区桜木町2 — 3 医)紘誠会 048-657-8150

本田紘嗣 大宮マルイ5階
048-65/-BibU

11.30



    埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6,11.1~令6.12.2 令和6年12月1日報告 N〇.3 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科目   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

6/11/5

大富医師会

入会 外 消外 コマコ・ メマサヒコ 331-0074 さいたま市西区宝来1295— ・1 医)二慶会 048-623-1101

―・ B 駒込昌彦 指W病|

6/11/30

大宮医師会

退職

内

循内 イシカワススム 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

A1-退会 外 循外 石川進

6/11/30

大宮医師会

アサミミホ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

  B 一 退会 浅見美穂 さいたま記念病院

6/11/30

大宮医師会

退職 呼内 オオ・ンマカス・マ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

  B —退会 大島一真 さいたま記念病院

6/11/30

大宮医師会

退職 察外  クαダヨウスケ 337-0012 さいたま市穿.沼区東宮下西196 医)徳洲会 048^686-311!

B ―退会 黒田洋祐 さいたま記念病院 048-685-3155

6/HZ30

大宮医師会

退職

内

トミタマナミ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-31U

  B —退会 冨田愛美

6/11/30

大宮医師会

退職

内

ハリカ’!;シンヤ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

  B ―*退会 張替慎也 さいたま記念病院

6/11/30

大宮医師会

退会 退輯 帶外 ユイミツル 337-0012 丸ヽたま市昏.沼区東宮下西196 医)徳洲会 0^8-686-3111

  B —退会 油井充 さいたま記念病院

6/!1/30

大宮医師会

退職 糖内 ワタナへ'シュウ八イ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

  B 一 退会 渡邉秀平

6/12/1

大宮医師会

内

循内 イシカワススム 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

-* A1

外

循外 石川進 さいたま記念病陵

6/12/!

大宮医師会

糖内 7サミミホ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3 "1

 ―B 浅見美穂 さいたま記ふ病院

6/12/1

大宮医師会

呼内 オオシ7カス'マ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

 ―B 大島一真

6/12/1

大宮医師会

普外 ウロダヨウスケ 337-0012 さいたま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3111

 一 β 黒田洋祐 さいたま記念病院

6/12/1

大宮医師会

内

トミタマナミ 337-00IZ さいたま市見沼区東宮下西196 医)德洲会 048-郎6-3 in

 ―B 冨田愛美 さいたまaB念病院

6/12/|

大宮医師会

整外 ユイミツル 337-0012 さい卜ま市見沼区東宮下西196 医)徳洲会 048-686-3 "1

 ―B 油井充

6/12/20

大宮医師会

異動 施段所在地変更   内麻 八スミケンシ・ 331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町1500 04S-662-0777

一 A1 移? 2 蓮見謙司 運見ペインクリニック医院 048-662-0707

6/9/1

川越市医師会

内

ミゾグチヒサトミ 350-1173 川越市安比奈新田259 — 2 医)真正会 049-231-5121

 ―B 溝口久富 霞ヶ間中央クりーック

6/9/1

川超市医師会

内

リハ  ワ八’ヤシヒαキ 350-1173 川越市安比奈新田2S3— 1 医)真正会 049-232勺313

―1 B 若林宏樹 Sヶ閲南病院

6/10/1

川越市医師会

リう 整外 ホソカクニヒロ 350-1138 川越市中台元町1 一9一 12 医)瑞植会 049-245-3555

―A2B リハ 穂坂邦大 川越リハピリ丁ーシヨン病院

6/10/20

川越市医師会

死亡

内

外 オオサワタかン 350-1138 川越市中台元町1-16-11 医)瑞穂会 049-245-3551

A2B ―退会 大澤崇

6/10/31

川越市医師会

退会 その他 産婦 ツカダセイシ・ 350-0001 川越市古谷上983— 1 医)愛和会 049-235-8811 勤務日数
の減少

  B —退会 塚田清二 愛和病院 049-235-8829

6/11/1

川越市医師会

施投異動

耳

トキタノプ|:卜 350-1126 川越市旭町2 — 7— 14 -医） 049-243-8415

A1―A2B 廃業 時田te仁

6/11/1

川超市医師会

その他の項目 内 消内 タナカトモヒロ 350-0052 川越市宮下町1-2—12 医)社団TMS 049-222-0002

-* A1 法入化 小 外 田中知博 田中医院

B/11/1

川越市医師会

異動 その他の項目

拓

?tiアサヨ 350-0052 川越市宮下町1—2-12 医)社団TMS 049-222-0002

―* B 法人化 田中麻代 田中医院

6/11/6

川越市医師会

施段異動 トキ今レイコ 350-1126 川越市旭町2-7—14 -医） 049-243-8415

 ―B 退職 時田玲子

6/11/12

川越市医師会

現住所変更   内糖内仆ウカオル 350-1173 川越市安比奈新田283-1 医)真正会 049-232-1313

 ―B 転居 伊藤薫 霞ヶ関南病院

6/11/30

川越市医師会

退職 外：消外サワマサユキ 350-1167 川越市大袋新田977-9 医)ユ-カリ 049-244-6340

A1―退会 澤雅之

11.30
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年月日

所属医師会
6/12/1

川越市医師会

6/12/31

川越市医師会
6/10/9

熊谷市医師会
6/1/26

所沢市医師会
6/4/12

所沢市医師会
6/4/12

所沢市医師会
6/4/26

所沢市医師会
6/8/31

変更区分

‘吾Ma則
変更事由1

変更事由2

異動

A1

会員区分変更

管理肴交代

退会

退会

退職

退会 死亡

A1 退会

異動 その他の項目

A1

異動

A1 A2B

異勤

A2B -* A1

異動

A1

所沢市医師会
6/9/13

所沢市医師会

6/9/13

所沢市医師会
6/9/16

所沢市医師会

6/9/27

所沢市医師会
6/9/27

所沢市医師会

6/9/27

所沢市医師会

6/10/11

所沢市医師会
6/U/Z2

所沢市医師会
6/11/22

所沢市医師会
&/12/26

退会

退会

異動

A1

異動

A1

退会

A1 退会

異勤

A1

異勤

A2B

異動

…ニ・b

入会

A2B

異勧

A1

異動

A1―A2B

所沢市医師会
7/1/4

所沢市医師会
7/1/4

所沢市医師会
7/1/4

所沢市医師会

7ハ/4

所沢市医師会
7/1/6

所沢市医師会
7/2/22

異動

A1―* B

入会

A1

管理者交代

4の他の項目

管理者交代

ぞの項目
その他の項目

その他

変更事由3

由 4

変更事由5

至隻事由6

会員区分変更

管理者交代

会員区分変更

管理者交代

退瞭

施設所在地変更

移転

板設所在地変更

  祐e
施段所在地変更

  括畦

会良区分変更

管理者交代

会員区分変更

管理者交代

施設異勧

異勧

A1'A2B

異!|!...
A2B"― A1

異勤

A1-'A2B

会員区分変更

その他の項目

その他の項目

廃某B

会員区分変更

異動

A1

所沢市医師会

6/10/31

蕨戸田市医師会
6/11/1

蕨戸田市医師会
6/10/31

北足立郡市医師会

異動

  A1 -A2B

退会

A1 一退会

入会

A1

退会

A2B '退会

施投異勤

珍療科目

外

祕
肛

整外

内

循内

消内

内:精内

産婦

産婦

内

消内
呼内

・翻・

氏 名

トミツーカダンヤ

WWtl'tii"

350-1167

ナカ‘タヨシユキ

永田善之

350-0044

オミヒデトシ 360-0045

カトーセイシ’ロウ 359-0033

セトヒロシ

3SP裕

セトミ子ハル

瀬戸理玄

内'消内

‘外"消外
内 外

内

外

内 循内

外

内

外
外

肛

内.消内

循内

ヤナイヒトシ

柳内仁

クラナカ’ ノリツり

倉永憲二

カワ八‘タトシノブ

jii輔別橿''
スがサ17ヒテ‘カス’

管澤英一

スキ・タこミ子ハル

杉容通治

マシ‘マタかン

間嶋崇

ホシノスミト

・星野澄人
ヤマキ’シaウ・/

山岸陽二

郵便番号

359-1128

359-1128

359-1121

359-1131

住 所

川越市大袋新田977二？..

川越市通町20 — 4

熊谷市宮前町;!.二.1.：35.-2

所沢市こぷし町1一17—J.91

所沢市金山町S—号,

所沢市金山町弓二6

医 療 機

間

医)ユ-かJ

武蔵野総合病院

永田整形外科

 医）

熊谷福島病院

医)社団医心会

こぷしクリニック

医)慈桜会

瀬戸病院

所沢市元町21 —7

所沢市久米532 — 8

359-1151

359-1151

359-|131

359-0037

359-0037

359-0037

所沢市若狭4.二2今穿S二31.

所沢市若狭4-2468二3.]..

  所沢市久米5.51二さ
東亜東ロビルディング3JL

所沢市 くすのき台3-4-4

シムラビル1階

所界帝.くすの索台.?-11-4.
シムラビル|階

所.沢市.くすのき會3・̂A.
  シムラビルI階

ツカ八ライサム

邊尿’一'
ヌカ:)]’ケンシ’

補K極治'

会員区分変更

・管理者交代

その他の項目

名称童室' '

施註異勧

去* iz分女更’一
医師会の異動

死亡

良粟

婦

産婦

現住所変更

その他の項目

産婦

内

内 腎内

眼

内 呼内

循内アレ

内 .呼内

i肖|>f循内

ヌカがマサル

額・貿・優+
ナカヤマシュウゾ

中山修二

セトヒロシ

 ¥芦・祐
セトt□シ

’油戸裕
セトミチハ|レ

珀戸理2

359-1141

359-1131

359-|131

359-1106

359-1124

359-1128

359-1128

セトユウコ

瀬戸優子

イマキ仆トシヒコ

‘今給黎敏彦
イノマタトシハル

猪俣俊晴

タハ・タシンヤ

田畠慎哉

外 乳外

マツモトスミオ

也本禎去
ヒがシヤスヒロ

’棄靖妾'

359-1128

359-1145

359-!141

335-0023

所沢市小手指町1 一3— :?

所沢市久米2196 — 5

医)慈桜会

‘浦戸病院
一医）

柳内医院
医)社団医心会

’ぐことみ内科外科クリニック
医)元気会

かさクリニック

医)元気会

ねかさクリニック

医)社団和風会

'所沢中央病院健診クりニツ̂一
医)元気会

bかきクリニ・ック所沢

  医)元気会 
わかさクリニック所沢

  医)元気会 
"ねかさクリニ・ツク所沢

所沢肛門病院

所沢市久米2196-5,

所沢市東狭山ケ丘？二71?.一 3や

埼玉県所近吏東住盲19-.リ
コネクト所階一
所沢市金山町8 — 6

所沢市金山町8 — 6.

所沢市金山町.？二6

埼玉県所沢市山口 5095.

所沢市小手指町3—31-.1.?.

335-0023

365-0028

戸田市本町.5-! 3二1.?..
りンUム戸田1階

医)エムケー

額菫胃腸科内科クリニック

医)エムケー

‘額賀H腸科内科クリニック

中山内科医院

日本医師会用
電話番号

FAX* 号
049-244-6340

'049-244-6302

備考

049-225-8100

04 9-225-8101"
048-525-2522

048-526-6913

04-2993-5866

04-2992-2452

04-292Z-0221

04-2929-0589

04-2922-0221

64-2929-Q5fi9

04-2922-2005

04-2922・7670

04-2993一9213

〇4-2993：92<5'
04-2949-2426

04-2949-2606

04-2949-2426

04-2949-2606

04-2997-5500

04-2997-5501

医)慈桜会

初声病院付属所沢ウィメンズクリこツ々も
医)慈桜会

激戸病院

04-2968-5421

04-296か5426

籠"一

標榜科目
の変更

籠科目

04-2968-5421

04-2968-5426

04-2968-5421

04-2968-5426

04-2926-7521

04-2925-1566

04-2925-1585

04-2925-1535

04-2925-1585

04-2925-1585

04-2926-8332

04-2939-5415

O4-2925-IO5D

04-2925-1051

医)慈桜会

韻声・病瞼
医)慈桜会

瀬戸病院

医)社団白翔会

所沢白翔会病院

猪俣眼科医院

戸田市本町5-13-1.9
53ンカルム戸田1瞳
鴻巣市鴻巣1005 — 2

医)慶承会

・公園の街クリニッろ
医)慶承会

公園の街クリニ・パ7

04-2922-0221

04-2929-0589

I設者変

 I醒

04-2922-0221

04-2929-0589

04-2922-0221

04-2929-0589

04-2933-2520

04-2933-2521

04-2948-7671

04-2949-5553

048-447-6571

048-447-6572

―医)社団

はやしだ産婦人科医院

048-447-6571

048-447-6572

048-541-8000

048-541-8333

纖寸

11.30



     埼玉県医師会々員入会・退会異動報告書令6.11.1~令6.12.2 令和6年12月1日報告N〇.5 日本医師会用
年月日

所属医師会

変更区分

会員種別

変更事由1

変更事由2

変更事由3

変更事由4

変更事由5

変更事由6
診療科自   氏名 郵便番号   住所 医療機関

電話番号

FAX番号
備考

6/11/|

北足立郡市医師会

異動 精 エピシマヒロシ 362-0806 北足立郡伊奈町大字小室818 — 2 地独行法)埼玉県立病院機構 048-723-1111 自宅会員

一 B 海老島宏

6/II/!

北足立郡市医師会

異動 その他の項目 陷外： ハラタナオユキ 365-0027 鴻巣市上谷664 —1 医)社団浩蓉会 048-54 卜2800 科目変更

 ―β 転居 原田直幸

6/11/30

北足立郡市医師会

退職 心内；精 才;bモトヒロシ 364-0031 北本市中央2-78 医)幸啓会 048-598-7573

A1-退会 岡本浩之

6/11/30

北足立郡市医師会

退会   内呼内ヨネダコウイ子ロウ 369-0131 埼玉県鴻巣市袋字道上90-1 048-548-5711 一身上の
都合

A1 -*退会 米田紘一郎 FUJIMALL吹，卜？階

6/12/1

北足立郡市医師会

入会 眼 コイケノプユキ 364-0006 北本市北本2—47 048-592-7198

―* B 小池信行 メゾン大一

6/8/1

上尾市医師会

入会

―A2B'

眼 フシ‘シロタかン 362-0023 上尾市原市中3—・1 一 8 048-872-7772

藤代貴志 しの眼科クリニック

6/8/31

上尾市医師会

退会 医師会の異動

麻

コンノリコ 362-0035 上尾市仲町1 一S — 33 医)藤仁会 048-776-1111

  B ―退会 今紀子

6/12/1

上尾市医師会

異動 心内：精 サトウシュンコウ 362-0067 上尾市中分1-174-2 医)社団順風会 048-725-0378

A1―B 管理者交代 佐昧順恒

6/12/1

上尾市医師会

異動

A2B ― A1

会員区分変更 心内・精 ヤスマナオ/1J 362-0067 上尾市中分1一174—2 医)社団順風会 048-725-0378

管理者交代 安間尚徳

7/1/31

上尾市医師会

退会   内小 7ツモトヒロシ 362-0073 上尾市浅間台3 — 28-11 048-775-6351

  B ―退会 松本浩

6/9/1

朝霞地区医師会

入会 内：整外八シモトタかン 351-0114 埼玉県和光市本町22-1 医)松青会 048-462-1008

―A1   皮リ'、 橋本隆 コーポ和光1階

6/10/29

朝霞地区医師会

精

モ于ッ・キ知コ 351-0111 和光市下新倉5-19—7 医)社団壁会 048-450-3311

A2B ―退会 望月貴子

B/11/1

朝霞地区医師会

  アレ耳 セキネヒロキ 351-0114 和光市本町6-5 医)社団大瑛会 048-460-3387

-* A1 法人化 関根大喜 エイノドル4瞭

6/11/30

朝霞地区医師会

アレ:小_ シモッサマサト 352-0003 新座市北野3—18-15 一医)社団 048-481-1064

下津佐正登

6/12/1

朝霞地区医師会

小 ホシカショウゴ 352-0023 新座市堀ノ内3-14-30 医)社団武蔵野会 048-481-1611

B I'in得吾

7/3/31

朝&地区医師会

  内呼内 ?イラマサヒロ 351-0022 朝霞市東弁財1-5-18 048-485-1620

A1-退会 消内循内平良真博 カロータ3階

6/12/1 入会 整外 リハ ニイセ‘キユミ 340-0043 革加市草加2-21-1 048-946-2200

 ―B 新間祐美 草加市立病院

6/12/1

草加八潮医師会

入会 外 ミツノリユウスケ 340-0043 革加市草加2-21-1 043-946-2200

―* B 光法雄介

6/12/1

東入間医師会

外 サトウオサム 356-0038 ス、にみ野市飽林元町3 — 5 — 3 医)瑞友会 049-278-1110

 ―B 佐勝紀

6/10/1

坂戸gヶ島医師会

入会

―A2B'

  リウ整外八ンダカス’アキ 350-2227 鶴ケ島市新町2-21-12 -医） 049-279-5687

  リハ： 飯田和章

6/9/30

比企医師会

退会   内小 ツチヤトシフミ 355-0026 東松山市和泉町5-25 0493-23-7511

  B -退会 土屋俊文

6/10/12

比企医師会

  内リハ キタがワヒロシ 355-0317 比企郡小川町原川205 医)社団宏仁会 0493-73-2750

A1-退会 北川宏

6/11/1

比企医師会

内

シラ|・ヒロユキ 350-0!58 比企郡川島町大宇伊草96-1 医)啓仁会 049-297-8783

―A1 白土裕之

6/11/30

比企医師会

異勤 外：乳外ヨコタマサアキ 355-0133 比企郡吉見町江和井410— 1 公財） 0493-81-6024

A2B 一 B 消外 模田昌明

6/12/!

比企医師会

入会 ハヤシサワコ 350-0128 比企郡川島町字白井沼371-1 049-298-8881

―A1   精皮 林英子

6/12/1

比企医師会

内：循内アントーウトシオ 355-0072 東松山市大字石橋1721  医） 0493-23-1221

B

救急 安瞬俊夫

6/12/1

深谷寄居医師会

異勤

-* A1

その他の項目 内：小 竹ウチシ・ユンコ 369-0201 深谷市岡2757-3 医)社団展城会 048-577-7028

法人化 他 竹内純子 なすはらクリーック

11.30



年月日

所属医師会

6/12/1 異動

深谷寄居医師会

6/12/1

深谷寄居医師会

7/1/1

北埼玉医師会
S/I0/7

  南埼玉郡市医師考
6/10/2?

入会

―*

入会

退会

A1

A2B

A2B

B

越谷市医師会
6/10/28 '

越谷市医師会
6/11/1'

  越谷市医師会 
6/11/2-1

越谷市医師会
6/12/1'

越谷市医師会
6/12/1

辞谷市医師会
6/12/31

  賊谷市医師会一
6/7/31

春日部市医師会

6/8/31

春日部市医師会

6/10/16

  春日部市医師一室
67127?

春日部市医師会
6/12/1

  春日部市医師会一
6/11/1

  三郷市医師会 
6/11/1

  三郷市医師会
6/10/16

埼玉医科大学医師会
6/11/1

B -退会

退会

  A1 -退会
入会

一 A2B

退会

A2B ―退会

異動

  B 三

  一S動
A1―A2B

退会

A1―返会
退会

B 一退会

異動

  A2 巳-B
異勤

:A2B

入会

―"A2B

:一芦動
A2B 2L一巳

異勤

  ―A1

異勤

  -* A1"

異動

異動

  埼玉医科大学医師会 2一B

埼玉県医師会々員入会1退会異動報告書 令 6.11,1 令 6.12.2 令和6年12月1日報告 No. 6

変更事由1

変更事由2
その他の項目

法人化

死亡

死亡

死亡

会員区分変更

管理者交代

会員区分変更

管理者交代

その他

その他

施設異動

★貞E分童更
その他の頂目

会員区分変更

その他の項目

施投異動

醐€・・・
施設異動

勤禱去'
現住所変更

  fig
施is異動

to 該 ft一"’

変更事由3

変更事由4

廃某

廃業B

変更事由5

変更事由6

内：脳内

り'、

皮

住居表示

現住所変更

その他の項目

診療科目

内 消内

内；消内

小

眼

脳内

内 小

外；整外

糖内

呼内：アレ

糖内

皮

消内

小

氏 名

イシハ‘シサトル

石橋哲

アダチ子サ

安達千紗

アマカ・サアイコ

天笠愛子

シハ’タテルヒサ

柴田照久

夕9・八ナコ

多田花子

ムラタヒロユキ

村田博之

オカモトユウスケ

岡本雄介

サカイヒテ・|;口

境秀博

シュウトウユウキ

固東佑樹

シュウトウヒロシ

周東寛

tカイタイ子

中井太一

郵便番号

366-0810

366-0052

348-0071

349-0217

343-0023

343-0817

343-8555

343-0023

343-0851

343-0851

住 所

深谷市宿根|430-2

深谷市上柴町西4 一 4-1?

羽生市南羽生3— フー14

白岡市小久喜938-1g.

越谷市東越谷6 — 23 —13

越谷市中町5— 1

越谷市南越谷2_1 —5.0,

越谷市東越谷10—31一

越谷市七左町1-304 —1

343-0813

サイトウタかン

齋藤崇

アサコ*オイ

内

リ'、

皮

内：循内

内

腎内

循内

小

小

心内

救急

浅子黑衣

叶モりサチオ

金森幸男

ハタシンヤ

畠翻・
アンドウヒロシ

童福弘
オキ・つラヤ入]

荻原康子

スキ’ウラマサトシ

杉浦正俊

ミス・ノキミヒト

永・幹"公t
タカヒラシュウシ’

高平修二

344-0063

344-0061

344-0022

344-0063

344-0053

341-0033

341-0024

350-8550

350-0495

越谷市七左町1—304— 1

越谷市越ヶ谷1-11 一3ネ.
第1盗野ビル1F

春日部市緑町5-9-4

春日部市粕壁1-4-50

春日部市大畑321-1.

宮前ビル1階

春日部市緑町5-9-4

春日部市綠町5 — 9-4

三郷市中央1-3-1

エムズタウン三郷中央2F

埼玉県三郷市三郷1-3-1

BLANDEHB3P|一

川越市鴨田1981

入間郡毛呂山町毛呂不郷:?.?..

医

療

機 関

医)？±団1NC

いしばU2神経内科クリニック

安達皮フ科医院

清水内科クリニック

医)社団哺育会

白岡中央総合病院

医)花英会

多田小児科クリニック

河本眼科医院

揭協医科大学埼玉医療センター

越谷市医師会診療所

医)健身会

南越谷健身会クリニック

医)健身会

南越谷健身会クリニック

一医)社団黍輝会

'中井皮膚科医院
医)財団明理会

‘春日部中央総合病院

医)社団廣和会

埼玉東部診療所

医)財団明理会

春日部中央総合病院

医)財団明理会

春日部中央稔台病院

一医)社団紡想舎

杉浦小児科

医)社団紡想舎

かばのこ小児科

埼玉医科大学総合医療センター

埼玉医科大学病院

日本医師会用
電話番号

・faxS#
048-59S-7878

048-598-7877

048-5フト2301

048-571-2301"
048-562-2501

048-562-2503

0480-93-0661

0486-92-8462
048-963-0352

048-960-1828'
048-962-フ204

048-962-1919

048-965-1111

048-965-1127

048-910-9134

048-910-9136

048-990-0777

048-990-0的8

048-990-0777

048-990-0888

048-965-7127

048-965-7152'
048-736-1221

048-738-1559

048-752-2553

048-752-2553

048-720-8715

048-720-8716

048-736-1221

048-738-ほ59

048-736-1221

048-738-1559

048-952-2124

048-952-2134

048-934-7306

048-934-7307

049-228-3400

049-226-5274

049-276-2107

049-294-8222

備考

率業承継
による

§人的事

iアド変

診療科目
変更

套書送付

分9'1
区
種
M
M

変：
会

11.30



令和６年度 

 埼玉県医師会医療事故防止対策研修会 
 

２． 研修内容 

第Ⅰ部：『 医療事故を防ぐには 

～埼玉県医師会の医療事故紛争の現状について～ 』（30 分） 

       講師：埼玉県医師会医事相談担当理事 

 

第Ⅱ部：『 医療現場におけるハラスメントへの対応について 』（60 分） 

講師：埼玉県医師会顧問弁護士 

 

２．開催日時・場所 

①南部地区（さいたま市） 

日時：令和 6 年 9 月 26 日（木）午後 7時から 

場所：埼玉県県民健康センター  （さいたま市浦和区仲町 3-5-１ ℡048-824-4801） 

②北部地区（熊谷市） 

日時：令和 6 年 10 月 10 日（木）午後 7時から 

場所：キングアンバサダーホテル熊谷   （熊 谷 市 筑 波 1 - 9 9 - 1 ℡048-501-0077） 

③東部地区（越谷市） 

日時：令和 6 年 10 月 24 日（木）午後 7時から 

場所：サンシティ越谷市民ホール  （越谷市南越谷 1-2876-1 ℡048-985-1111） 

④西部地区（川越市） 

日時：令和 6 年 10 月 31 日（木）午後 7時から 

場所：川 越 プ リ ン ス ホ テ ル  （川 越 市 新 富 町 １ - 2 2 ℡049-227-1111） 

 

３．参加者 

合計 医師 看護師 助産師 薬剤師 技師 事務 その他 昨年度

南 9月26日 48 22 6 1 1 0 12 6 53

北10月10日 25 12 3 1 0 0 1 8 45

東10月24日 83 24 19 0 0 2 24 14 82

西10月31日 80 29 24 2 0 0 13 12 35

合　計 236 87 52 4 1 2 50 40 215  

松本常任
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令和６年度関東甲信越医師会連合会 介護保険・地域包括ケア部会 

日 時 令和６年９月２２日（日）１０：００～１２：３０ 

会 場 ホテルメトロポリタン長野 ２階「千曲Ｂ」 

司 会 長野県医師会常務理事 前澤 毅司 

１．開会 

２．挨拶 長野県医師会副会長 野邑 敏夫 

日本医師会常任理事 江澤 和彦 

３．協議（検討テーマ） 

（１）高齢者施設の医療について 

（２）ＢＣＰについて 

（３）地域での看取りについて 地域看取り率など 

４．その他 

５．総括 日本医師会常任理事 江澤 和彦 

６．閉会 

・・・・＜議事録（概要）＞・・・・・・・・・・・・・・・・ 

１．開会 

２．挨拶 

○長野県(野邑副会長)：前年度同様、事前に各都県から検討テーマ及び提案要旨を提出していただき、６月５日

に開催した事前ウェブ会議にて、最終的に検討テーマを３つ（高齢者施設の医療、ＢＣＰ、地域の看取り）にま

とめた。 

○日医(江澤常任理事)：地域医療構想検討会でも、在宅医療、介護連携あるいは外来診療含めて幅広に議論する

ことになっており、日医としても水面下で会長交えて協議中。医療現場の提供体制を守り、現場の先生方にご負

担をかけないよう、患者の命と健康を守るためにどういう在り方がいいのか、議論をしていきたい。 

３．協議 

（１）高齢者施設の医療について 

○司会・長野県（前澤常務理事）：高齢者施設の医療について、提案要旨を２点に絞った。まず、高齢者施設等

利用機関の連携強化について、特に、協力医療機関との連携体制の強化、入院時の医療機関へ情報提供、医療機

関からの患者受入れの促進の３点に関して各都県から取組や意見を伺いたい。次に、特別養護老人ホームの入所

者に適切な医療を提供するために訪問診療を導入できるよう在宅医療扱いとし、主治医制にすべきであり、介護

老人保健施設の入所者が医療機関を受診した際の保険診療分は出来高として算定できるようにすべき点に関して

も、各都県から意見を伺いたい。 

○新潟県（小柳理事）：生産年齢人口の急減と全国を上回るペースでの人口の高齢化が進んでおり、既に高齢化

人口がピークを迎えた市町村もあり、要介護認定率は全国より高い状況で推移している。高齢者施設等利用機関

の連携強化について、後期高齢者一人当たりの医療費は全国で一番低く、施設サービスの給付費が全国で最も高

い状況を踏まえ、新潟県の地域保健医療計画との整合性を図りつつ、第９期新潟県高齢者福祉保健計画を策定し

ているが、介護施設の医療提供等の課題には触れられていない。看取りを行う施設が急増している一方、介護施

設入所者の救急搬送事例に関する課題は点数含めて多く、施設での医療提供について医師会を中心とした具体的

な対策の検討が必要であると考えている。施設と医療機関を結びつけるコーディネート機能について、各都県医

師会の取組を参考に今後の連携体制の構築を図っていきたい。２点目について、施設に対して訪問診療を導入す

るということが、一つの有効な解決方法と考えている。配置医がいる施設に副主治医としてかかりつけ医をおく

鹿嶋常任 富沢理事
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体制や、健康管理を超える専門医療等や夜間等の時間外診療について、診療報酬で正当な対価が支払われるよう

になれば、配置医もその専門性の範囲内で最大限の機能を発揮することが可能と考える。 

○栃木県（竹村常任理事）：高齢者施設と医療機関の連携強化について、「どこでも連絡帳」「入退院共通連携

シート」を作成している。今後は、各市町村の医師会の役割が重要である。次に、２点目は、特別養護老人ホー

ムの話になっているが、介護老人保健施設について、検査や投薬等、全てマルメになっているが、医療の介入レ

ベルが高く、骨粗鬆症薬や認知症薬のも高価なため、赤字となっているため、出来高払いにしてほしい。せめて

紹介先の外来で受診した際の医療費は、出来高払いを希望する。 

○山梨県（上條理事）：連携強化に関して、以前より救急分野から蘇生を希望しない高齢者への対応改善を求め

る要望が医師会に届いていた。その後、新型コロナ感染症の流行期に施設からの搬送が頻発、医療逼迫につなが

ったことは否めない。第８次医療計画に定められた積極的役割を担う医療機関がコーディネート機能を担えるよ

う公費を投入することを考えている。保険診療に関しては、外付けの医療を幅広く選択できるよう規制緩和を希

望する。 

○茨城県（延島常任理事）：９医療圏による地域医療構想会議が進められていたが、医療圏ごとの格差が大きい

ため、３区域の広域医療圏による構想会議が新たに設けられ、高齢者施設等も包含していく方向。茨城県地域包

括ケア推進センターや各市町村に地域包括支援センターを設置、訪問・ヒアリングによる現状把握や課題抽出を

行い、協議会・研修会を開催するなど多職種連携を推進し、各地域における諸課題に対処していく方針。保険診

療については、特別養護老人ホームの入所者に適切な医療を提供するために、訪問診療を導入できるよう在宅医

療扱いとし、主治医制にするべきであり、介護老人保健施設の入所者が医療機関を受診した際の保険診療分は、

出来高として算定できるようにするべきである。 

○神奈川県（石井理事）： 高齢者施設等利用機関の連携強化について、特に事業を行っていない。医師会が医療

機関と高齢者施設の橋渡しを行うことで新設されたインセンティブを生かしていきたいと考えている。２点目に

ついて、配置医のボランティア往診またはオンライン診療を診療報酬として認めることで患者の状態把握、診療

情報提供書の作成が可能となり、適切な医療機関への救急搬送の一助になると考える。主治医制は、特養におけ

る配置医師の９割以上を占めている非常勤嘱託医の協力継続が困難となることが危惧される。 

○群馬県（小中理事）：連携体制について、個々の機関や体制が徐々整備されつつあるが、運用については、相

互の受入体制を含め、情報共有が十分とはいえない状況。施設側の人材・スキル不足等を含め、対応レベルの格

差も大きくなっており、今後さらに詳細な施設体制等の情報共有が医療機関、施設の相互でされるべきと考える。 

介護保険施設における医療行為の報酬は、介護保険施設（特養、老健）とも、健康観察を主眼とした施設体制の

インセンティブではなく、診療行為そのものを十分に評価した報酬制度に改める必要があると考える。 

○埼玉県（鹿嶋常任理事）：高齢者施設等利用機関の連携強化について、県と協力して協議や調整を進めている。

医療機関は県との医療措置協定の締結を進め、連携体制・情報提供・受入施設、医療機関と高齢者施設との連携、

搬送困難事例が起こらないような協力関係の構築を目指している。併せて、常日頃からの顔の見える関係構築が

必要と考える。２点目に関して、特養は要介護３以上が入所の条件となっており、配置医師の健康管理及び療養

上の指導という定義は時代に即さないため、配置医師の位置づけから検討するべき。また、介護老人保健施設の

入所者が医療機関を受診した際の保険診療分は、出来高として算定できることを希望する。 

○千葉県（川越理事）：嘱託医の役割強化と相互の評価、協力医療機関による医療面の協力と相応の評価、高齢

者施設自身の医療連携体制強化と相互の評価、入院や受け入れる病院への評価など進めていく必要がある。施設

と医療機関の連携体制については現場任せになっているが、地区医師会や県医師会、そして市町村や県がどのよ

うに関与、支援していくか注視していきたい。財源に関して、嘱託医も維持しつつ在宅医療扱い等ができるよう

な部分ができてくると改善すると考える。 
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○東京都（西田理事）：配置医は昭和38年度老人福祉法から始まった役割で、入所者に対し健康管理及び療養上

の指導を行う医師であるが、平成27年に特養の入所要件が要介護３以上となった。重度の要介護者には当然多く

の医療ニーズがあるため、配置医の役割と負担は増大している一方で、配置医師の診療に対する診療報酬上の評

価がほとんどない。医療ニーズに配置医が十分対応できない場合は、看取り体制もなかなか進まない。今回診療

報酬改定で協力医療機関、配置医ではなく協力医療機関つまり病院のほうに多くの加算がつき、病院搬送の機会

が増え、特養での看取り推進に悪影響を与えることを危惧している。重症度の高い特養入所者に生活の場での医

療が適切に供給されるためには、訪問診療を導入し、主治医制にすべき。老健においては、それぞれ出来高制を

希望する。日本は非常に施設類型が多く、東京都も特養だけでなく、サービス付高齢者住宅、あるいは介護付有

料老人ホームの増設を促しているが、そこでは生活の場における訪問診療が提供されている。しかし、その施設

には所在地外の医師会に所属していない在宅医療専門医療機関が多く関与しており、中には施設の訪問診療に特

化した営利目的の医療機関もあり、その医療の質が懸念されている。また、その地域に根ざしていないため、

様々な対応で地域と連携が図れずに非常に苦慮していた。今後は特養、老健に限らず、様々な類型の施設医療の

在り方について、より詳細な検討が必要である。能登地震について、珠洲市の大規模特養の医師が不足し、能登

町のドクターが片道30分かけて行っている。過疎地のオンライン診療について、規制緩和や特例措置が必要と考

える。 

○長野県（在宅医療推進委員会杉山委員長）：特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、入所者の要介護度

重症化、給与の低さによる配置医の不足、緊急時や夜間また看取りへの対応などの課題があるが、解決方法は２

つあると考える。配置医の給与を適正化し、健康観察だけでない医療行為がなされるようにする方ことと、外部

からの医療提供すなわち訪問診療やオンライン診療、訪問看護などを可能とすることだと考える。 

○神奈川県（小松理事）特養、老健ではなく、有料老人ホームや医療系のホーム、サ高住等が増加している。地

域に親和性のない患者、地域に親和性のない医療機関・施設のコーディネートをしていくことに関して、県単位

か、地域の医師会でやるものを県医師会がサポートしていくのか、どのようにお考えか、実際も含めて新潟県の

小柳先生にご助言いただきたい。 

○新潟県医師会（小柳理事）県が妥当だと考えている。新潟県の第８次地域保健医療計画の在宅療養は、郡市医

師会が持つ在宅医療推進センターを明確に主体と位置づけ、基盤整備までしていくという文言を入れ込み、予算

づけもしている。また、予算計画を決める行政で一番上位にある委員会である、新潟県基本計画委員会に県医師

会として出席し、医師会等が整備する在宅医療推進センターや、医師会を主語とする文言を入れてもらう活動を

している。通常の予算執行事業として、財政的な計画をつくり、長期的な体制作りをしている。 

（２）ＢＣＰについて 

ＢＣＰについて、提案要旨を２点に絞った。まず、地域包括ケアシステム等他部門との連携不足の状況の中で、

どのように医師会が関わっているか、続いて、災害時、自院で対応できないとき周囲の施設が代行するようなシ

ステムを医師会等の職能団体や行政が中心となり構築することについて意見を伺いたい。 

○新潟県（小柳理事）新潟県は中越沖地震をはじめとし、災害級の大雪含め、多くの災害を経験してきた。柏崎

刈羽原発を有し、他国からのミサイル発射の脅威が訓練も含め実践的な備えは急務。ＢＣＰ策定の動きが高まっ

ている中、一定程度の規模を持つ病院等では、策定を通じて災害時の医療提供体制が強化されたが、中小病院や

診療所ではこれからの課題となっている。郡市医師会でもＢＣＰ策定に向けた研修会が開催されているが、在宅

医療、介護施設は、ＢＣＰの認識が不十分で温度差もある。今後県医師会としての取組を検討したい。また、災

害時の、近隣の医療機関等々の相互協力について、当県では具体的なシステム構築はできていない。発災後の医

療・介護サービスの継続は大きな課題で、地域医療構想調整会議でも医療・介護ニーズに対応するためにどのよ

うな医療体系が望ましいのか、データに基づいて各地域の医療現状と将来見通しについて今後議論が必要である。 
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一つの新潟県の事例として、コロナ禍において新潟県をはじめとする感染症診療のＣＨＡＩＮというシステムが

稼働し、介護施設等々が非常に助かった。そういったものを横展開しながらよいＢＣＰ計画をつくっていきたい。 

○栃木県（竹村常任理事）栃木県はＢＣＰ作成は進んでいないが、宇都宮市が2023年度の厚生省モデル事業に参

加、宇都宮市医師会では市と保健所にて協議、チェックシートやトリアージシート計画中。個人的には、全国的

には透析医療等は非常にＢＣＰが進んでおり、全国的にもネットワークあるため、参考になると考えている。ま

た、私は真岡市の産業医をしているが、来月職員対象の勉強会で「栃木県の災害とＢＣＰについて」とタイトル

を出したら、難しいのでほかのタイトルにしてほしいと言われた。難しくないから勉強しようと、実施予定。こ

れから勉強する。 

○山梨県（上條理事）山梨県では、この部会に向け、全医療機関を対象にアンケート調査を行い、回答いただい

た全ての病院では既に策定済み、あるいは策定中だったが、診療所においては、医療機関基幹型のＢＣＰにおい

ても診療所では策定中、策定済み含め２割、在宅医療支援診療所はやや多い傾向。連携のＢＣＰに関しては、１

割２割ぐらいほとんど進んでなかった。山梨県は、郡市医師会の組織力が弱いという特徴があるため、第８次上

限額で定められた積極的医療機関に託そうと考えている。他業種との連携ＢＣＰや地域ＢＣＰは、包括ケアシス

テム単位で構築することが望ましいと言われているようだが、このシステム自体が、積極的医療機関の関わる圏

域内、５つ程の包括ケアシステムとまたがって関わらなければいけないという問題が生じてしまうため、大きな

負担が予想される。積極的医療機関がやるとしても、主に行政に働きかけ、構築に向けた場づくりを促すことと

想定している。県医師会としては、県内の好事例を共有し、横展開することを目指している。 

○茨城県（伊藤副会長）：ＢＣＰは診療所ではなかなか進んでいません。私自身、2015年常総市の水害後、ＢＣ

Ｐをつくった際、業者に依頼したところ、その当時で数十万の請求書がきた。ひな型があれば広まると思う。 

医師会と職能団体でつくるのは無理だと思う。行政がまず中心にならないとできない。常総市ではＩＣＴで電子

連絡帳を導入。その中に、３年前に安否確認システムを導入。在宅の患者と施設が動いているか即時にそのＩＣ

Ｔで分かるようにした。災害を経験する度に、動きを考えて進める必要がある。 

○神奈川県（石井理事）医師会として連携型・地域型ＢＣＰの取組は行っていない。特に同業・類似事業間、多

職種他機関によるＢＣＰ策定においては利益相反等が生じることを懸念し、本日好事例があったら参考したい。 

一方、県内35か所の災害拠点病院は、既に策定済。47か所の災害協力病院は、厚労省が実施のＢＣＰ策定研修会

に参加、随時作成が進んでいる。この研修は医師会や無床診療所は対象とされておらず、全国の病院、有床診療

所が対象となっている。一方、国は在宅医療提供機関におけるＢＣＰ策定支援研修も実施しており、無床診療所

も対象となっているため、本会にて、各郡市等に周知している。 

○群馬県（鶴谷理事）ＢＣＰは進んでいない。介護高齢課等も含め情報収集等はしているが、病院は進んでいる

が、介護施設についてはほとんど進んでいない。感染症に関しての取組は進んでいるが、感染症以外に関しては

進んでいない。感染症とリンクさせようとしたが、予算立てが難しかった。今後は介護高齢課等と県医師会、各

地域の介護保険委員の先生方等含め情報交換しながら対応していきたい。災害についても、ほとんど進んでない。

好事例を参考にしながら進めていきたい。 

○埼玉県（鹿嶋常任理事）埼玉県内では30郡市の医師会があり、その地域に在宅医療連携拠点が設置されている

が、災害時の有事を想定した地域包括ケアシステムの地域ＢＣＰを策定しているところは少なく、その議論も乏

しい。在宅医療介護連携の地域ＢＣＰの構築は、地元の医師会だけでは難しく、行政とタッグを組んで関係多職

種連携で取り組むのが最良と考えている。埼玉県の病院のＢＣＰ策定率は59％と多くない。災害時の在宅医療に

ついても進んでおらず、現状は、病院への救急搬送やＪＭＡＴ、ＤＭＡＴ等の支援チームに頼らざるを得ない。

発災時に医師会だけでは対応し切れないため、行政とタッグを組んで進めていかなければというのは定かだが、

県南部では、医師が都内に住んでおり、地域の医者が３分の２程度というのも現状。発災時の協力体制をつくっ
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ていくのか、これからの検討課題と考えている。 

○千葉県（川越理事）：連携型ＢＣＰ、地域ＢＣＰについての組織立った取組は着手できていない。昨年度の厚

生労働省委託事業に参加した松戸市と柏市では、効果的な安否確認と情報共有についてということで繰り返し会

議を開催し、電源を利用する在宅療養患者の個別避難計画のモデル作成や、ＨＯＴセンターの設置を検討中。い

ずれも医師会の会内委員会や組織創設を支援した団体の活動が土台となって推進できた例。地域包括ケアシステ

ム構築のための活動がプラットホームの役割を果たし得ると思う。まずは会内委員会等の関係強化し、そこに他

団体、多職種を巻き込んでいき、信頼関係を醸成し、一緒に考える機運を高めておくことが大事。 

○東京都（西田理事）：都としては現状まとまった行動はない。2023年度の厚生労働省の医政局委託事業、在宅

医療の災害時における医療提供体制強化支援事業に調布市が手挙げをし、連携型ＢＣＰ・地域ＢＣＰ策定モデル

地域としての活動を継続している。調布市の医師会が中心となり、柔整師会を含む四師会、ケアマネ、訪問看護

ステーション、介護事業所、消防署、行政（高齢部門と危機管理対応部門）が参加、協議を毎月行っている。調

布市は3.11の石巻支援の経験から、在宅人工呼吸器使用患者の個別支援マニュアル作成を始めていたこともあり、

意識が比較的高い。本年度が調布市の防災計画見直しの年ということあり、行政と協議し、災害医療対策拠点本

部に今までは三師会が入ることになっていたが、そこに、自宅療養者の早期支援ということを目的として、訪問

看護ステーションとケアマネジャーの各団体代表者を入れ込み、また、要援護者の個別避難計画をケアマネジャ

ー等の団体に外部委託し、１件幾らという形で作成していく予定。同時に、今まで福祉避難所として、いい場所

が制定されてなかったため、特養、老健、介護事業所、大きな介護施設に委託するよう動き始めている。同職種

の団体をつくり組織率を高めていくこと、連携ツールを確保すること、ＤＸによる効率化を目指し、サイボウズ

と連携してシステムをつくる予定もある。要援護者など、避難所に行けない自宅避難者に対して、早期から安否

確認と支援を可能とするための地域ＢＣＰの確立は急務。在宅療養者への訪問が不可能になった事業者の代わり

に同職種の他の事業所が代わって支援できるよう、コロナウイルス感染症蔓延時にも経験した同職種間の連携に

関する連携ＢＣＰが最重要課題であると考えている。在宅医療体制構築に関して、都で地区医師会を対象で補助

事業として行われている東京都在宅医療推進強化事業に都内48地区医師会のうち36地区医師会が参画している。

こういったものを使って地域の医療介護のネットワークを強化して災害へ臨むということが必要と思っている。 

○司会・長野県（前澤常務理事）：長野県もＢＣＰは現在構築されていないが、多職種連携の協議会や、大規模

災害訓練を毎年行っている。行政と医療機関、関係する介護施設も一堂に会して訓練している。個人的な意見は、

今まで各地域の医師が在宅の医療を中心となり連携をとっていたものを、改めてＢＣＰとして今後策定をしてい

かなければならないと思う。在宅療養者に対する災害時は、複数の主治医のバックアップも必要である。医師会

のみならず県へ予算化を希望してＢＣＰの取組を進ませていかなければいけないと思う。今後、県との連携をと

りながらＢＣＰに関して取り組んでいきたい。 

○山梨県（曽根理事）個別避難計画について、難病患者は市町村も介入しているので、訪問看護等しっかりした

ものができているところが多い印象。私のいる甲斐市では福祉避難所に介護療養病床を持っていたときに締結し

ている。今はどうなっているのかというような感じで、作ってあっても見直しがされてない印象。 

○司会・長野県（前澤常務理事）：大病院では基幹型ＢＣＰは策定されているということだが、施設や個人の診

療所等でＢＣＰ策定は手間やコストがかかり、なかなか進まないというのが実情と思う。各都県の先生方におい

ても、行政と密な関係の中で常にＢＣＰという言葉を言っていただき予算化いただくのがよいと思う。 

（３）地域での看取りについて 地域看取り率など 

○司会・長野県（前澤常務理事）：地域での看取りについて・地域看取り率などについて、提案要旨を２点に絞

った。まず、各都県での看取り率の実態、または警察を介した死体検案等の取扱いの実態について伺いたい。次

に、令和６年度版死亡診断書記入マニュアルが、若干改定されたことも含め、ご意見を伺いたい。 
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○新潟県（小柳理事）：多死社会となっており、地域の医師会として自宅看取りの対応は大変重要な課題と考え

ている。地域の看取り率にいて、当県は不明。国の死亡統計資料で死亡場所の統計で2022年と2017年比較すると、

当県では介護施設での死亡割合が増えているが、自宅で死亡する割合はさほど差がないようだった。死亡診断書

と死体検案書を区別した数値も不明。できるだけ死体検案とならないような体制づくりが必要と考えている。施

設医療の充実、在宅医療の推進、警察医・警察協力医の充実・参画を促すことを県医師会として取り組んでいる。

死因究明基本法の制定に伴い、各警察署には冷蔵庫、安置所ができており、警察医について、以前に比べて夜中

に呼ばれるようなことはなくなってきている。 

○栃木県（竹村常任理事）：栃木県内の死亡者数は、10年前は2万591人、令和4年が2万4,982人と約5,000人弱増

え、そのうち病院内死亡率は、10年前は73％だったのが62％、診療所は3.46％が1.74％と減っていた。一方、老

人ホーム及び介護施設や特養、老健は2.46％が3.85と若干１％増え、老人ホームは6％から11％と倍増していた。

自宅死亡が13.5％が18％と増えていた。死体検案者数は、令和4年は3,546人で、10年前が3,246人とほぼ変わらな

い。医療機関はそのうちの1,522人、介護施設が246人、自宅が1,744人と、自宅死亡数が10年前は1,396人だった

が1,744人と増えている。死亡者数から死体検案者数を引いた数が地域の看取り数ということになり、看取り数は

令和4年は2万1,446人、うち医療機関は１万4,609人、介護施設は自宅と合わせ6,471人だった。数としては10年前

が1万4,196で令和4年は1万4,600人、亡くなった数は4,000人以上増えており、自宅及び介護施設での看取り数は

ふえているということとなる。在宅療養支援診療所は10年で140施設から20施設ほど増え、163となったが、特に

訪問診療の数が令和元年から18万9,317人から25万と、令和元年から急激に増えているというデータだった。 

○山梨県（上條理事）：人口動態統計を基に、おおむね10～20％が自宅死亡の割合で、はっきりとした差は示さ

れていなかったが、神奈川県の提案を受け、警察からのデータを基に地域看取り率と自宅看取り率を算出した。

自宅看取り数は、施設を除いた自宅死亡で在宅での介入があったであろう数とし、警察介入を引いたものの自宅

死の数を総死亡で割ったものを自宅看取り率とした。自宅死亡のうち山梨県全体で53.6％が警察介入であり、多

い地域では70％、村ではほぼ100％が警察介入、少ない地域は30から40％と地域格差があった。地域看取り率、施

設を含めたものは、県全体では20.7％、市では多い市では30％近くあったが、少ない市では8.2％だった。自宅看

取り率は、県全体では6.8％だった。自宅死においても、地域格差が鮮明になった。多い市町であれば12、3％、

少ない市では3％、村はほぼゼロと、村が低い傾向が明らかになった。山梨県では、積極的役割を担う医療機関で

地域格差是正に取り組みたい。具体的には夜間休日の看取りの往診の当番制の構築これを第一の目標に掲げてい

る。当番医は依頼元の医療機関との非常勤契約を前提とし、患者情報共有システムにも参加し、死亡診断書の交

付に支障がない体制づくりを目指している。なお、山梨県では監察医がいないため、各警察署が委嘱した検案立

会医師が検案しているという実態がある。 

○茨城県（延島常任理事）：在宅医療の実施状況と在宅での看取りの割合には一定の地域差が存在しており、い

ずれも関東、近畿地方おいては比較的高い傾向が見られ、医療機関による訪問診療の実施件数と死亡数に占める

在宅での看取りの割合には緩やかな正の相関が見られ、訪問診療が増えれば看取りも増える。茨城県での看取り

の実態は、人口10万人当たりの看取り数は140強で、全国平均189から大きく下回り42位。背景としては在宅看取

りの実施している医療機関が149と少なく、在宅看取りを実施している訪看ステーションも168と少ない。これに

より在宅ターミナルケアを受けた患者も10万人当たり89.7人と、看取り体制が脆弱と言わざるを得ない。よって、

第８次茨城県保健医療計画では、2026年の目標として訪問診療を実施する診療所・病院を現状の人口10万人当た

り12.6か所を13.6か所、訪問看護事業所数を8.1か所から8.7か所、看取り数を142.2人から189.1人へ増やすこと

を目標としている。茨城県における警察死体取扱いとなった独居の65歳以上は、今年の1月から3月で369件、警察

取扱死体1,693体のうちの21.8％と、医療介入されない自宅死亡も多く、今後も在宅医療を推進していかなければ

ならない。茨城県は警察医も少なく、100人いないため、80歳、90歳の医師も警察医が１人、２人しかいない市町
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村ではフルに頑張っていると状況。死亡診断書のマニュアルの改定について、診ていないドクターが死亡診察を

行った上で生前に診療していた傷病に関連する死亡を判定できる条件として①生前の心身の状況を正確に把握で

きていること、②患者の死亡後に死後診察を行うこと、③生前に診療を受けていた傷病に関連して死亡したと判

断できること、となっており、医療機関、事業者、医療従事者間での情報共有が必須であると考える。 

○神奈川県（磯崎理事）： 神奈川県では、2022年9万8,000人死亡しており、21年には8万9,000人程度だった。

推定だが、自宅で亡くなる方の55％～60％が警察介入されていると考えられる。横須賀市では、地域の看取り率

として自宅死亡者や老人ホームや介護老人保健施設での死亡者数から警察の介入数を引いたものを地域看取り率

として横須賀市役所が指標として出している。2014年から上昇し、令和4年度は34.9％となっている。この年は病

院内死亡者が49.7％と初めて50％を切った。横須賀市は首都圏の中でも高齢化率が30％以上と、神奈川県内でも

人口減少が激しく、病院内死亡者が増えず、地域で看取っている数を増やしていかなければならない状況が結果

につながっていると考える。死亡診断書の要件が変わったことについて、横須賀市の取組として、市内を小さい

ブロックに分け、在宅医同士が顔の見える関係をつくるよう、小講演会やグループワーク等を中小病院が拠点と

なり４か所で行っている。私は東ブロックだが、その中で在宅医５人ぐらい年に４、５回は集まり、死亡看取り

の代行を行っている。例としては、自分が公用や旅行に行く際、患者の医療情報を受け取った上で残りの者が順

番でスタンバイをする取り組みを行っている。 

○群馬県（小中理事）：群馬県は医療介入や予期せぬ自宅や施設死亡なのか内訳は不明だが、県警本部からの情

報で概数は得た。自宅で家族に看取られた死亡数は1,466人、自宅にいながら警察の検死が入った数は2,445人と

多い。前橋市、高崎市、その他市町村における自宅で看取られた数とそれから警察の検死が入った数は、前橋市

ではそれぞれ415人、429人、高崎市では367人、400人とほぼ同数だったが、その他山間部を含めた市町村は、そ

れぞれ648人に対して1,616人と、自宅で検死を受けた数が多くなっている。自宅の看取り率は、県全体では過去

４年間で3.5％から5.2％と漸増しており、中核市である前橋市、高崎市、その他市町村いずれも増加傾向を示し

ていた。死亡診断書の死亡場所に準じた地域の看取り率は、自宅、老人ホームに比べ圧倒的に病院での看取りが

多い。地域の看取り率は県全体で32.4％、そして中核市では41％、山間部では25.5％で、いずれも昨今上昇して

いる。死亡診断書について、令和６年度の死亡診断書、死体検案書の記入マニュアルの内容に大きな変更がなさ

れたところだが、医師同士が連携をし、オンライン診療を用いて地域の多職種と連携しつつ医師の働き方改革に

つながり、地域の住民にとっても安心につながる死亡診断書が作成されることが望ましいと考える。 

○埼玉県（富沢理事）：埼玉県の総死亡は8万2,221人。在宅支援診療所から届けられたデータを用いた。在支診

から届けられた死亡数は2万1,277人と、総死亡４分の１に関わっている。うち、自宅死亡者数は8,930人、関連の

病院に搬送されて亡くなった数が5,100人。これに一般的な病院内死亡数等を加えたものが十分な医療の介入があ

った死亡数と考えた。警察による死体取扱い、いわゆる検死検案は、必ずしも放置死や孤独死ではないが、令和4

年では県内では総死亡の14.6％である1万2,030体が検死となっていた。うち、自宅で検死をされた数が総死亡の

12％である9,868だった。在支診が関わった自宅死が8,930、11％ということで、幾分検死のほうが多いく改善す

る余地があると考えている。死亡診断書について、機能強化型在支診運用の基本となっている、「チームで診

る」「複数の医師で診る」との方策が求められている中で、かかりつけ医以外の医師でも死亡診断書を交付でき

るとの改訂は、「生前の心身の状況に関する情報を正確に把握できていること」等の付帯条件も適切であり、容

認すべきものと考えられる。圏域内で既に在支診の医師同士ＳＮＳを通じて患者情報を共有、この期間不在なの

でよろしく、ということを既に始めているところあるが、よりシステム的にうまくいくと考えている。 

○千葉県（川越理事）：県衛生統計年報に2010年頃から公開されている死亡データから、悪性腫瘍の自宅看取り

及び老人ホームでの看取りは、増加傾向だったが、コロナ禍を経て2022年には、さらに急増している。悪性新生

物の病院死亡数は022年には減少に転じている。老衰による死亡は着実に増加し続けているが、増加している場所
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は老人ホームや自宅のみならず、病院も含め、あらゆる場所で増えている。腎不全やＣＯＰＤによる死亡場所と

して自宅や老人ホーム、介護保険施設が増加している。死亡原因別の自宅死率は、悪性新生物の場合は2010年

8.8％だったが、2022年は24.2％と大幅に上昇している。ＣＯＰＤも11.4％だったが17.1％となっており、腎不全

も6.5％だったものが10.2％とそれぞれ増えている。慢性病体に起因する死亡は病死が大半を占めると考えられる

ことから、ターミナルケアが提供された看取りということができるのではないかと考えた。病院に及ぼす負担も

注視しなければならないと思う。緩和ケア病棟での看取りがホスピス緩和ケア白書によると、2022年は12.5％だ

ったが、2018年以降ピークアウトして減少に転じているのは診療報酬改定の影響かと思わる。悪性新生物の病院

死亡数はこれを除いたものを見ると一般病床への負荷ということが推定できると考える。死亡診断書記入マニュ

アルについて、今回の改定は、非常に画期的なものだったと感じる。適切な検死を避けることができるようにな

るよう周知や運用を適切に行っていきたい。看護小規模多機能事業所等でも看取った場合にこれまでその他の欄

に丸をつけるということになっていたが、今回現に生活を営んでいる場合は除くと明記されたことで、自宅看取

りに準ずる内容として把握できるようになっていくのではないかと期待している。 

○東京都（西田理事）：自宅死亡者のうち、死亡診断となった割合は、看取り率に近いと思われる。これを地区

ごとに評価することが地域の在宅医療機能を図るための一つの指標となると考えたが、ほとんどの市区町村の戸

籍係では、死亡届の総数のみ把握しており、診断か検案か区別したデータ処理を行っていない。都では監察医制

度があり、死体検案に関する調査票を活用することで死亡診断件数と看取り率を算出することができるが、デー

タの入手が容易ではない。届け主導で地区ごとの要請に応じ、統計を開示できるシステムを希望する。今回、地

元の警察の協力を得て１枚１枚死亡検案の紙をめくって2008年から2013年まで看取り率を計算した。2008年が

14％で2013年は22％まで上がっていた。そのまま相関件数同じとして引き延ばしていくと恐らく今看取り率が

35％、65％は検案数と推定される。多死社会を迎えた都市部において、継続した医療として、かかりつけ医機能

を確保するためには、医療機関連携による看取りの確保が必要。都医師会では、十分な情報共有があれば初診の

連携医師が死亡診断を行えるように国に法改正を求めていた。今回、令和６年度の死亡診断書記入マニュアルに

これが可能となる内容が盛り込まれた。今後良質なＡＣＰのプロセスに基づいた自己決定が保障され、求められ

る住まいでの看取りが実現できるよう、さらなる地域の在宅医療機能の充実が望まれるだろう。 

○長野県（野邑副会長）：県では、地域看取り数・看取り率算出データ等については、不明。警察署や行政から

正式なデータ提供を希望する。行政に働きかけをしたい。会内在宅推進委員会が独自に看取り数・率を出してい

る。死亡者数の推移は、自宅での死亡数、老人ホームでの死亡数が４年間で双方増加している。総死亡率は令和

２年に一旦下がっているが、全体としては増えている。死亡診断書の記入マニュアルについて、今後は死亡診断

書や死体検案書の発行する際も迷うことがある。ひきつづき、改正を希望する。 

○神奈川県（磯崎理事）地域看取り数について、令和４年に介護施設で看取りされたほうが自宅よりも少し数が

多く、介護施設での看取りが多くなっているが、何か原因は思い当たるか、栃木県に伺いたい。 

○栃木県（竹村常任理事）：自宅の看取りは訪問診療が主になるが、栃木県の場合、山間地方が多く、訪問診療

が少ない。街中の医療介護施設が多いためと思われる。 

○東京都（西田理事）：ＩＣＴを用いた情報機器、通信機器を利用した死亡診断書ガイドラインがあるかと思う

が、実際、特定教育を受けた看護師と遠方の主治医と連携での死亡診断を実際経験されている、またはご存じの

県はあるか。 

○山梨県（上條理事）：山梨県での実績はゼロだが、理由について調べたことがある。看護師、主に訪問看護師

がこの資格をとるための講習を、日医がやっているが、受講者が県内で１人しかおらず、資格をとらなければな

らないという認識もまだないようだ。離島のようなイメージをまだ持たれており、他病院の当直や、学会参加で

も可能である周知がされていないことが一つ理由にあると感じている。 
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○新潟県（小柳理事）：県全体の傾向として県土が広いために看取りをやはりＩＣＴでやるシステムが有効だと

思ってはいたが、今までの運用実績はゼロ。長野の諏訪地域が先進地域だと思うが、看取りを医師会がコーディ

ネートし、当番医制を布いており、医師が看取りできる体制が地域医師会で成り立っているところが県内に幾つ

かある。そのシステムを活用することで、あえて看護師がリスキーな看取りをしなくてよい体制をとる地域があ

ると考えている。 

○司会・長野県（前澤常務理事）：看取り率が増えていくルという一つの要因として、ＡＣＰ人生会議等は各家

庭に周知をしていることもあるのか、神奈川県に伺いたい。 

○神奈川県（磯崎理事）：横須賀は、平成30年頃から令和元年は自宅の死亡者数は大きく増えてない中、老人ホ

ームは増加し、施設内で看取りをする機運が高まっていたことが考えられる。多職種連携で顔が見える関係を横

須賀市と医師会、両者でやっていたということもあり、グループワーク等を多く実施すると、ドクターの参加が

少ない中、ケアマネジャーや訪看が多く、がみがみ怒られたということもあり、徐々に意思疎通がよくなってき

たことも考えられる。コロナが始まった際、病院に入院すると、最後面会に行けなくなり家族が会えないという

ことがあり、在宅が増えたことも関係しているかと思う。横須賀市では救急の医師と我々在宅医と医師会、市役

所、県警と警察署で会議を持っており、警察の本音としては事件性がなければ死亡診断書や検案書でいけないか

というのが本音だと分かってきた。ある程度我々も事件性がなく、死因が推定できるのであれば、と警察が後押

ししてくれているという背景もある。 

○東京都（西田理事）：東京都の場合、在宅医療の専門医療機関が急増し、24時間対応が充実、看取り率が上が

っている。東京都も監察医が神奈川県と同様のことを言っていた。 

４．その他 

５．総括 

○日医（江澤常任）：現場の状況、課題等多く伺った。日医の会議で協議をし、国との協議にも生かしていきた

い。高額薬剤の問題は、従前から長きにわたる課題。神経難病、パーキンソン、骨粗鬆症、あるいはバイオ製剤

も増えてくる中、高額薬剤を使用しているがゆえに介護施設に入れないのはいかがなものかということは、昨年

の中医協でも１度発言をした。財源規模が大きくかかる方策ということで今回春の診療報酬改定では実現しなか

ったが、老健に限らず地域包括ケア病棟、あるいは療養病床全て同じ状況になっている。引き続き議論していき

たい。2000年に介護保険が始まった際、老健基本報酬の中に薬剤費は織り込んでいいと考えの下に基本報酬が設

定された。定かではないが、入所者１人当たり、１万円/月程度とも言われている。全老健等で度々調査をしたが、

平均値負担は5,000～6,000円に収斂していた。今後負担等を見直す必要があると考えている。今回の新たな地域

医療構想にて、地域の介護施設でどこまで医療提供を求めるのか、実態を踏まえ、介護施設での医療提供の在り

方に対し協議をしていきたい。 

６．閉会 



令和６年度関東甲信越医師会連合会 医療保険部会 
日 時 令和６年９月２２日（日）10:00〜12:30 
場 所 ホテルメトロポリタン長野 ２階「千曲A」 
司 会 長野県医師会理事 塩ノ﨑 文博 

１ 開 会 
２ 挨 拶   長野県医師会常務理事 溝口圭一 

日本医師会常任理事 長島 公之 様 
３ 協 議（検討テーマ）     座 長 長野県医師会常務理事 溝口圭一 

１．生活習慣病管理料について 
２．ベースアップ評価料について 
３．医療ＤＸについて 

４ その他 
５ 総 括   日本医師会常任理事 長島 公之 様 
６ 閉 会 

●議事録（概要） 

１．開会 

２．挨拶 

○長野県 溝口圭一常務理事 本日は協議検討テーマ、１．生活習慣病管理料について、２．ベー

スアップ評価料について、３．医療ＤＸについての３題のテーマが出ております。ご討議をお願

いしたい。 

○日医 長島常任理事― 医療保険担当として、また中医協の委員として今回も診療報酬改定に携

わってまいりました。４年前、２年前の改定でも大分中医協の形骸化、裁量が狭くなっていると

いうことが問題になって、今回はさらにそれが進みました。中医協にくる前、予算大臣折衝の段

階で何とかしなければいけないということであります。政権与党の中でしっかりと医療の状況を

ご理解いただいて声を上げていただくということが極めて重要であるということ、「医政なくし

て医療なし」これは本当に担当としてまさに実感したところです。 

 

３．協議 

検討テーマ１．生活習慣病管理料について 

○長野県医師会常務理事（溝口圭一）― 令和6年度診療報酬改定にあたり、日医総研では、サン

プル抽出・事前シミュレーションなどの調査を行っていたようだが、改定内示の時点でもう少し

強めのシグナルを出して頂いていれば、異なった対応も可能であったかもしれない。 

今回の改定では、高血圧症、糖尿病、脂質異常症は特定疾患療養管理料から外れ、外来管理加算が

算定できない月1 回の生活習慣病管理料に見直しされ、特定疾患処方管理加算は算定できなくな

った。初回請求時には患者署名が必要な療養計画書の作成が必要となり、療養計画書はおおよそ4 

か月ごとに継続用を作成しなければならない。医療機関側では、マイナス改定となっているが、

患者側からすると、書類に署名させられたうえに窓口負担が増える印象となってしまう。 

また、生活習慣病を算定する場合に、院内に長期処方及びリフィル処方が可能であることを掲示す

ることが要件として定められているが、そもそも生活習慣病管理料の算定は計画書を用いて、患

者に丁寧な説明をし、指導することであり、長期処方やリフィル処方をすることによって、診察

の機会を少なくすることは丁寧な指導に矛盾する。 

このような動向を踏まえ、医療機関によっては、生活習慣病をあえて主病から外すような対応を検

討しているものもあり、本末転倒となってしまう可能性もある。問題点を多く含んだ改定内容で

あった。つきましては、次の点について、各都県のご意見を伺いたい。 

１ ．次回改定に向け、日医総研に何を望むか。また、改定前に医師会会員としてできることはあ
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るか。 

２ ． リフィル処方や長期処方にするかは診察した上で医師が決めることであり、院内に掲示して

おくものではないと考えるがいかがか。 

３ ． 生活習慣病管理料を算定するにあたっての問題点。 

 

 

○栃木県医師会常任理事（依田祐輔）―1：全医師会会員への直接のアンケート調査を望む47都道

府県医師会からの意見や要望では、数字が最大でも47にしかならない。全会員からの生の声を集

め、厚労省に現実を知らしめるべきではないか。2：その通り3：改定時の説明では、単にチェッ

クをすれば良いことになっている。 

医師それぞれの考えで記載をしていると思うが、必要以上に記載をしようとしているのではないか。 

今一度、何をどこまで記載をすれば良いのかを、日医から説明をして貰いたい。 

 

○群馬県医師会副会長（川島 崇）―生活習慣病管理料については、根本的に大きな問題があると

考える。生活習慣病管理は、本来、医師が患者と向き合って、十分な傾聴をして、患者の食事や

生活等について適切な助言をすることが最も重要と考える。このためには、それなりの時間を必

要とし、個別の（画一的でない） 対応を必要とする。 

 今回の改訂では、画一的な書類を示して署名を求めるものであり、事務的な作業で多くの時間が

取られるため、実際に患者との会話時間を減らさざるを得ないのが実情である。 

 また、リフィルに至っては、「真面目に受診をしなくても良い」、「毎月の「生活習慣病管理」

など不要である」と云っているようなもので、本管理料とは相容れないものである。このような

ものを算定の条件とすること自体、不適切と云わざるをえない。 

 はたしてこの療養計画書によって患者の健康アウトカムは改善するのだろうか。そのような検証

もないままに導入されたこの施策は、患者の健康のために作られた施策ではなく、診療報酬の削

減という主目的を隠す“ 煙幕”として作られた施策であると言える。 

 

○千葉県医師会理事（佐藤孝彦）― 内科系の医療機関では高血圧症、糖尿病、脂質異常症の患者

を診察する割合が非常に大きくなっております。改定前の診療報酬請求では、特定疾患療養管理

料と外来管理加算の２ 重取りという表現が使われ、これが今回の診療報酬改定につながったと指

摘されています。しかし、厚生局による個別指導の具体的事例を勘案してもわかるように、個別

指導では、特定疾患療養管理料の算定要件と外来管理加算の算定要件が明確に区別され、各々の

算定要件を満たさなければ、それぞれ別個に自主返還の対象となっていました。今回の改定では、

保険医が特定疾患療養管理料と外来管理加算の別個の算定要件を満たすべく診療時間の中でやり

くりしていたことが全く評価されませんでした。このことは、今までの個別指導での指摘内容と

矛盾が生じると考えられます。 

  今回の改定の生活習慣病部分は、すでに改定率に関する大臣合意の段階で、マイナス改定にな

っていたと説明されています。経過を勘案しますと、大臣合意の段階で、少なくとも会員の保険

医への情報の発信が十分でなく、認識されておりませんでした。改定のふたを開けてから、後付

けのように大臣合意が説明されていると感じている会員が多かったと伺っております。 

  ① 大臣合意のような、中医協の協議の段階で対応が難しいものがあるならば、こうしたもの

へ働きかけるにはどのようなタイミングで、有効な手段があるのか、医師会として、自分たちの

身を守る意味でも、対応策を協議しなければならないと考えます。日医総研は専門知識を持ち合

わせた方が多いと伺っています。是非ともこのようなレベルでの働きかけ方について、御議論い

ただきたいと思います。② 算定要件に書かれている内容の変更は、制度上難しいと考えます。厚

生局の個別指導では、間違いなく指摘事項に入ってしまうと思います。出来るなら、この点を個

別指導での指摘事項から外してもらうように、確約が取れれば、対応法が変わってくると思いま

す。③ 問題となるものに、３ つの生活習慣病以外の特定疾患とのかかわりがあります。この問

題は今までの、主病という考え方の根幹に関わるものと考えられます。療養の主体の変更が行わ

れる場合は、具体的にはどのような根拠が必要か明示する必要があると思います。これは、厚生

局の行う個別指導の指摘事項と深く関わると思います。療養の主体が、月により変わり、請求が

変わることの妥当性が指導上認められなければ、この部分が自主返還となってしまう可能性があ

ります。この点を指導対象に含めないような働きかけも必要と考えます。 
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○埼玉県医師会副会長（廣澤信作）― 今回県内の状況を調べてみると生活習慣病の１ないし２を

算定しているところと特定疾患療養管理料、従来でしたら特定疾患療養管理料をとっているとこ

ろと数はレセプトで見ると同じなのですが、生活習慣病をとっているところが61％６割、４割は

従来どおり特定疾患ということで、これはどういうことかということですが、疾患そのものが生

活習慣病に該当しないので、特定疾患として多くは心房細動とか心不全とか肺気腫とかそういう

ものでとっているのかなと思います。 

 そして、医療機関のうち生活習慣病一切とらないで特定疾患のみということですと、医療機関数

のうち18％２割ぐらいが一切とってないと、これはそういう疾患がないのか、今回のことでとら

ないようにしているのかということで、ちょっと分析したいと思います。 

 また、生活習慣病ということで我々もいろいろ指導していましたが、薬だけということも確かに

多くて、血圧測って処方ということもあったんですが、やはり今回のことから見ますと、目標と

か、行動表とかつくるということで、患者さんにも薬だけでなくて食事、塩分、あるいは脂質、

あるいは運動、しっかりいろいろ工夫されている方もいるということで、医師側も参考になるよ

うなこともありますし、あるいは睡眠、飲酒、喫煙ということもあるので、お互いに聞いてみる

とこういう形というのも今後もやっていってもいいのかなと思いました。以上です。 

 

○神奈川県医師会理事（藤倉寿則）― 今回、長期処方とリフィルを掲示することですが、疑義解

釈の中で両方掲示することになっていたが、 

 

○日本医師会常任理事（長島公之）― これについて、患者さんの要望が長期処方の場合もあれば

リフィルの場合もあるということなので、同時に両方要望することはないので、もしくはという

表現になっているのではないかと思います。 

 

○東京都医師会理事（荘司輝昭）―  きちんとルールを守って請求している真面目な診療所が損

をしている現状について、我々の資源、医療ベースの資源を根本的に同じパイを医療介護で取り

合っている場合ではなくて、そのパイを今後増やしていかないと今後の医療につながっていかな

いのではないか。 

 

○日本医師会常任理事（長島公之）― 基本的にはやはり必要で適切な医療はしっかりと診療報酬

で手当てされるということが最も重要なことでありまして、その中で日本医師会が自らそこを減

らしてもいいようなことを言ってしまったらもう一気に突っ込まれるということなので、そこは

よく全体を考えて、自らマイナスになるようなことは言わないというのが原則だろうと、そこは

上手に言っていかなければいけないというふうに思っております。まさに医政そのものの問題で、

今財務省がかけている自然増という形で1,100億ぐらいしか伸ばさないというようなシーリングを

かけていますから、まずここを突破しなければいけないというのが特に今までのデフレ時代とは

違ってインフレ時代、物価高騰、人件費が上がっている中でこのシーリングをまず外すというこ

と、これが第一目標、それがまさにパイを広げるということだと思います。 

 

○日本医師会会長（松本吉郎）― 傍聴なので発言していいかどうか分かりませんけれども。やは

り私たち自身の組織力を高める、発言力を増やす、それに尽きると思います。発言力を増やすの

はずっと言っていますけれども、会員を増強する、そして質をさらに高める、数だけではなくて

質も高めていく、それからやはり医政活動をしっかりとやっていく、今回の改定の中でも骨太の

部分も入れましたけれども、やはりあれの文言を変えるのには本当に国家議員の先生方に発言し

てもらわないとどうしても変えられない面がありますので、そこで今回の秋にこようとする衆議

院選挙、これやはり本当に大事です。この衆議院選挙の中で我々が応援するような先生方にしっ

かりとお話をする、社会保障、特に医療費をしっかりと上げていただきたいということをはっき

りと言って、その中で応援してもらう、私たちの共感を得た方をしっかりと応援していくという

ことがやはり必要と思います。 

 

 

○日本医師会会長（松本吉郎）― 療養計画書本当に面倒かなと、本当に申し訳ないと思います。

ただこれもこれを何とか通させるために、あるいは外来管理加算の52点を守るために何とか今回

は頑張りました。点数も少し低かったことは本当に皆さん方申しわけないと本当に思います。た
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だいろいろな加算がばらばらとついているので、何とか加算を少しでもとってもらって、面倒く

さいと思いますけれども、とっていただいてマイナスを少しでもダメージを減らしていただく、

あるいはそこをしっかりとると、場合によってはちょっとプラスになるような医療機関もあると

思いますので、そこら何とかご理解をいただきたいということが一つと。 

 あと、あれ４か月というのはおおよそ４か月です。申し訳ないけれども、おおよそなので、もし

６月にとった方は次に３か月後でもいいし、４か月後でもいいし、５か月後でもおおよそになり

ますので。 

 

○日本医師会常任理事（長島公之）― 現場の先生方には大変大きなご負担、ご心配をおかけして

いること、心に染みております。２年後に向けまして例えば患者同意の点とか様々なところでき

るだけ負担が減るような方法でしっかりと交渉してまいります。 

 

検討テーマ２．ベースアップ評価料について 

○長野県医師会常務理事（溝口圭一）― ベースアップ評価料算定は、全ての医療機関に推奨され

ているが、義務づけられているわけではない。各医療機関の経営判断に委ねられており、賃上げ

対応の一環として設定されており、医療分野での人材確保のためには算定することは望ましいと

されている。実際多くの診療所はこの評価料を算定するかどうかで迷っている。算定する医療機

関が直面する共通の課題や問題点、医療機関の規模や診療科の違いによる特有の課題について医

師会相互で議論することが重要である。財政的な制約、多くの医療機関において持続的な賃上げ

を可能とする財政的余裕は限られている。特に小規模な医療機関では、資金繰りが厳しく、評価

料の算定に踏み切ることが難しい状況にある。人材の確保、賃上げの有無にかかわらず特に地方

や小規模な医療機関では、人材確保が大きな課題となっている。医療従事者の不足は、サービス

の質に直接影響を及ぼすため、この問題は緊急に解決が求められる。 

 ベースアップ評価料の課題や問題点について、各都県のご意見を伺いたい 

 

○新潟県医師会理事（吉澤弘久）― 届出に必要な賃金改善計画書などを医師自身で作成すること

は、ときに困難であるということ、２つ目としては、評価料を原資に対象職員のベースアップを

行ったとして、次回改定時のベースアップ評価料が引き続き点数として残るのか、仮に診療報酬

から外されたとしてベースアップ分も引き下げられるのか分からないなどの理由があります。３

点目としましては、新型コロナ禍では診療科によっては大幅に患者数が減少し、医療機関の経営

にも大きなダメージを受けておりますが、診療報酬によるベースアップでは患者数の減少による

影響も常に考慮しなければならないなどが指摘されています。 

 ですが、医療に従事するほとんどの職種での賃金改定に活用できる初・再診料、外来診療料と合

わせて算定可能な本評価料は、重要視されるべき点数でありますので、少しでも会員が届け出ら

れるように支援を進めているところであります。 

 

○山梨県医師会理事（原  理）― 日本医師会から申請の方法が丁寧に説明されているが、やっ

てみると申請は面倒である。日本医師会は事務職員も含めて良いと説明しているがためらってい

る医療機関も多々あるかと思う。事務職員が申請をするが自分達に利益があるのかもわからず作

業するのはモチベーションが出て来ない。そもそも、申請を行う事務職員の余裕のある医療機関

はかなり少ないと考える。となると開設者自身がやらなければならなくなり更に申請が遠のくと

考える。本来は診療報酬の中（ 初診、再診料など）にベースアップ分を含ませるべきと考える。 

 

○神奈川県医師会理事（藤倉寿則）― 問題点「支援ツール」と「計画書計算ツール」を使用しな

ければならないほど複雑。ベースアップ評価料（II）については年4 回も算出の式の見直しを要

求され時間的コストがかかる。厚労省から用意されたエクセル（ 支援ツール）を使用するが、届

出のエクセルがユーザー目線で作成されておらず、届出の支援ツールを使うために、さらに「賃

金改善計画書計算ツール」を使用させるというお粗末な仕様となっている。保険の点数は、患者

目線でわかりやすく、仕組みが単純でなければならないにも関わらず、複雑な点数構成である。 

 初診料や再診療の算定回数は、電子カルテ・レセコンで簡単に把握でき、厚生局も簡単にチェッ

クできる。年1回の厚生局への報告であれば、厚生局の仕事量も減らせ、医療機関への適切な指導

に人員をさけるのである。 
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○日本医師会常任理事（長島公之）― ベースアップ評価について初・再診料、入院基本料などで

算定すべきというご意見ですが、実は今回それが実現されております。40歳未満の勤務医師等の

賃上げに使うということで、0.28％つきました。それが実際には賃上げに使うというような目的

の縛りは全くなく初診料、再診料、入院基本料が上がっています。２年後、４年度に向けてでき

るだけご負担が少なくなるような簡便化、簡素化をもっともっと目指していきたいと思っており

ます。 

 福井県医師会が実は50％を超えているということで、池端会長から具体的な紹介がありました。

これは恐らく各都道府県医師会もこの資料見ることができるかと思いますので活用ください。 

 ベースアップ評価料は持ち出しする必要は全くありません。入ってきたものを配るだけでいいん

です。結果としてそれが0.1％でもいいんです。2.5％にするために持ち出しする必要は全くない

ということを繰り返しご紹介しているところです。２年後、４年度どうなるかというところで、

厚労省、国としても制度として決まったものではなくて、診療報酬というものをそれをずっと続

けますということは国としても言うことができないという性質のものです。介護保険は10年前か

ら介護の職員処遇改善加算が入ってそれがずっと続いていますので、そう単純に廃止することは

考えづらいというのはこれ厚労省が言うとするとここまでしか言えませんということで、日本医

師会としても全力でこれを継続されるように進めまして、もっと使いやすいような形にしていく

ということで努力を進めます。とれそうなところはぜひとれるように各都道府県医師会のご支援

をいただければと思っております。 

 

 

 

 

検討テーマ３．医療ＤＸについて 

○長野県医師会常務理事（溝口圭一）― 令和６年度診療報酬改定で医療情報取得加算、医療ＤＸ

推進体制整備加算が新設されたが、算定要件や導入コスト等を考慮すると、十分とは言いがたい。

また、医療ＤＸ推進体制整備加算の算定要件として、電子処方箋と電子カルテ共有サービスの体

制確保があるが、オンライン資格確認のときと同様、多くの混乱が予想される。 

 電子処方箋については、既に導入されている医療機関もあると思うが、中小薬局においては対応

できないという声も多い。令和８年度には共用算定モジュールを実装した標準型レセコンや標準

型電子カルテの提供を本格化する予定であるが、業務上の必要性を感じない、コストが回収でき

ない、ランニングコストが心配などの意見が置く、また病院においてはクラウド型電子カルテの

導入や診療データ活用のためのＤＷＨ（データウエアハウス）構築など基盤の共通化が求められ

ており、医療機関におけるＩＴ人材不足を問題とする意見も出ている。つきましては、１、電子

処方箋のトラブル事例及び課題。２、電子カルテ共有化の問題点。について各都県のご意見を伺

いたい。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○茨城県医師会常任理事（新澤 岳）― まず１つ目の電子処方箋のトラブル事例及び課題につい

てですけれども、本県におきましては、現状トラブル事例があるほど電子処方箋は普及しており

ません。６月の診療報酬改定で新設された医療ＤＸ推進整備加算を算定するためにとりあえず電

子処方箋を発行できる体制を整備しただけにとどまっており、実稼働には至っていないというふ

うに考えられます。さらに導入について補助はあるものの導入費用と保守費用についての経営的

負担も問題です。特に茨城県におきましては、県独自で補助をするというようなシステムはあり

ませんので、そこも足を引っ張っている可能性があります。２番目の電子カルテ共有化の問題点
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に関しましては、３文書６情報の共有ということで、厚労省が定める統一規格に基づいて国にク

ラウドサーバーにアップロードすることで共有化を図るということなのだろうと思われますが、

まず間違いなく各施設にイニシャルコスト、ランニングコスト等の負担を強いることになると思

われます。 

 電子カルテの普及率は全国で約50％と言われており、残り50％が紙カルテであることから、オン

ライン資格確認システムの義務化以上にハードルが高いと言わざるを得ないところであります。

国には紙カルテを完全に電子カルテに置き換えることを強制するものではないと言っております

が、オンライン資格確認システム義務化のときもそうだったように、この国の政策である医療Ｄ

Ｘについていけない施設が次々と閉院・閉局していく可能性があり、医師の偏在化助長にもつな

がりかねないと思います。 

 メリットの大きい電子カルテと思いますが、以上のような課題を一つ一つ丁寧に解決していくこ

とが必要と感じています。 

 

 

○埼玉県医師会常任理事（小室保尚）― 埼玉県における令和6年6月上旬での電子処方せんの導入

率は、調剤薬局が約30%であった一方、医療機関については約3％ときわめて低調である。そのた

め、電子処方せんのトラブル事例の報告も今のところほとんど医師会まで上がってきていない。 

 本会へ報告のあった2件は、電子処方せんを発行したところ、調剤薬局で処方せんに疑義があり

処方せんの修正が必要であったが、システム上では修正ができない事象であった。当該医療機関

はシステムベンダーから「現時点ではシステム上では、電子処方せん発行後の修正ができないた

め電子処方せんを発行しないように」と申し入れを受けたとのことである。もう1件は電子処方箋

を導入したところ、電子カルテの動きがすごく遅くなってしまって、診療に差し支えが出てしま

ったということで、やもなく電子処方箋のシステムを外したとの事でした。 

 電子処方せんのシステムはまだまだ不安定であり、システムベンダーの対応もきわめて遅れてい

ると言わざるを得ない。システムベンダーが十分に対応できない現状を考えると、補助金に釣ら

れて拙速に導入せず、医事会計システムのリプレイス時に電子処方せん機能を追加搭載する方が、

コスト的にもシステムの安定性の点からも最善であろうと考える。 

 電子処方せんのシステムには、リアルタイムで他院の調剤情報が確認できて、併用禁忌や、重複

処方のアラートが表示されるなど、数多くのメリットがある。しかし、これらのメリットを享受

するには、ほぼ全ての医療機関と調剤薬局が参加していることが必要であり、そうでないと逆に

デメリットにもなり得る。医師会としては会員の先生方に不利益がないよう、丁寧な説明と情報

提供を行なっていく必要があると考える。一方、日本医師会からは国に対して拙速な導入促進を

行わないよう申し入れを行なっていただきたいと考える。 

 電子カルテ共有化の問題点医療DXのゴールのひとつとして、国は全国医療情報プラットフォーム

の構築を提唱している。オンライン資格確認システムをインフラとして、その中に電子 

処方せんシステムを構築し、加えて電子カルテ情報(3文書6情報)を共有していくものである。カル

テ情報をデジタルデータとして共有するためには、データの形式が統一されたフォーマットでな

ければ相互の閲覧は不可能である。すでに稼働している電子カルテについては、共有情報を標準

フォーマットで出力する機能を追加しなければならない。このためのシステム改修には大きなコ

ストがかかることが予想される。またシステムが旧式のため改装そのものが出来ないものもある。

電子カルテを入れ換えるタイミングで標準規格のデータ出力ができる機能を実装することがコス

ト的にもベストであろう。一方、紙カルテを使用している医療機関については、現在、国が標準

型電子カルテの開発に着手し、配布を考えている。2024 年度後半にα 版をリリースして、2026 

年度には本格版を提供する予定という。これは、紙カルテを完全に電子カルテに置き換えること

を強制するものではないとアナウンスされている。紙カルテを運用しつつ、3 文書6 情報を端末

に入力して公開するシステムとなるものと予想される。少なくとも医療機関にとっては経済的な

負担とデータ入力の手間が増えて、日常診療に負担が生じて支障が出ないとも限らない。また、

機微な情報を公開する以上、セキュリティー対策もより強固なものとする必要があり、このため

のコストも無視できない。 

 医療DXは、安心・安全な医療を効率的に提供するためのツールであり、医療DX そのものを目的

としてはならない。拙速な医療DX の推進は、厳に慎むべきである。 

 

 

6/8



○東京都医師会理事（目々澤 肇）― トラブル事例はない。課題については規模の大きな病院で

導入されている富士通とかＮＥＣとかの電子カルテシステムのみで動作しているわけではなくて、

処方箋を出すという病院ごとで単一の方法で運用できるわけではございません。さらに電子処方

箋を発行するためには医師それぞれが医師資格証を保有しなければいけないことも病院で導入す

る困難さの元凶となっています。こうした複雑な大病院における電子カルテ事情を考慮死せずに

策定された現在のシステムには疑問を抱かざるを得ない。 

 さらに処方引換証です。現在では紙ベースです。そして電子的な引換証は患者自身のスマホアプ

リであるマイナポータル宛てに発行されますけれども、それを日常的に提示することは簡単では

ありません。この引換証をもっと利便性の高いものに開発を進めることも急務だと考えています。 

 ２番目、電子カルテ共有化の問題点です。 国が開発を進めている標準型レセコンや標準型電子

カルテ、これはあくまでも2030年までに電子カルテの情報標準化に対応が困難な紙カルテやオン

プレミスの電子カルテに固執している医療機関への対策にすぎないことを周知すべきである。 

 今後診療所や中小病院では電子カルテはすべからくクラウド化に向かわなければなりませんし、

大病院の電子カルテも共有化の必要なデータクラウド化が必要です。その両者が国の医療情報プ

ラットホームのサーバーと的確なＡＰＩ連携によって３文書６情報をＨＬ７ＦＨＩＲ規格でやり

取りできるようにすればよいだけです。これはネットワーク全体であってもそれをつなげる、そ

ういうようなことを考えておけば病院それぞれの負担が減るということは東京都医師会で今その

ような対策を練っているところです。 

 電子カルテの将来における全般的な共有を目指すためには、サーバー構成これが分化型になって

いかなければいけません。そうすれば結局単純なハッキングで一部のサーバーが機能不全に陥っ

ても全体のシステムは止めることなくできます。今の一つのシステムでそれでやっていこうとい

うのは少し無謀なことではないかと私は懸念しています。 

 さらに、これまでの地域医療連携の骨格を担ってきたＳＳ－ＭＩＸ２規格での連携は、画像等の

共有には今後もなお必要なものであり、長島先生がいつもおっしゃっている地域的なものにとど

めるということよりは、これを全国的な応用ができるシステムへと拡張すべきであるというふう

に私は主張いたします。 

 

 

 

 

○日医 長島常任理事― 日本医師会が目指している医療ＤＸというのは、一つは国民患者の皆様

に安全安心で質の高い医療を提供すること、もう一つが医療現場の費用負担、業務負担を減らす

ことであります。そして、これはその目的としては、やはり現在の日本の世界の誇るべき皆保険

これを今後しっかりと継続させていくということ、そのためにＤＸを活用しようというのがそも

そもの考えです。またそこに係る様々なサイバーセキュリティーを含めた費用というのは本来国

が全額負担すべきだというのもずっと根本姿勢として言っているところですし、これもこれから

も続けてまいります。 

 まずマイナ保険証に関してですけれども、12月２日に新しい紙の健康保険証の発行が廃止されま

すが、その後どうなるかというと、マイナ保険証をお持ちでない方にはご本人が申請しなくても

保険者が職権で資格確認書を交付します。これは実質的には健康保険証そのものです。マイナ保

険証をお持ちでない方には今の健康保険証と同等のものが交付されます。一方、マイナ保険証を

持っている方にそれが交付されないのですが、既にこの９月から保険者から被保険者に対して保

険情報のお知らせというのが届き始めています。それをマイナンバーカードと一緒にお持ちくだ

さいということで、一つ紙レセプトのところがオンライン資格確認の導入義務がないので、そこ

でオンライン資格確認ができませんから、そういうところにかかるときにはマイナンバーカード

と一緒にそれを持っていってくださいと、つまり並ぶときに確認できますということで、それだ

けではなくて、カードリーダーの不都合等で当然確認できない場合もあるので、これはぜひ必ず

マイナンバーカードとセットで持ち歩いていただくということを要望をしたいと思っております。 

 それから、現在でも既に何らかトラブルで資格確認ができない場合でも以前の保険情報を使って

請求していいということになっておりますので、全く初めての初診以外はそれで全部カバーでき

ると、全くの初診で過去の情報がなくて調べる手だてがないという場合は、申立書というのを書

いていただければいいということで、一応仮に確認ができない場合でも適切な負担割合で保険証

ができるとすればそれ１年前からできていくということで、そういう意味では一定程度仮に廃止
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というけれども、実際は余り困る内容な仕組みにはなっていないということでご理解ください。 

 電子処方箋に関して日本医師会からこれを少なくとも強くお勧めするような文書は今まで一度も

出しておりません。かつて出したことがあるのが無理なく導入できるようであれば導入をご検討

くださいというのを多分二、三回出しただけです。導入してくださいとかということは出してお

りません。無理なく負担なく導入できるところは導入して、これ導入しなくていいということは

国に対して国が見ているところなので、絶対これ言えないということで、積極的に全然勧めてな

いです。また勧めるのであればさっき言ったように全額補助にすべきだし、負担なくできる導入

できる環境整備をすべきだということを言っております。これ表では言わないでください、国か

ら目をつけられるので。ただ積極的に導入を勧めるようなことは全然言ってないということでご

理解ください。電子カルテ共有化の問題ですけれども、これも全く同じ考えです。 

 本当に国民患者と医療現場に役に立つよう、そして医療現場の負担がなるべく少ないような形で

進めたいと思っておりますので、ぜひご理解、ご支援をいただければと思っております。 

 

４．その他 

 

５．総括 

○日医 長島常任理事― 今回の診療報酬改定では、大変現場の先生方に大きなご負担、ご心配を

おかけしていると思います。今日いただいた意見や様々なご要望、それを基に次回の診療報酬改

定を待たずに今できることに関してはしっかりと厚労省と交渉してまいりたいと思いますし、当

然２年後の診療報酬改定に向けて今からしっかり様々な準備をしていかなければいけないという

ふうに思っております。 

 診療報酬改定を担当して特にマイナス0.25％突っ込まれて本当に悔しい思いでした。じくじたる

思いでした。中医協に来る前に止めなければだめです。そこで最も重要なのはもう一つしかあり

ません。来年の参議院選挙です。比例というのは全国の職能団体、業界団体の共通一次テストで

す。そこで何点とるかを政権与党、財務省も見ています。ここでよい点をとらないとなめられま

す。ますます弱くなります。ここでぜひトップ当選、医療界がトップ当選をしてそれでしっかり

と押し返せるようにするということが本当に必要だというのは、診療報酬担当している本当の本

音でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

６．閉会 
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令和６ 年度関東甲信越医師会連合会 

医療保険部会  

 

 

 

 

 

日  時： 令和６ 年９ 月２ ２ 日（ 日)  １ ０ ： ０ ０ ～１ ２ ： ３ ０  

 

場  所： ホ テ ルメ ト ロ ポ リ タ ン 長野 ２ 階「 千曲A」  

          長野県長野市南石堂町1346 

          TEL 026-291-7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当番  長野県医師会  

 

 

  



 
 

 

令和６ 年度関東甲信越医師会連合会 

医療保険部会  

 

日  時  令和６ 年９ 月２ ２ 日( 日)  

１ ０ ： ０ ０ ～１ ２ ： ３ ０  

場  所  ホ テ ル メ ト ロ ポ リ タ ン 長野 

     ２ 階「 千曲A」  

 

 

               司 会 長野県医師会理事 塩ノ 﨑 文博 

１  開 会  

 

２  挨 拶  長野県医師会常務 理事 溝口 圭一 

       日 本 医 師 会 常 任 理 事 長島 公之 様 

 

 

               座 長 長野県医師会常務理事 溝口 圭一  

 

３  協 議（ 検討テ ーマ ）  

 

１ ． 生活習慣病管理料に つい て  

 

２ ． ベース ア ッ プ 評価料に つい て  

 

３ ． 医療 DX に つい て  

 

 

４  そ の 他  

 

 

５  総 括  日本医師会常任理 事 長島 公之 様 

 

６  閉 会 
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【  検討テ ーマ  】  

１ ． 生活習慣病管理料に つい て  

【  提 案 要 旨 】  

令和 6 年度診療報酬改定に あ た り 、 日医総研で は 、 サ ン プ ル 抽出・ 事前シ

ミ ュ レ ー シ ョ ン な ど の 調査 を 行っ て い た よ う だ が 、 改 定内示の 時点で も う

少し 強め の シ グ ナ ル を 出し て 頂い て い れ ば、 異な っ た 対応も 可 能で あ っ た

か も し れ な い 。  

今回の 改定で は 、 高血圧症、 糖尿病、 脂質異常症は 特定疾患療養管理料か

ら 外れ 、 外来管理加算が 算定で き な い 月 1 回の 生活習慣病管理料に 見直し

さ れ、特定疾患処方管理加算は 算定で き な く な っ た 。初回請求時に は 患者署

名が 必要な 療養計画書の 作成が 必要と な り 、 療養計画書は おおよ そ 4 か 月

ご と に 継続用を 作成し な け れ ばな ら な い 。医療機関側で は 、マ イ ナ ス 改定と

な っ て い る が 、患者側か ら する と 、書類に 署名さ せら れ た う え に 窓口負担が

増え る 印象と な っ て し ま う 。  

ま た 、生活習慣病を 算定する 場合に 、院内に 長期処方及びリ フ ィ ル 処方が

可能で あ る こ と を 掲示する こ と が 要 件と し て 定め ら れ て い る が 、 そ も そ も

生活習慣病管理料の 算定は 計画書を 用い て 、患者に 丁寧な 説明を し 、指導す

る こ と で あ り 、長期処方やリ フ ィ ル 処方を する こ と に よ っ て 、診察の 機会を

少な く する こ と は 丁寧な 指導に 矛盾する 。  

こ の よ う な 動向を 踏ま え 、医療機関に よ っ て は 、生活習慣病を あ え て 主病

か ら 外す よ う な 対 応を 検討 し て い る も の も あ り 、 本 末 転倒と な っ て し ま う

可能性も あ る 。 問題点を 多く 含ん だ 改定内容で あ っ た 。  

  つき ま し て は 、 以下の 点に つい て 、 各都県の ご 意見を 伺い た い 。  

１ ． 次回改定に 向け 、 日医総研に 何を 望むか 。 ま た 、 改定前に 医師会会員と

し て で き る こ と は あ る か 。  

２ ． リ フ ィ ル 処 方 や長期処 方に す る か は 診察 し た 上 で 医師が 決 め る こ と で

あ り 、 院内に 掲示し て おく も の で は な い と 考え る が い か が か 。  

３ ． 生活習慣病管理料を 算定する に あ た っ て の 問題点。  

 

[  回 答 ]  

【 新潟県医師会】  

１ ． 次回改定に 向け 、 日医総研に 何を 望むか 。 ま た 、 改定前に 医師会会員と し て

で き る こ と は あ る か 。  

令和６ 年度診療報酬改定の 内容が 明ら か に な る に つれ 会員の 先生方か ら 、ど う

い っ た 議論を 経て こ の よ う な 改定と な っ た の か 、日本医師会は 中医協に て ど の よ

う に 主張さ れ て い た の か 、 そ う い っ た 問い 合わ せが 寄せら れ た 。  

会員の も と に は 診療報酬改定に 向け た 中医協で の 議論や、改定に よ り も た ら さ

れ る で あ ろ う 影響な ど 、 様々な 情報が 届い て い な い 状態に あ る と 思わ れ、 い か に

し て 会員に ま で 情報発信する か が 重要で あ る と 考え る 。  
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おそ ら く 会員が 診療報酬改定の 中身を 詳し く 知る こ と が で き る の は 、すべて が

決ま っ て 答申が 出さ れ た 後だ と 思わ れ る 。改定に よ り 自院に ど の よ う な 影響が あ

る の か は 、 な か な か 会員個人の 力で は 計り 知る こ と が 困難で あ ろ う し 、 改定後の

影響を 考え て 医業経営に 不安感を 抱く 会員も い る こ と と 考え る 。そ の よ う な 状態

に あ っ て 日医総研に よ る シ ミ ュ レ ーシ ョ ン ・ 調査で 得ら れ る 結果は 、 医療機関に

おけ る 今後の 経営判断と い っ た 面で も 価値あ る も の と な る 。 ま た 、 日医総研で こ

の よ う な 調 査 等を 一 生懸 命 に 取 り 組 ま れ て い る こ と を 知 ら な い 会 員 も 多 く い る

と 思わ れ る 。  

会員個人が 国の 告示や通知か ら 情報収集する こ と は も ち ろ ん 大切で あ る が 、日

本医師会・ 日医総研か ら 必要な 情報を 提供し て も ら う こ と で 会員の 不安感を 少し

で も 払し ょ く する こ と も 、診療報酬改定時に 求め ら れ る 役割で は な い か と 考え る 。 

２ ． リ フ ィ ル 処方や長期処方に する か は 診察し た 上で 医師が 決め る こ と で あ り 、

院内に 掲示し て おく も の で は な い と 考え る が い か が か 。  

生 活 習慣 病 管 理 料 は 医 師に よ る 生 活 習 慣 に 関す る 総 合 的 な 治療 管 理 が 求 め ら

れ て い る が 、 リ フ ィ ル 処方や長期処方の 導入は 受診抑制に も な り か ねず、 対面診

療に よ っ て 本来行え る は ずの 健康管理の 機会が 奪わ れ る こ と に も な る た め 、療養

計画に 基づき 責任を も っ た 治療管理を 行え な い 恐れが 生じ て し ま う 。 ま た 、 院内

掲示する こ と に よ り 患者か ら 求め ら れ る 可能性も あ る た め 、患者と の 間で の 無用

な 混乱の 元に も な る と 思わ れ る 。  

３ ． 生活習慣病管理料を 算定する に あ た っ て の 問題点。  

 生活習慣病管理料（ Ⅱ） が 新設さ れ る こ と を 踏ま え 、 県内郡市医師会に も 意見

照会を 行っ て みた 。 ５ 月に 実施の た め 実際の 算定開始前で あ る が 、 やは り 初回に

は すべ て の 患 者に 対 し て 療 養 計 画書 を 作成 し な け れ ば な ら な い こ と が 課 題 と し

て 寄せら れ て い る 。 患者一人ひと り に 応じ た 療養計画の 策定、 十分な 説明と 丁寧

な 指導が 必要で あ る こ と は 医療機関と し て 重々承知し て い る が 、医療機関の 限ら

れ た マ ン パ ワ ーで は 厳し い 、 生活習慣病の 患者以外の 診療・ 検査等の 時間の 確保

が 困難に な る 等が 指摘さ れ て い る 。 加え て 、 生活習慣病管理料（ Ⅰ） と （ Ⅱ） の

算定で 判断に 苦慮し て い る と い っ た 意見も 寄せら れて おり 、医療現場に おい て 難

し い 対応に 迫ら れ て い る の が 現状で は な い か 。  

６ 月か ら 算定の 始ま る 点数の た め 、実際に は ７ 月以降の レ セ プ ト 請求に よ っ て

様々な 課題点が 浮き 彫り に な る と 思わ れ 、 本会と し て 情報収集の う え 、 会員に も

適切に 周知で き れ ばと 考え て い る 。  

 

【 栃木県医師会】  

1： 全医師会会員への 直接の ア ン ケ ート 調査を 望む  

 47 都道府県医師会か ら の 意見や要望で は 、 数字が 最大で も 47 に し か な ら な

い 。 全会員か ら の 生の 声を 集め 、 厚労省に 現実を 知ら し め る べき で は な い か 。  

2： そ の 通り  

3： 改定時の 説明で は 、 単に チ ェ ッ ク を すれ ば良い こ と に な っ て い る 。  



- 3 - 
 

 医師そ れ ぞ れ の 考え で 記載を し て い る と 思う が 、必要以上に 記載を し よ う と し

て い る の で は な い か 。  

今一度、何を ど こ ま で 記載を すれ ば良い の か を 、日医か ら 説明を し て 貰い た い 。 

 

【 山梨県医師会】  

1． 次回改定に 向け 、 日医総研に 何を 望むか 。 ま た 、 改定前に 医師会と し て 出来

る こ と は あ る か 。  

 意見： データ を 取る に あ た り サ ン プ ル 数が 少な い の で は な い か ？医師会員は サ

ン プ ル 調査の 提出に 積極的に 参加する 事が 必要と 考え る 。サ ン プ ル 数が 少な い と

正確な 分析、 結論を 導く 事が 出来な い 。  

2． リ フ ィ ル 処方や長期処方に する か は 診察し た 上で 医師が 決め る 事で あ り 、 院

内に 掲示し て おく も の で は な い と 考え る が い か が か 。  

 意見： 患者に は こ の 様な 制度が 有る 事は 伝え る 必要が あ る か と 考え る 。 リ フ ィ

ル 処方、 長期処方を する か は 当然医師の 判断で あ り 、 も し 患者か ら 希望が あ り 、

医 師が 対 応 す る 症 例 に 当 た ら な い と 判 断す れ ば患 者に 説 明を す る 必 要が 出 て く

と 考え る 。  

3． 生活習慣病管理料を 算定する に あ た っ て の 問題点  

 意見： 生活習慣病で 算定（ Ⅱ） に か ぎ り 処方日数を ２ ８ 日以上に し た 場合は 月

２ 回ま で 算定出来る 様に 改正すべき と 考え る 。  

 

【 茨城県医師会】  

１ ． (1 )次回改定に 向け 、 日医総研に 望むこ と  

・ 生活習慣病管理料の 報酬引き 上げ 、 さ ら に 高血圧症、 糖尿病、 脂質異常症を 特

定疾患に 戻すこ と を 国に 要望し て い た だ き た い 。  

詳細な データ は 今後明ら か に な る が 、 医療機関の 収入は 明ら か に 下が っ て おり 、

医療機器の 導入や職員の 賃上げ、水道光熱費を 含むそ の 他経費の 支払い に 負担が

生じ 、 経営が 悪化する 。 こ の ま ま で は 、 保険診療か ら の 医師の 撤退が 始ま る こ と

が 強く 懸念さ れ る 。 現場の 状況を 理解し て い な い た め 、 今回の 生活習慣病管理料

の よ う な 算定要件が 作ら れ て し ま う 。  

・ 生活習慣病管理料の 指導箋の 撤廃を 国に 要望し て い た だ き た い 。  

算 定要 件 と な っ て い る 生 活 指 導 箋の 発 行に よ っ て 従来 の 診療 方 法 と 比べ て 明 ら

か に 患者の 臨床データ が 改善し た か ど う か 定量的に 評価し 、報酬体系の 妥当性や

効果の 検証を 行う こ と が 必要。 ま た 、 そ の 結果を 国民に 公表し て い た だ き た い 。

か か り つけ 医は 常に 患者の 生活習慣に 対し 継続的に 指導を 行な っ て おり 、そ の 指

導 方法 は 患 者 一人 一 人で 違 い が あ る た め 生 活 指導 箋の よ う な 画 一 化 し た 書 式 で

は 患者に 響か な い と 思わ れ る 。 むし ろ 、 患者の 待ち 時間が 増え 、 医療機関の 負担

を 増加さ せる だ け で あ る 。  

 (2 )次期改訂前に 医師会会員と し て で き る こ と  

・ 生活習慣病管理料 ( I )を 算定し た 場合、 そ の 後生活習慣病指導管理料 ( I I )を ６ ヶ
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月間算定出来な い 事の 即時撤廃を 要望（ 要望書を 取り ま と め 国に 提出）。  

２ ． 貴見の と おり と 考え る 。 即時撤廃し て い た だ き た い 。 診療報酬算定要件に す

る こ と は 、 医師の 処方権に 抵触する こ と で あ り 、 あ る 意味違法と も と れる の で は

な い か ？  

３ ．今回の 算定要件が 、本当に 患者の た め に な っ て い る か 甚だ 疑問で あ る 。ま た 、

書類作成や患者への 算定に つい て の 説明な ど 、本来の 医療と は 別の 点で 医療機関

の 事務的・ 時間的負担が 大き い 。  

今回の 診療報酬改定全体の こ と で あ る が 、 日医に は 、 内閣（ 大臣合意） に よ る

診療報酬改定率の 決定プ ロ セ ス を 見直し 、中央社会保険医療協議会の 意見を 重視

する こ と を 国に 要望し て い た だ き た い 。  

そ の 理由 と し て 診 療 報 酬改 定 率 の 決 定 プ ロ セ ス が 不 透 明 で あ る こ と が 挙 げ ら

れ る 。 大臣合意の みで 決定する 場合、 具体的な 議論や根拠が 不明瞭と な り 、 医療

機関や患者に 対する 説明責任が 果た さ れ な い こ と が 懸念さ れ る 。 ま た 、 短期的な

視点に 偏り が ち な 政治的決定に よ っ て 、長期的な 医療制度の 持続可能性や質の 向

上が 妨げ ら れ る 可能性が あ る 。 医療費の 適正化や医療の 質向上に は 、 長期的な 視

点が 重要で あ る と 考え る 。 こ の 点に つい て は 、 医師会選出の 国会議員の 働き が 重

要で あ る 。  

 

【 神奈川県医師会】  

１ ． 次回改定に 向け て 、 中医協で は 、 こ れ か ら 改定の 結果を 評価する こ と に な ろ

う が 、 そ の 評価の 妥当性を 検討し て ほ し い こ と 、 次回改定に 向け た 附帯意見に

関する 調査を お願い し た い と 思う 。 改定内示の 時点で は 、 データ に 基づい た 反

論は 難し い と 思う 。 ま た 改定前に 、 一般の 医師会会員に 出来る こ と は あ ま り な

い と 思う 。 普段か ら 、 意見交換を 密に 行い 、 情報そ の 他を 日医に あ げ て い く こ

と が 必要で あ ろ う と 思う 。  

２ ． ご 指摘の 如く 、 リ フ ィ ル 処方や長期処方は 、 医療費削減の 目的で 推進さ せよ

う と し て おり 、 院内掲示を する こ と で 患者さ ん に 利便性の みを ア ピ ールし 、 患

者さ ん か ら 希望する よ う に 仕向け る の は 、 全く 納得が い か な い 。 療養担当規則

に あ る よ う に 、投薬量は 予見する こ と が で き る 必要期間に 従っ た も の で な け れ

ばな ら な い と 明記さ れ て おり 、 あ く ま で も 丁寧な 診察の 上、 主治医の 判断で 行

う べき も の で あ る 。  

３ ． 算定上の 問題点で あ る が 、 医療機関と し て は 、 計画書を 用い て 丁寧な 説明を

し 、 指導する こ と は 全く 問題が な い が 、 高齢者、 視力障碍、 認知症な ど の 患者

さ ん の 署名を も ら う な ど 、 非常に 時間が か か り 、 そ の 手間に 見合う だ け の 診療

報酬は な く 、 総額で 以前よ り 減収で あ る 。 更に 大変問題に な っ て い る こ と は 、

保険審査上の 問題で あ る 。 国保連、 支払基金の 審査会で は 、 生活習慣病管理料

を 算定し た レ セ プ ト で 、特定疾患処方管理加算を 同時算定し て く る 医療機関が

多く 、 全て Ｄ 項査定と な り 、 混乱を 生じ て い る 。  
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【 群馬県医師会】  

生活習慣病管理料に つい て は 、 根本的に 大き な 問題が あ る と 考え る 。 生活習慣

病管理は 、 本来、 医師が 患者と 向き 合っ て 、 十分な 傾聴を し て 、 患者の 食事や生

活等に つい て 適切な 助言を する こ と が 最も 重要と 考え る 。 こ の た め に は 、 そ れ な

り の 時間を 必要と し 、 個別の （ 画一的で な い ） 対応を 必要と する 。  

今回の 改訂で は 、 画一的な 書類を 示し て 署名を 求め る も の で あ り 、 事務的な 作業

で 多く の 時間が 取ら れ る た め 、実際に 患者と の 会話時間を 減ら さ ざ る を 得な い の

が 実情で あ る 。  

ま た 、 リ フ ィ ル に 至っ て は 、「 真面目に 受診を し な く て も 良い 」、「 毎月の 「 生

活習慣病管理」 な ど 不要で あ る 」 と 云っ て い る よ う な も の で 、 本管理料と は 相容

れ な い も の で あ る 。 こ の よ う な も の を 算定の 条件と する こ と 自体、 不適切と 云わ

ざ る を え な い 。  

は た し て こ の 療 養 計 画 書に よ っ て 患 者 の 健康ア ウ ト カ ム は 改善 す る の だ ろ う

か 。 そ の よ う な 検証も な い ま ま に 導入さ れ た こ の 施策は 、 患者の 健康の た め に 作

ら れ た 施策で は な く 、 診療報酬の 削減と い う 主目的を 隠す“ 煙幕” と し て 作ら れ

た 施策で あ る と 言え る 。  

 

【 埼玉県医師会】  

１ ．次 回改定に向け、日医総研に何を望むか。また、改定前に医師会会員としてできる

ことはあるか。 

 日医の シ ン ク タ ン ク と し て 位置づけ ら れ て い る 日医総研が 、こ れ ま で の データ

や事前調査に よ り 、診療報酬改定に あ た っ て の 事前シ ミ ュ レ ーシ ョ ン を 提示すれ

ば、 医療機関側も 予め 準備が 出来て い て 改定に 対し て 対応し やすく 、 異な っ た 対

応も 可能で あ っ た と の 提案で あ る 。 提示さ れ た 事前シ ミ ュ レ ーシ ョ ン に 対し て 、

診療所側・ 病院側・ 各立場か ら 様々な 提案・ 要望が 寄せら れ る 。 提示さ れ た 様々

な 提案・ 要望を 、 分野毎に き ち ん と ま と め 上げ て 、 社会保険診療報酬検討委員会

な ど の 日医の 会内委員会が 、 従来よ り 検証・ 要望を ま と め て あ げ て い る の で 、 そ

の 委員会に 届け る こ と が 出来る 。  

 国( 財務省) は 財政規律に よ る 締め 付け に よ り 、 今後も 医療費の 抑制、 診療報酬

の 引き 下げ を 画策し 続け る こ と が 確実で あ る 。  

 こ れ を 打開する た め の 唯一の 策は 、 国民に 対し て 、 適切な 医療サ ービ ス の 提供

を 受け 続 け る た め に は 医 療 機 関 が 安 定 し た 診 療報 酬を 得 ら れ る よ う な 医 療 財 源

の 確保が 不可欠で あ り 、そ の た め の 医療費の 負担増の 必要性を わ か り やすく 訴え 、

理解し て い た だ く こ と で あ る 。  

 日医の みな ら ず日医総研も 、新た な 情報発信手段で あ る SNS 等を 使い 広く 国民

に 働き か け を する と と も に 、そ の た め の ア イ ディ ア を 会員よ り 広く 集め る こ と が

必要で あ る 。  

２ ．リ フィル処 方 や長 期 処 方 にする か は診 察 した上 で医 師 が決 める こと であ り 、院 内 に

掲示しておくものではないと考えるがいかがか。 
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 リ フ ィ ル 処方や長期処方に 関し て は 、 日医か ら も 説明が あ っ た 通り 、 ど う 処方

する か は 診療担当医が 決定する も の で 、そ の 事を 伝え る 掲示物は 日本医師会名で

日本全国一律に 正々堂々と 国民に 伝え 、医師は 同じ 基準で 適切に 国民に 医療を 行

っ て い る 事を ア ピ ール する べき だ と 思わ れ る 。  

 院内掲示を し て も 、 処方権は 医師の 裁量で あ る と の 自覚を し っ か り 持っ て 、 適

切な 処方期間を 選択し て い く べき で あ る 。  

３ ．生活習慣病管理料を算定するにあたっての問題点 

 算定 ル ー ル を も っ と シ ン プ ル に わ か り や す く 整 理し 全 て の 医 療 機 関が 適 切 に

算定し やすく し な け れ ばな ら な い 。  

 確か に 療養計画書（ 初回・ 継続） の 作成や患者署名取得は 手間の か か る こ と で

あ る 。 作成に 当た り 、 運動・ 食事・ 飲酒・ 喫煙・ 睡眠な ど を 改め て 患者に 伺っ て

みる と 、 そ れ ぞ れ 各個人が 日々頑張っ て い る 姿を みら れ 、 参考に な る 面も あ り 、

患者相互に と っ て も 生活習慣の 改善に も 役立つ。 実際の 運用が 始ま っ て おり 、 会

員は 手間の みで な く 、 運用上の 不具合な 部分が あ れば、 日医に 問題提示や算定要

件に 対する 改善の 要望を 提案し て い く 必要が あ る 。  

 大病院等で は ３ か 月（ 99 日） 投与も 行わ れ て い る 「 高血圧症・ 糖尿病・ 脂質異

常症」 の 患者に 対し て 、 長期投与に よ る 外来診療の 負担を 減ら す面は あ る が 、 こ

の よ う に 診療を 行う と 効率的か つ適正な 医療が 継続で き る と い う「 標準的医療の

た め の 診療ガ イ ド ラ イ ン 」 の 作成を 検討し て い た だ き た い 。  

 一方で は 、長期処方等で 診療間隔が 広く あ く 事で 思わ ぬ医療事故発生な ど も 考

慮に 入れ、 国や一部の 患者が 求め る 安易な 診療間隔の 長期化に 対し 、 警鐘を な ら

し て 、 患者の 病態に よ っ て は 診療間隔を 広げ ら れ な い 理由も 示すべき で あ る 。  

 

【 千葉県医師会】  

内科系の 医療機関で は 高血圧症、 糖尿病、 脂質異常症の 患者を 診察する 割合が

非常に 大き く な っ て おり ま す。 改定前の 診療報酬請求で は 、 特定疾患療養管理料

と 外来管理加算の ２ 重取り と い う 表現が 使わ れ、こ れ が 今回の 診療報酬改定に つ

な が っ た と 指摘さ れ て い ま す。 し か し 、 厚生局に よ る 個別指導の 具体的事例を 勘

案し て も わ か る よ う に 、 個別指導で は 、 特定疾患療養管理料の 算定要件と 外来管

理加算の 算定要件が 明確に 区別さ れ 、 各々の 算定要件を 満た さ な け れ ば、 そ れ ぞ

れ 別個に 自主返還の 対象と な っ て い ま し た 。 今回の 改定で は 、 保険医が 特定疾患

療 養管 理 料 と 外来 管 理加 算 の 別 個の 算 定要 件 を 満 た す べ く 診 療 時 間 の 中 で や り

く り し て い た こ と が 全く 評価さ れ ま せん で し た 。 こ の こ と は 、 今ま で の 個別指導

で の 指摘内容と 矛盾が 生じ る と 考え ら れ ま す。  

今回の 改定の 生活習慣病部分は 、 すで に 改定率に 関する 大臣合意の 段階で 、 マ

イ ナ ス 改定に な っ て い た と 説明さ れ て い ま す。 経過を 勘案し ま すと 、 大臣合意の

段階で 、 少な く と も 会員の 保険医への 情報の 発信が 十分で な く 、 認識さ れ て おり

ま せん で し た 。 改定の ふた を 開け て か ら 、 後付け の よ う に 大臣合意が 説明さ れ て

い る と 感じ て い る 会員が 多か っ た と 伺っ て おり ま す。  
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①大臣合意の よ う な 、 中医協の 協議の 段階で 対応が 難し い も の が あ る な ら ば、

こ う し た も の へ働き か け る に は ど の よ う な タ イ ミ ン グ で 、有効な 手段が あ る の か 、

医師会と し て 、 自分た ち の 身を 守る 意味で も 、 対応策を 協議し な け れ ばな ら な い

と 考え ま す。 日医総研は 専門知識を 持ち 合わ せた 方が 多い と 伺っ て い ま す。 是非

と も こ の よ う な レ ベル で の 働き か け 方に つい て 、御議論い た だ き た い と 思い ま す。 

②算定要件に 書か れ て い る 内容の 変更は 、 制度上難し い と 考え ま す。 厚生局の

個別指導で は 、 間違い な く 指摘事項に 入っ て し ま う と 思い ま す。 出来る な ら 、 こ

の 点を 個別指導で の 指摘事項か ら 外し て も ら う よ う に 、 確約が 取れ れ ば、 対応法

が 変わ っ て く る と 思い ま す。  

③問題と な る も の に 、３ つの 生活習慣病以外の 特定疾患と の か か わ り が あ り ま

す。こ の 問題は 今ま で の 、主病と い う 考え 方の 根幹に 関わ る も の と 考え ら れ ま す。

療養の 主体の 変更が 行わ れ る 場合は 、具体的に は ど の よ う な 根拠が 必要か 明示す

る 必要が あ る と 思い ま す。 こ れ は 、 厚生局の 行う 個別指導の 指摘事項と 深く 関わ

る と 思い ま す。 療養の 主体が 、 月に よ り 変わ り 、 請求が 変わ る こ と の 妥当性が 指

導上認め ら れ な け れ ば、 こ の 部分が 自主返還と な っ て し ま う 可能性が あ り ま す。

こ の 点を 指導対象に 含め な い よ う な 働き か け も 必要と 考え ま す。  

 

【 東京都医師会】  

１ ． 次回改定に 向け 、 日医総研に 何を 望むか 。 ま た 、 改定前に 医師会会員と し て

で き る こ と は あ る か 。  

今回の 報酬改定に おい て 病院と 診療所、さ ら に そ れぞ れ の 各診療科に おい て ど

の よ う な 減収あ る い は 増収と な っ た か 、そ れ ら が ど の よ う な 費用対効果に つな が

っ て い る か 、 ま た 医療資源の 有効活用に 効果が あ っ た か な ど 、 レ セ プ ト ベース や

ア ン ケ ート 結果な ど 含め た 細やか な データ 分析を 行っ て い た だ き た い 。 特に 、 医

療費は すべて が 経営者の 収入と な る わ け で は な く 、 ソ フ ト ・ ハ ード 両面を 含め た

医療経営に 関する 課題の 検討も 併せて 行っ て い た だ き た い 。好事例だ け を 採り 上

げ る の で は な く 、悪事例と い う か あ る 意味の マ イ ナ ス 面も 強調する べき と 考え る 。 

２ ． リ フ ィ ル 処方や長期処方に する か は 診察し た 上で 医師が 決め る こ と で あ り 、

院内に 掲示し て おく も の で は な い と 考え る が い か が か 。  

リ フ ィ ル 処方箋は 決定権が ど こ に あ る の か 、不都合が 生じ た と き の 責任の 所在

が は っ き り し な い 。 さ ら に 診察な し の 投薬と ど う 違う の か 。 以前か ら 無診療投薬

は 禁止で あ っ た の に も 関わ ら ず、リ フ ィ ル 処方箋は オ ーケ ーと は い か が な も の か 。

ま た 、 い き な り 閉院医療機関の リ フ ィ ル 処方箋を も っ て 薬局に 行っ た 場合、 近隣

で な け れ ばわ か ら な い こ と も あ り 、 問題が 起き る の で は な い か 。  

３ ． 生活習慣病管理料を 算定する に あ た っ て の 問題点。  

生 活 習慣 病 で あ り 紙 ベ ース の 療 養 計 画 書 の 作成 や し っ か り と し た 説 明 義 務 な

ど あ る 意味基本に 戻っ た も の で は あ る が 、 療養計画書の 作成に は 時間が か か り 、

さ ら に は 診察時間、 待機時間も 長く な っ て い る の が 現状で あ る 。 そ れ に 対し て の

診療報酬は 決し て 十分で あ る と は 言え ず、大変な 労力が い る よ う に な っ た も の の 、
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同月 2 回受診時に は 特定疾患療養管理料の 時よ り 明ら か に 減収と な っ て い る 。

そ し て 患者側は 同じ 薬を ４ 週間処方で 同月に 出さ れ た 場合、 支払額が 違う た め 、

あ る 意味医療不信が 出て く る の で は と 危惧し て い る 。  

患者か ら は 、 丁寧な 説明や診察時間が 長く な っ た 反面、 待ち 時間が 長く な る こ

と か ら 賛否両論あ る と 思う が 、医療側の 負担の 膨大さ に 配慮を い た だ き た い と 思

う 。  

 

【 長野県医師会】  

１ ．【 次回改定に 向け 日医総研に 望むこ と 】  

 今回の 改定で 特定疾患療養管理料の 対象疾患か ら 除外さ れ た 脂質異常症・ 高血

圧症・ 糖尿病は 、 当然一番多い 疾患で あ り 、 今後国は こ れ を き っ か け に 除外対象

疾 患の 拡 大 や 患者 の フ リ ー ア ク セ ス を 制限 す る よ う な か か り つ け 医 制度 を 実 現

し よ う と し て い る の で は な い か と 危惧し て い る 。  

そ う な ら な い た め に も 、 日医総研に は 、 今回改定後の 実態を データ と し て ま と

め て い た だ き 、 会員に 情報提供する と と も に 、 日医に おい て は 次回改定に 向け て

の 交渉材料と し て い た だ き た い 。  

【 改定前に 会員と し て で き る こ と 】  

 上記の データ を 早め に 会員に 情報提供し 、多く の 会員に パ ブ コ メ に 協力し て い

た だ い て は ど う か 。  

２ ． リ フ ィ ル 処方や長期処方に つい て  

提案に 同意。 国は リ フ ィ ル 処方や長期処方を 推進し よ う と し て い る が 、 リ フ ィ

ル 処方や長期処方を 求め る の で あ れ ば、処方箋料や特定疾患処方管理加算が 算定

で き な い の は おか し い の で は な い か 。   

３ ． 生活習慣病管理料を 算定する に あ た っ て の 問題点  

・ 医療機関の 患者に 対する 説明が 不足し て い る の か 、 患者か ら 厚生局に 対し 、 生

活 習慣 病 管 理 料を 算 定さ れ 今 ま で よ り 医療 費 が 高 い の は 何故 だ と の 問い 合 わ せ

が 多数寄せら れ て い る 。  

・ 療養計画書の 患者署名の 代筆に つい て  

 認知症や目の 見え な い 患者の 場合に は 、代筆が 可能な の か が 問題と な っ て い る 。

療養計画書の 運用が 明確に さ れな い ま ま 本管理料が ス タ ート し 、国の 見切り 発車

感が 否め な い 。  
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【  検討テ ーマ  】  

２ ． ベース ア ッ プ 評価料に つい て  

【  提 案 要 旨 】  

ベース ア ッ プ 評価料の 算定は 、 全て の 医療機関に 推奨さ れ て い る が 、 義

務 付 け ら れ て い る わ け で は な い 。 各 医 療 機 関 の 経 営 判 断 に 委 ね ら れ て お

り 、 賃上げ 対応の 一環と し て 設計さ れ て おり 、 医療分野で の 人材確保の た

め に は 、 算定する こ と が 望ま し い と さ れ て い る 。  

実際多く の 診療所は こ の 評価料を 算定する か ど う か で 迷っ て い る 。算定

する 医療機関が 直面する 共通の 課題や問題点、医療機関の 規模や診療科の

違い に よ る 特有の 課題に つい て 医師会相互で 議論する こ と が 重要で あ る 。 

財政的な 制約： 多く の 医療機関に おい て 、 持続的な 賃上げ を 可能と する

財政的余裕は 限ら れ て い る 。 特に 小規模な 医療機関で は 、 資金繰り が 厳し

く 、 評価料の 算定に 踏み切る こ と が 難し い 状況に あ る 。  

人材の 確保： 賃上げ の 有無に か か わ ら ず、 特に 地方や小規模な 医療機関

で は 人材確保が 大き な 課題と な っ て い る 。 医療従事者の 不足は 、 サ ービ ス

の 質に 直接影響を 及ぼ すた め 、 こ の 問題は 緊急に 解決が 求め ら れ る 。  

つき ま し て は 、 ベース ア ッ プ 評価料の 課題や問題点に つい て 、 各都県の

ご 意見を 伺い た い 。  

[  回 答 ]  

【 新潟県医師会】  

ベース ア ッ プ 評価料に つい て は 、こ れ ま で も 日本医師会と 厚生労働省に よ る 説

明会等が 開か れ 、 積極的な 届出が 呼び掛け ら れ て おり 、 当会と し て も 会員に 情報

提供し て い る と こ ろ で あ る 。  

 た だ 、 実際に 届け 出る か ど う か は 会員の 間で も 、 だ い ぶ迷わ れ て い る よ う で あ

り 、届出に 必要な 賃金改善計画書等を 医師自身で 作成する こ と が 難し い と い う 意

見も あ る が 、 評価料を 原資に 対象職員の ベース ア ッ プ を 行っ た と し て 、 次回改定

時に も ベース ア ッ プ 評価料が 引き 続き 点数と し て 残る の か 、仮に 診療報酬か ら 外

さ れ た と し て ベー ス ア ッ プ 分 を 引き 下 げ ら れ る の か 分 か ら な い か ら 届出 し な い

と い っ た 声が 多く 聞か れ る と こ ろ で あ る 。 ま た 、 提案要旨に も あ る よ う に 、 医療

機関の 規模や診療科の 違い に よ っ て も 考え 方は 様々で あ る 。新型コ ロ ナ 禍で は 診

療 科に よ っ て は 大 幅 に 患 者 数 が 減少 し て 医 療 機関 の 経 営 に も 大 き な ダ メ ー ジ を

残し た が 、診療報酬に よ る ベース ア ッ プ で は 患者数の 減少に よ る 影響も 常に 考慮

する 必要が あ る た め 、 算定に 二の 足を 踏ま れ る 会員も 一定数い る の で は な い か 。 

 し か し な が ら 、 こ れ ま で の 一部職種を 対象と し た 処遇改善加算と は 異な り 、 医

療に 従事する ほ と ん ど の 職種で 賃金改善に 活用する こ と が で き 、 初・ 再診料、 外

来診療料等と あ わ せて 算定可能な 本評価料は 、と り わ け 重要視さ れ る べき 点数で

も あ る と 考え る 。 各都県医師会と 議論し 連携を 行う こ と で 、 少し で も 会員が 届出

する 際の 一助と な る よ う 情報収集に 努め て い き た い 。  
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【 栃木県医師会】  

基本的な 問題は 、 一度ベース ア ッ プ を 始め れ ば、 ベース ア ッ プ を やめ ら れ な い

こ と で は な い か 。  

こ れ か ら 半永久的に 、 こ れ ら の 原資を 提供し 続け る と い う 確約が 無い 状態で 、

始め る に は 医療機関側に リ ス ク が あ る 。  

リ ス ク を 回避する に は 、 評価料を 算定せず、 自院の 経済状況に 合わ せ、 従業員

への 給与支給を 行う 方が リ ス ク を 減ら せる と 考え る の が 合理的で は な い か 。  

ま た 、 診療報酬の 仕組上、 医療従事者の ベース ア ッ プ を 患者に 負担さ せる こ と

と な る の で 、 万が 一、 患者か ら 明細書に 記載さ れ て い る ベース ア ッ プ 評価料に つ

い て 説明を 求め ら れ た と し て も 説明が 困難で あ る 。  

 

【 山梨県医師会】  

1． ベース ア ッ プ 評価料の 課題や問題点 

 意見： 日本医師会か ら 申請の 方法が 丁寧に 説明さ れ て い る が 、 やっ て みる と 申

請は 面倒で あ る 。日本医師会は 事務職員も 含め て 良い と 説明し て い る が た め ら っ

て い る 医療機関も 多々あ る か と 思う 。事務職員が 申請を する が 自分達に 利益が あ

る の か も わ か ら ず作業する の は モ チ ベーシ ョ ン が 出て 来な い 。 そ も そ も 、 申請を

行う 事務職員の 余裕の あ る 医療機関は か な り 少な い と 考え る 。と な る と 開設者自

身が やら な け れ ばな ら な く な り 更に 申請が 遠の く と 考え る 。  

 意見： 本来は 診療報酬の 中（ 初診、 再診料な ど ） に ベース ア ッ プ 分を 含ま せる

べき と 考え る 。  

 意見： 話は そ れ て し ま う が 消費税も 内税で な く 外税に する 様に 交渉すべき と 考

え る 。  

 

【 茨城県医師会】  

ベース ア ッ プ 評価料の 算定は 全て の 医療機関に 推奨さ れ て い る が 、義務付け ら

れ て い る わ け で は な く 、 当初診療所の 届け 出が 進ん で い な い よ う に 見え た 。 そ も

そ も ベース ア ッ プ 評価料は 各医療機関の 経営判断に 委ねら れ て おり 、賃上げ 対応

の 一環と し て 設計さ れ て い る 。 2024 年 5 月に 財務省が 発表し た と おり 、 地域企

業に おい て 、 2024 年に ベース ア ッ プ 昇給を 行う 予定で あ る 企業が 70 . 7 % 、 定期

昇給を 予定し て い る 企業が 81 . 9% と な っ て おり 、他産業界の 方々の 収入が 増え て

い る 。 医療業界か ら 他業界への 更な る 人材流出が 懸念さ れ 、 医療従事者の 収入増

は 重要な 課題と い え る 。  

し か し 、 蓋を 開け て みる と 茨城県で は ６ 月１ 日～６ 月 30 日の １ か 月間に ベー

ス ア ッ プ 評価 料 を 算定 し て い る 医 療 機関 は 全 1 , 582 件 中 167 件 と 全 体 の 僅 か

10 . 6% で あ り 、 診療所は 52 件と 全体の 3 . 3% に 過ぎ な か っ た も の の 、 ７ 月 23 日

現在で は ベース ア ッ プ 評価料算定医療機関は 全体の 31 . 8% と 6 月時の ３ 倍に ま

で 増加し た 。 医療機関の 規模に も よ る が 、 算定事務が 複雑な た め に 厚生局への 届

け 出が 遅れ て い た と 推測さ れ た 。  
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６ 月に 行わ れ た 日本医師会臨時代議員会で 茂松副会長は「 我々が こ の 算定に し

っ か り 取り 組ん で 行け ば２ 年後の 診療報酬改定時に も 継続で き る 」 と 仰っ て い た 。

た だ 勿論、病院の ベース ア ッ プ 評価料の 算定率が 高く 診療所が 低け れ ば病院と 診

療所が 分断さ れ る （ 病院の 財源が 診療所よ り も 手厚く な る ） 可能性も あ る の で 、

診療所の 算定を も 増やし て い く 必要が あ る と 思う 。  

 

【 神奈川県医師会】  

問題点  

1 .届出を 簡易に する た め の「 支援ツ ール 」 と 支援ツ ール の た め の「 計画書計算ツ

ール 」 を 使用し な け れ ばな ら な い ほ ど 複雑  

2 .ベース ア ッ プ 評価料（ I I ） に つい て は 年 4 回も 算出の 式の 見直し を 要求さ れ 時

間的コ ス ト が か か る   

 財務大臣と 厚労大臣と の 折衝で 、 点数の 配分先を 明確に する こ と 、 そ し て そ の

後 の 賃 上 げ の 状況 や 動向 に つ い て 実 態 の 把 握 を す る よ う に 約 束 さ せ ら れ た 上 で

の 、 用途を 絞っ た 保険財源+ 0 . 61％を 当て ら れ た た め 、 施設基準の 届出や算定方

法が か つて な い 程、 複雑怪奇な「 ベース ア ッ プ 評価料」 と い う 点数が 作り 上げ ら

れ た 。  

 そ の 結果、 届出区分（ ベース ア ッ プ 評価料（ Ｉ ） と （ I I ） の 区分や入院ベース

ア ッ プ 評価料の 区分） を 理解する た め に 厚労省か ら 用意さ れ た エ ク セ ル（ 支援ツ

ール ） を 使用する が 、 届出の エ ク セ ル が ユ ーザ ー目線で 作成さ れ て おら ず、 届出

の 支援ツ ール を 使う た め に 、 さ ら に「 賃金改善計画書計算ツ ール 」 を 使用さ せる

と い う お粗末な 仕様と な っ て い る 。  

 保険の 点数は 、 患者目線で わ か り やすく 、 仕組みが 単純で な け れ ばな ら な い に

も 関わ ら ず、 複雑な 点数構成で あ る 。  

 ま た「 ベース ア ッ プ 評価料」 と い う 名称で あ る た め 、 患者は「 な ぜ算定さ れ て

い る の ？」 と い う 質問し た い 衝動に 駆ら れ る 名称で あ る こ と も 問題で あ る 。  

 安く 医療を 提供せよ と 行政が 指示する な ら ば、会計時間に あ っ て も 不要な 時間

を か け な い こ と が 、 資本主義社会の 常識で あ る 。 不必要な 質問を 招く よ う な 名称

と する べき で は な い 。  

 対案を 申し 上げ る 。 単純に 初診料・ 再診療を 増点し 、 そ の 中か ら 医療従事者の

賃上げ 相当分や電気ガ ス・ 水道な ど の 水道光熱費の イ ン フ レ 対応分な ど を 年度終

了後に 報告さ せ、 万が 一、 賃上げ やイ ン フ レ 対応分に 使用し て い な い 、 例え ば内

部留保に 回っ た 分を 自主返還さ せれ ば良い の で あ る 。  

 初診料や再診療の 算定回数は 、 電子カ ル テ・ レ セ コ ン で 簡単に 把握で き 、 厚生

局も 簡単に チ ェ ッ ク で き る 。 年 1 回の 厚生局への 報告で あ れ ば、 厚生局の 仕事量

も 減ら せ、 医療機関への 適切な 指導に 人員を 避け る の で あ る 。  
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【 群馬県医師会】  

食材料費、 光熱費を は じ め と する 物価高騰の 状況、 30 年ぶり の 高水準と な る

賃上げ の 状況な ど と い っ た 経済社会情勢は 、医療分野に おけ る サ ービ ス 提供や人

材確保に も 大き な 影響を 与え て い る 中、 令和 6 年度診療報酬改定に おい て 、 医療

従事者の 人材確保や賃上げ に 向け た 取組と し て 、初再診料への 上乗せと ベース ア

ッ プ 評価料の ミ ッ ク ス と い う 特例的な 対応が 行わ れた 。  

確か に ベース ア ッ プ 評価料は 検証する に は 優れ て い る 。入院基本料に し て も 初

再診料に し て も 、 政策目的に 合わ せて 後か ら の 検証は 基本的に は 難し い し 、 賃上

げ に つ い て は 日本 の こ れ か ら の 生産 年 齢人 口 を 考 え る と 今回 だ け で 終わ る と は

と て も 思え な い 事か ら 国策と し て 妥当な 判断だ っ た と 言わ ざ る を 得な い 。  

し か し 、ベース ア ッ プ 評価料に つい て は 、そ の 煩雑さ 、先行き の 不透明さ か ら 、

申請を 見合わ せる 施設も 多か っ た 。 群馬県で の 6 月診療分で は 外来・ 在宅ベース

ア ッ プ 評 価 料 （ Ⅰ ） の 請 求 医 療 機 関 は 病 院 77. 1％ （ 98/127）、 診 療 所 22. 9％

（ 295/1284）、 合計 27. 85％（ 393/1411） で 、 算定率は 全医療機関の 30％に 満た

な い 。  

現 場の 意 見 と し て も ベー ス ア ッ プ 評 価 料に つ い て は 申 請 の た め の 計 算手 順 な ど

が 煩雑で あ り 、 算定を あ き ら め た 医療機関が 数多あ っ た と 聞く 。 と り わ け 診療所

に おけ る 負担は 計り 知れ な い と 推測さ れ 、も う 少し 簡単に で き る 方法は な か っ た

の だ ろ う か と 思う 。  

一方、 ベース ア ッ プ 評価料は 、 患者への サ ービ ス で は な く 、 保険医療機関の 医

療従事者の 昇給に 点数を つけ る も の で あ り 、 お金を 払う 患者の 立場か ら は 、 受益

者負担の 考え 方と も 矛盾が あ り 、 理解が 得ら れ に く い 。 こ の よ う な 施策は 患者と

医療者の 分断を 生みか ねな い 。  

今 後 の 検 証 に 当 た っ て は 慎 重 か つ 医 療 機 関側も 納 得 で き る 情報 源 や そ の 手 の

内を 明確に し て 進め て 欲し い と 考え る 。  

 

【 埼玉県医師会】  

ベース ア ッ プ の 目標値は 、 令和 6 年が ＋2. 5%、 令和 7 年が +2. 0%と さ れ て い る

が 、経営状態に 問題の な い 医療機関で は 具現化で き 人材確保に つな が っ て い く も

の の 、 体力の 弱い 経営基盤の 医療機関で は 、 加算が 更な る 経営悪化を 招く と 考え

て 算定を た め ら う と 思わ れ る 。  

 今回対象と な る 職種は 、 看護師、 理学療法士な ど の 専門職と 、 看護助手や医療

事務作業補助者に な っ て い る 。 一方、 事務職を は じ め と する 対象外の 職種に おい

て ベース ア ッ プ し な い 場合に は 、 職員の 不公平感、 不要な 摩擦やモ チ ベーシ ョ ン

低下に つな が る 。 従っ て 、 現状と し て 全職員の ベース ア ッ プ が 必要と な り 更な る

負担増が 憂慮さ れ る 。  

 ま た 、 必要な 看護師、 医療補助者の 人数は 、 診療科に よ り 大き な 差が あ り 、 単

に 患者数に 応じ て 算定し て い く ベース ア ッ プ 評価料等の 加算で は 、診療科に よ っ

て は 算定が 経営を 圧迫する 。  
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 さ ら に 、 今回の よ う な ベース ア ッ プ 評価料等が 一時的な も の で は 、 経営状態や

財務状況の 改善に よ る 安定的な 長期賃上げ に つな が ら な い た め 、 中長期的・ 継続

的な 支援が 望ま れ る 。  

 加え て 、 会計や経理に は 疎い 医療関係者が 多い の で 、 税理士等に 依頼し な い と

書類の 提出が 難し く 、算定手続き の 煩雑さ やベース ア ッ プ の 結果報告に 対する 不

安を 指摘する 意見も 多く 、 簡素化も 必要と 思え る 。  

 賃上げ が 医療関係の 人材確保に 直結する こ と は 当然で あ る が 、そ の 方法に つい

て は 以上の よ う に 改善すべき 点が 多い 。  

 

【 千葉県医師会】  

ご 指摘の 通り 、 ベース ア ッ プ 評価料の 施設基準の 届出は 、 事務作業上煩雑な 部

分が あ り 、 小規模医療機関で は 専門的な 知識を 持ち 合わ せて い な い 、 届出の 作業

時間の 確保が 困難で あ る 、 昇給・ ベース ア ッ プ そ の も の が 困難で あ る 等の 理由か

ら 届出を 見合わ せて い る 医療機関が 多く あ り ま す。 実態調査等、 ま と ま っ た 調査

が 行わ れ て い な い た め 、千葉県医師会で は 理事役員の 先生方に 算定状況と 問題点

等を 伺っ て みま し た 。  

 本評価料に つい て 継続的な 実施を 危惧する 声が 多く あ り ま し た 。医療従事者の

社会的地位を 守る た め に 、 診療報酬の 次回以降、 物価上昇に 見合っ た 改定項目が

設け ら れ る か 、 現時点で は 全く 分か ら な い 中の 対応に な っ て おり ま す。 こ の 点が

算定の 障壁に な っ て おり ま す。物価上昇に 対する 継続的な 考え を 提示し て 頂き た

い と 考え ま す。  

 税制の 問題で 賃上げ する こ と が で き な い 、人材不足の た め パ ート 職員が 多い 場

合、賃上げ する こ と で 扶養の 枠を 外れ て し ま う 等で 賃上げ が 行え な い と い っ た 問

題点を 抱え て い る 医療機関も あ り ま し た 。 税制を 含め た 議論が 必要と 考え ま す。

こ の よ う な ケ ース で パ ート 職員の 労働時間を 減ら す対応を と る と 、人材不足に 拍

車が か か っ て し ま う 指摘が あ り ま し た 。  

 本評価料は 全て 賃上げ 部分に 用い な け れ ばな ら な い こ と は 、今ま で の 診療報酬

の 考え で は な か っ た も の で す。 こ の 点は 画期的な も の で は あ り ま すが 、 賃上げ 部

分だ け を 分け て 医療費が 定め ら れ て し ま う 、患者に 負担し て も ら う こ と に 違和感

を 感じ る 先生方も 多く おら れ ま し た 。  

 

【 東京都医師会】  

ベース ア ッ プ 評価料の 課題や問題点に つい て  

医療者の 収入ア ッ プ と 報道が あ る が 、医療経営者やベテ ラ ン 医師は 外さ れ て い

る に も か か わ ら ず、窓口負担が 上が る と い う 報道は 患者側か ら すれ ばあ ま り 気持

ち の い い も の で は な い と 考え る 。 算定に よ り 患者負担が 増え る た め 、 あ え て 算定

し よ う と し な い 医 療 機関 や 次 期 改定 で 評価 料 が 継 続さ れ る と い う 担 保が な い ま

ま に 算定し に く い と い う 意見も あ る 。 ま た 、 今回の 評価に 対し て 事務職員が 含ま

れ て おら ず、 少し 語弊が あ る か も し れ な い が 、 大病院の よ う に 派遣職員で あ れ ば



- 14 - 
 

問題に な ら な い が 、正規職員の 間で 差が 出る こ と は 医療現場の 軋轢を 生むの で は

な い か 。  

本来、十分な 診療報酬が あ れ ば自然と 給料を 上げ よ う と する 医療機関も 増え る

と 思う の で 、 再検討が 必要で は な い か と 考え る 。  

 

【 長野県医師会】  

○本県に おけ る 算定状況（ 令和 6 年 6 月算定開始医療機関数）  

 ①外来・ 在宅ベース ア ッ プ 評価料（ Ⅰ）  

・ 無床診療所： 321  

  ・ 有床診療所： 19  

  ・ 病院   ： 102   計 442  

 ②外来・ 在宅ベース ア ッ プ 評価料（ Ⅱ）  

  ・ 無床診療所： 29  

  ・ 有床診療所： 1  

  ・ 病院   ： 1    計 31  

 ③入院ベース ア ッ プ 評価料  

  ・ 有床診療所： 11  

  ・ 病院   ： 101   計 112  

 ベース ア ッ プ 評価料は 、 多く の 病院が 算定し て い る が 、 診療所に おい て は 、 上

記①で 3 割程度と ほ と ん ど の 診療所が 算定し て い な い 状況で あ る 。  

○課題や問題点  

 日医は 、 2 年後の 改定で の 継続を 見据え 、 積極的な 算定を 呼びか け て い る が 、

手続き が 煩雑で 、 診療以外の 医師の 業務量が 増え る し 、 届出た と し て も 届出た 区

分に 変更が な い か を 定期的に 確認する 必要が あ り 、間違っ た 区分の ま ま 評価料を

受け 取っ て い た 場合は 、厚生局の 適時調査で 指摘を 受け 返還を 求め ら れる 可能性

が あ る こ と か ら 、 医療機関は 算定し づら い の が 現状で あ る 。  

 そ も そ も 医 療従 事 者の 賃 上 げ の 原 資 を 患 者 に 負 担さ せ る 仕 組 み 自 体が お か し

い と 感じ る し 、 ま た 、 物価高騰な ど の 影響も 考慮さ れ ず、 こ の 程度の 診療報酬で

は 人員の 確保に は つな が ら な い の で 、補助金等の 支援を 日医か ら 国に お願い し て

い た だ き た い 。  
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【  検討テ ーマ  】  

３ ． 医療 DX に つい て  

【  提 案 要 旨 】  

令和 6 年度診療報酬改定で 、 医療情報取得加算、 医療 DX 推進体制整備

加算が 新設さ れ た が 、 算定要件や導入コ ス ト 等を 考慮する と 、 十分と は 言

い 難い 。 ま た 、 医療 DX 推進体制整備加算の 算定要件と し て 、 電子処方せ

ん と 電子カ ル テ 共有サ ービ ス の 体制確保が あ る が 、オ ン ラ イ ン 資格確認の

時と 同様、 多く の 混乱が 予想さ れ る 。  

電 子 処 方 せ ん に つ い て は 、 既 に 導 入 さ れ て い る 医 療 機 関 も あ る と 思う

が 、 中小薬局に おい て は 対応で き な い と い う 声も 多い 。  

令和 8 年度に は 共用算定モ ジ ュ ール を 実装し た 標準型レ セ コ ン や標準

型電子カ ルテ の 提供を 本格化する 予定で あ る が 、業務上の 必要性を 感じ な

い 、 コ ス ト が 回収で き な い 、 ラ ン ニ ン グ コ ス ト が 心配な ど の 意見が 多く 、

ま た 、 病院に おい て は 、 ク ラ ウ ド 型電子カ ル テ の 導入や診療データ 活用の

た め の Ｄ ＷＨ（ データ ウ エ ア ーハ ウ ス ） 構築な ど 基盤の 共通化が 求め ら れ

て おり 、 医療機関に おけ る Ｉ Ｔ 人材不足を 問題と する 意見も 出て い る 。  

つき ま し て は 、 以下の 点に つい て 、 各都県の ご 意見を 伺い た い 。  

１ ． 電子処方せん の ト ラ ブ ル 事例及び課題 

２ ． 電子カ ル テ 共有化の 問題点 

[  回 答 ]  

【 新潟県医師会】  

１ ． 電子処方せん の ト ラ ブ ル 事例及び課題  

 電子処方せん の 運用を 開始し て い る 医療機関は 徐々に 増え て い る が 、厚生労働

省 ホ ー ム ペ ー ジ に よ る と ７ 月 ７ 日時 点 で の 新 潟県 に お け る 電 子 処 方 せん 対 応 の

医療機関は 医科診療所が 50 件と の こ と で あ り 、 病院で は 対応可能な 医療機関が

な い 状況で あ る 。 こ の よ う に 本県で は 普及の 途上に あ る た め か 、 今の と こ ろ ト ラ

ブ ル 事例も 把握し て い な い 。  

 電子処方せん の 最大の メ リ ッ ト は リ ア ル タ イ ム な 情報の 反映に よ り 、重複投薬

や併用禁忌の チ ェ ッ ク が 瞬時に 行わ れ 、安全で 無駄の な い 処方が 行わ れる こ と と

考え る 。こ の メ リ ッ ト を 活か すた め に は 地域全体で 電子処方せん が 活用さ れ る 必

要が あ り 、 現時点に おい て 対応可能な 医療機関の 少な さ が 課題と も い え る 。  

２ ． 電子カ ル テ 共有化の 問題点  

 「 医療 D X の 工程表」 に よ れ ばオ ン ラ イ ン 資格確認、 電子処方せん の 次に 開始

さ れ る サ ービ ス に 位置付け ら れて い る が 、医療機関は 昨年４ 月に 義務化さ れ た オ

ン ラ イ ン 資格確認への 対応で すら 手一杯の 状況に あ る 。令和７ 年度か ら 運用を 開

始する 予定と さ れ る が 、すべて の 医療機関か ら 電子カ ル テ 情報共有サ ービ ス の 理

解が 得ら れ 、か つ導入に 向け て の 作業工程だ け で ど れ ほ ど の 時間が か か る か 分か

ら な い 。 国が 示し て い る 工程あ り き で 、 現場の 混乱を 無視する よ う な 強引な 進め
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方が 行わ れ な い か 危惧し て おり 、医療 D X 政策に つい て い け な い 医療機関を 切り

捨て る よ う な 事が 無い よ う 医師会と し て 強く 主張する 必要性を 感じ る 。  

 

【 栃木県医師会】  

１ ： 薬局全て が 対応出来て い な い た め 、 対応に 躊躇する 。  

ま た 、 電子処方せん に 対応する た め に は 、 医療機関の 電子カ ル テ を 改修する

こ と に な る た め 、僅か な 加算点数だ け で は そ の 費用を ま か な う こ と は 不可能で

あ る 。  

２ ： 電子カ ル テ の 共用の 先に は 、 患者への カ ル テ 共用が あ る 。  

  厚労省は 既に 、傷病名に つい て は 患者が 直接確認出来る よ う に する と 表明し 、

説明用の 資料を 公表し て い る 。  

こ れ ら を 理解し て い な い 医師は 多い の で は な い か 。  

日本医師会は 、 カ ル テ は 患者の 物で あ り 、 カ ル テ の 常時開示を 進め る と い う

事は 当然と 考え 、 厚労省と 共に 医療 D X 推進の 方向で い る の か を 聞き た い 。  

  電子カ ル テ の 入れ 替え や維持費は 、小さ な 開業医に と っ て は 莫大な 金額で あ

る 。  

  僅か な 加算点数で は 、 こ れら の コ ス ト を ま か な う こ と は 不可能で あ る 。  

国の 方針と し て 電子カ ル テ の 共有を 図る の で あ れ ば、僅か な 加算点数で は な

く 、 国庫か ら の 資金で 賄う べき で は な い か 。  

 

【 山梨県医師会】  

電子カ ル テ の 普及が 進ま な い 理由と し て は 、 ①I T 機器への 苦手意識、 ②紙カ

ル テ か ら の 移行が 大変、 ③導入コ ス ト が 高い 、 ④災害やセ キ ュ リ テ ィ に 対する 不

安、 が あ げ ら れ る 。 レ セ プ ト 件数に 関わ ら ず、 導入コ ス ト は さ ほ ど 差は 無い と 思

わ れ る た め 、 件数の 少な い 医療機関で は 導入メ リ ッ ト は 感じ に く い 。 機器の 維持

費も か か り 、 概ね５ ， ６ 年毎に は 機器更新が 必要と な る 。  

ク ラ ウ ド 型電子カ ル テ で は こ れら の 必要は 少な い が 、月々の 維持費が 高く な る 。

電子カ ル テ 導入義務化に 伴い 医院を 閉鎖する こ と に 至る 声も 聞こ え て く る 。オ ン

ラ イ ン 資格確認機器導入時よ り 多く の 補助が 必要で あ る 。  

電子処方せん に 関し て は 、オ ン ラ イ ン 資格確認が 義務対象施設で ほ ぼ 導入さ れ

て い る 事か ら 普及に は 支障が 無く な っ て い る 、し か し 導入コ ス ト 並びに 導入後の

維持費に く ら べ、 導入メ リ ッ ト は 感じ に く く 導入が 進ん で い な い 。 導入コ ス ト を

医療機関に 負担さ せる の で は な く 、 さ ら な る 点数加算か 導入補助金が 必要な る 。 

 

【 茨城県医師会】  

１ ．正直な と こ ろ 、現状ト ラ ブ ル事例が あ る ほ ど 、電子処方箋は 普及し て い な い 。

6/30 時点の 厚労省Ｈ Ｐ で の データ に よ れ ば、 運用開始施設数で 、 病院： 134 施

設、 医科診療所： 2 , 667 施設、 歯科診療所： 105 施設、 薬局： 22 , 432 施設、 と な

っ て い る が 、 当院担当の シ ス テ ム ベン ダ ーが 現場を みて い る 限り で は 、 実際に 電
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子処方箋を 目に する こ と は 現状皆無に 等し い と の 事で あ る 。 おそ ら く 、 ６ 月の 診

療報酬改定で 新設さ れ た 医療Ｄ Ｘ 推進整備加算を 算定する の に 、「 と り あ え ず、

電子処方箋を 発行で き る（ 受け 取れる ）体制を 整備し た 」だ け に と ど ま っ て おり 、

実稼働に は 至っ て い な い と 考え ら れ る 。 そ の 理由と し て は 、「 処方箋を 発行する

医療機関と し て も 、 処方箋を 受け 取る 薬局と し て も 、 患者と し て も 、 あ ま り メ リ

ッ ト が 感じ ら れ な い 」 か ら だ と 考え ら れ る 。  

電子処方箋の メ リ ッ ト と し て は 、 処方データ を ほ ぼリ ア ル タ イ ム で 医療機関・

薬局・ 患者と 共有する こ と で 、「 患者の 処方・ 調剤情報を 踏ま え た 質の 高い 診察・

処方」「 重複投薬の 抑制」「 疑義照会件数の 削減」な ど に 繋が る と 言わ れ て い る が 、

そ こ ま で 必要性を 感じ て い な い の で は な い か 。 加え て 、 電子処方箋は オ ン ラ イ ン

資格確認シ ス テ ム が 基盤と な っ て い る が 、こ の シ ス テ ム が 日々ネ ッ ト ワ ーク エ ラ

ーや保険情報照会の 不整合（ マ ス タ の 紐付け ミ ス ？） な ど に よ り ト ラ ブ ル が 絶え

な い た め 、 土台が し っ か り し て い な い 感が 否め な い 。  

電子処方箋が 普及する に は 、基盤と な る オ ン ラ イ ン 資格確認シ ス テ ム の 安定化

（ ネ ッ ワ ーク な の か 、 ク ラ ウ ド サ ーバ ーな の か ） やこ の シ ス テ ム に 関わ る 全て の

方 が メ リ ッ ト を 感 じ ら れ る よ う な 仕 組 みに し て い く 必 要 が あ る の で は な い か 。

（ 正直な と こ ろ 、 現状ど の 施設も 「 国が やれ と 言っ て い る の で 、 仕方な く やっ て

い る 」 感じ が する 。）  

２ ． こ の 問題に 関し て は 、 現状判明し て い る こ と は「 ３ 文書６ 情報の 共有」 と い

う こ と で あ る 。（ ３ 文書：「 健康診断結果報告書」「 診療情報提供書」「 退院時サ マ

リ ー」 ６ 情報 :「 傷病名」「 感染症」「 薬剤禁忌」「 ア レ ル ギ ー」「 検査」「 処方」） こ

れ ら の 情報を 、 厚労省が 定め る 統一規格に 基づい て 、 国に ク ラ ウ ド サ ーバ ーに ア

ッ プ ロ ード する こ と で 共有化を は か る と い う こ と な の だ ろ う と 思わ れ る が 、ま ず

間違い な く 、 各施設に 、 イ ニ シ ャ ル コ ス ト ・ ラ ン ニ ン グ 等の 負担を 強い る こ と に

な る と 考え ら れ る 。（ 各電子カ ル テ メ ーカ ーが 国か ら の 仕様に 基づき 、 統一規格

に 変換する た め の ソ フ ト 開発を 行う こ と に な る か ら 。）  

ま た 現 状 で は 、 医 科 診 療 所 に お け る 電 子 カ ル テ の 普 及 率 は 全 国 で 約 50 ％ と   

言わ れ て おり 、 残り 50％が 紙カ ル テ で あ る こ と か ら 、 オ ン ラ イ ン 資格確認シ ス

テ ム の 義 務 化 以 上 に ハ ー ド ル が 高 い と 言 わ ざ る を 得 な い 。 そ の た め 厚 労 省 は

2030 年に「 電子カ ル テ の 標準化」 を 掲げ て は い る が 、 残り ６ 年半の 間に 50％の

施設が 電子カ ル テ 化を する こ と は 、 非現実的で あ る と 考え ら れ る 。  

と な る と 、 電子カ ル テ 共有化が 制度と し て 始め た と し て も 、 一部の 電子カ ル テ

導入施設の みで の 情報共有で は あ ま り 意味を 成さ な い の で は な い か 。 ま た 、 オ ン

ラ イ ン 資格確認シ ス テ ム 義務化の 時も そ う だ っ た が 、こ の 国の 政策で あ る 医療Ｄ

Ｘ に つい て い け な い 施設が 次々と 閉院・ 閉局し て い く 可能性も あ る 。（ そ れ で も

国は こ の 一大事業を 推し 進め て い く つも り な の だ ろ う が 。）  

た し か に 、 患者の 立場か ら する と 、 こ の 電子カ ル テ 情報共有化と い う の は 、 あ

る 施設で 行っ た 検査結果の 情報な ど が 別の 施設で 共有さ れ れ ば、二重で 診療費を

支払う 必要が な く な る わ け で 、こ れ が ひい て は 医療費の 圧縮に 繋が る こ と を 考え
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れ ば、 電子処方箋よ り メ リ ッ ト を 感じ ら れ る か も し れ な い 。  

 

【 神奈川県医師会】  

１ ． 神奈川県医師会員へア ン ケ ート 調査を し た が 、 ま だ 実装し て い る 医療機関が

少な く 、 ト ラ ブ ル 事例や不満は 聞こ え て こ な い 。  

 すで に 導入し て い る 医療機関か ら は 、  

１ ）  重複処方に 気付け る  

２ ）  な り すま し に よ る 、 複数医療機関への 受診を 防げ る  

３ ）  対応で き る 薬局が あ れ ば、 患者到着を 待た ずに 調剤を 開始で き る  

な ど 、 メ リ ッ ト し か 聞こ え て こ な い 。 あ え て 挙げ る と する と 、 一度処方箋を 発行

する と 、 修正訂正する こ と が 面倒で あ る 点が デメ リ ッ ト で あ る 。 補助は あ る も の

の 導入費用と そ の 保守費用に つい て の 経営的負担が 問題で あ る 。  

 参考資料に 当会会員の エ ッ セ イ を 紹介する 。  

・ 参考資料： 神奈川県医師会報 905 号「 医療に 対する 私の 思い 」（ 令和 6 年 6 月

10 日発行）  

２ ． 全国医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ーム の 基盤整備は 重要で あ る 。 電子カ ル テ の 共有

化や医療機関を オ ン ラ イ ン で 結ん で 、 医療情報を 共有化で き る と な れ ば、 医療資

源・ 情報の 有効活用に は な る 。 是非と も 取り 組むべき で あ る と 考え る 。  

 電子カ ル テ 共有化に つい て は 、診療情報提供書を 患者の 手を 経ず直接相手に 送

れ る こ と は 有用で あ る 。ま た 診療情報提供書の 内容を デジ タ ル 情報と し て 受け 取

れ る こ と で 、 紙面に 記載さ れ て い る 情報を 読み取っ て 、 カ ル テ に 書き 写す、 処方

箋を 入力する 手間が 省け る メ リ ッ ト が あ る と 期待する 。  

 し か し 、共有化に 伴い 、現在の 診療報酬の 仕組みを 根本か ら 見直す必要が あ る 。 

 レ ン ト ゲ ン や CT 、 採血検査な ど の 点数に つい て 考え る 。 検査を 行い 、 判読・

診断し 、 そ の 結果を 患者へ説明する ま で が 当該点数に 含ま れ る 。 検査の 点数と 、

判断料が 分か れ て い る が 、 現在の 保険診療で は 、 検査を 行っ た 医療機関が 点数を

「 総取り 」 する 。 初診時の Ｃ Ｔ 判読な ど の 一部例外は あ る が 、 他医の 検査結果を

判断・ 説明し て も 、 検査を 行っ て い な い 医療機関に は 報酬が 設定さ れ て い な い 。 

 他医療機関で の 検査結果に つい て 、 患者の 求め に 応じ て 評価・ 診断・ 説明し た

場合に は 、 適切な 診療報酬が 用意さ れ る こ と が 必須で あ る 。  

ま た こ の 報酬は 、 最初に 算定し た（ 検査を 行っ た ） 医療機関と 同じ 点数で あ る べ

き で あ る 。  

 ま た 電子カ ル テ 共有化が 、電子カ ル テ メ ーカ ー間で の 乗り 換え が 簡単に な る よ

う な 標準化に つな が る よ う に よ り 積極的に 進め て も ら い た い 。乗り 換え が 簡単に

な る と い う こ と は 、 メ ーカ ー間で の 競争が 進み、 よ り ユ ーザ ーに 使い 勝手の 良い

電子カ ル テ と な る か ら で あ る 。  

 

【 群馬県医師会】  

医療情報取得加算、 医療 DX 推進体制加算が 新設さ れ た 。 国は オ ン ラ イ ン 資格
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確認体制と マ イ ナ ン バ ー受診率の 向上に 合わ せて 経時的に 3 段階に 分け て 算定

で き る 仕組みと し た が 、 要件や導入コ ス ト 等考慮する と ハ ード ル が 高い 。 ま た 、

全国的に も マ イ ナ 保険証の 利用率は 17%前後で 伸び悩ん で い る 。 高齢者が 入所す

る 介護施設で の マ イ ナ ン バ ーカ ード 取得も 進ん で おら ず、取得率向上の た め に 県

内一部の 市町村で は 職員が 代行し て 取得に 繋げ て い る が 、 進ま な い 。  

医療 DX を 進め る こ と に 異論は な い が 、 ト ラ ブ ル が 多く 安全面への 不安が 高い

マ イ ナ 保険証の 普及の た め に 、加算点数に 差を つけ て ま で 強引に 誘導する やり 方

に 憤り さ え 感じ る 。 マ イ ナ ン バーカ ード の 特徴で あ る 、 医療保険情報以外の 幅広

い 個人情報が 包含さ れ る と い う 点が 変わ ら な い 限り 、今後も 大幅な 普及は 期待で

き ず、 医療 DX の 障壁に すら な り か ねな い と 考え る 。  

ま た 、 医療 DX 整備の 算定要件と し て 電子処方箋と 電子カ ル テ 共有サ ービ ス の

体制確保と あ る 。 全国の 電子カ ル テ 普及率は 2022 年の 厚生労働省の データ で は

200 床未満の 病院で 48. 8%、 一般診療所で 49. 9%で あ り 、 群馬県の データ で は 病

院で 54. 5% ( 群馬県保健医療計画第 7 章第 14 節) 、 診療所の 導入に つい て は 正確

な 数字は 確認で き な か っ た 。  

一方、 電子処方箋発行の 準備が で き て い る の は 、 病院 1/127( 0. 0078%) 、 診療所

43/1573 ( 0. 023%) 、 歯科 1/977 ( 0. 001%) 、 薬局 360 /984 ( 37. 5%： 県薬剤師会デ

ータ ) で あ っ た 。 群馬県内の ド ラ ッ グ ス ト ア チ ェ ーン 店は 373 店舗で あ る 。 薬局

で 電子処方箋を 導入し て い る 多く は 、 大手を 中心と し た チ ェ ーン 店で あ る 。  

電子カ ル テ 、電子処方箋の メ リ ッ ト と し て は 、情報共有の 円滑化、業務の 効率化、

働き 方改革、 災害的対応強化な ど 様々な も の が あ り 、 次世代社会の た め に 進め な

く て は い け な い が 、 現時点の デメ リ ッ ト と し て 費用の 問題、 情報セ キ ュ リ テ ィ 、

標準化の 問題そ し て 診療報酬等々が あ り 、オ ン ラ イ ン 資格確認の 時と 同様に 多く

の 混乱が 予想さ れ る 。  

ま た 、 ド ラ ッ グ ス ト ア 業界で は 、 大手同士の M&A が 進み、 地方中心に チ ェ ーン

店の 吸収合併が 起き て い る 。 Amazon ジ ャ パ ン は ヘル ス ケ ア が 提供可能な 薬局と

パ ート ナ ーシ ッ プ を 組ん で 取り 組みを 進め る 意向を 示し た 。 今後、 医師会側への

影響も 看過で き な い 事態が 生じ る こ と を 危惧する 。  

貴会の ご 質問に 回答する 。  

１ ． 処方箋の ト ラ ブ ル 事例課題に つい て  

群馬県の 電子カ ル テ 運用の 実態は 報告し た 。事例や課題に つい て 不明で あ る が 、

予想さ れ る も の と し て は 、 シ ス テ ム 障害、 処方情報の 伝達遅延や誤り な ど に よ っ

て 医療機関が 混乱する こ と 、 操作ミ ス の 増加、 セ キ ュ リ テ ィ 問題、 不正ア ク セ ス

やデータ 漏洩、 ま た 高齢者が 多い 地域で の 対応の 困難さ 、 さ ら に 電力供給が 停止

の 場合の 問題な ど が 考え ら れ た 。  

２ ． 電子カ ル テ の 共有化 

電 子 カ ル テ の 共 有 化 に と っ て 医 療 情 報 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム は 全国 の 医 療 機 関 を

結ぶ基盤と な る 。 諸外国に おい て は 、 国家プ ロ ジ ェ ク ト と し て 国主導で プ ラ ッ ト

フ ォ ーム は 立ち 上げ 、 電子カ ル テ は オ ープ ン な 環境の も と 共有化さ れ て い る 。 厚
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労省は モ デル 事業（ 電子カ ル テ 共有サ ービ ス 、 標準型電子カ ル テ ） を 医療 DX の

推進に 関する 工程表の 中で 進め て い る が 、 標準型電子カ ル テ α版が 開発さ れ 、 広

ま り 、 API で 医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ーム に 繋が れ ば良い こ と だ と 考え る 。  

さ ら に 群 馬 県 医 師 会 で は 知 事 と の 意 見 交 換会で 医 療 費 助 成 の 受 給 者 証 や 診 療

券と し て 利用さ れ る PMH ( Publ i c  Medi ca l  Hub) の 仕組みを 市町村に 導入し 、 こ

れ に よ っ て 各種医療費助成、 予防接種、 母子保健等の 情報達成を 実現し 、 自治体

サ ービ ス と 医療サ ービ ス を 繋げる よ う に 要望し た と こ ろ で あ る 。  

一方、新た な 企業に よ る 遠隔地か ら の オ ン ラ イ ン 診療で 地域医療が 蹂躙さ れ る

懸念が あ る 。過疎地や地域内の 顔の 見え る 医療が オ ン ラ イ ン 診療や遠隔医療で 繋

が り 、地域で おき る 孤独死や家庭内暴力な ど 地域住民と 解決し な け れ ばい け な い

問題を 解決し て い く こ と が 求め ら れ て い る 。医師会は 地域住民と と も に あ る の で

あ っ て 、顔も 見え な い 診療体制が オ ン ラ イ ン で 入っ て く る こ と は 経済優先に よ る

診療行為で あ り 、医の 本質の 対極に あ る こ と を は っ き り と 認識する べき と 考え る 。

国の 目指す地域医療包括ケ ア シ ス テ ム の 自助、 共助、 公助の シ ス テ ム を 潰すこ と

に つな が る と 懸念する 。  

 

【 埼玉県医師会】  

1．電子処方せんのトラブル事例と課題 

埼玉県に おけ る 令和 6 年 6 月上旬で の 電子処方せん の 導入率は 、 調剤薬局が

約 30%で あ っ た 一方、 医療機関に つい て は 約 3％と き わ め て 低調で あ る 。 そ の た

め 、電子処方せん の ト ラ ブ ル 事例の 報告も 今の と こ ろ ほ と ん ど 医師会ま で 上が っ

て き て い な い 。  

本会へ報告の あ っ た 1 件は 、 電子処方せん を 発行し た と こ ろ 、 調剤薬局で 処方

せん に 疑義が あ り 処方せん の 修正が 必要で あ っ た が 、シ ス テ ム 上で は 修正が で き

な い 事象で あ っ た 。 当該医療機関は シ ス テ ム ベン ダ ーか ら「 現時点で は シ ス テ ム

上で は 、電子処方せん 発行後の 修正が で き な い た め 電子処方せん を 発行し な い よ

う に 」 と 申し 入れ を 受け た と の こ と で あ る 。  

電子処方せん の シ ス テ ム は ま だ ま だ 不安定で あ り 、シ ス テ ム ベン ダ ーの 対応も

き わ め て 遅れ て い る と 言わ ざ る を 得な い 。シ ス テ ム ベン ダ ーが 十分に 対応で き な

い 現状を 考え る と 、 補助金に 釣ら れ て 拙速に 導入せず、 医事会計シ ス テ ム の リ プ

レ イ ス 時に 電子処方せん 機能を 追加搭載する 方が 、コ ス ト 的に も シ ス テ ム の 安定

性の 点か ら も 最善で あ ろ う と 考え る 。  

 電子処方せん の シ ス テ ム に は 、 リ ア ル タ イ ム で 他院の 調剤情報が 確認で き て 、

併用禁忌や、 重複処方の ア ラ ート が 表示さ れ る な ど 、 数多く の メ リ ッ ト が あ る 。

し か し 、 こ れ ら の メ リ ッ ト を 享受する に は 、 ほ ぼ 全て の 医療機関と 調剤薬局が 参

加し て い る こ と が 必要で あ り 、 そ う で な い と 逆に デメ リ ッ ト に も な り 得る 。 医師

会と し て は 会員の 先生方に 不利益が な い よ う 、丁寧な 説明と 情報提供を 行な っ て

い く 必要が あ る と 考え る 。 一方、 日本医師会か ら は 国に 対し て 拙速な 導入促進を

行わ な い よ う 申し 入れ を 行な っ て い た だ き た い と 考え る 。  
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2．電子カルテ共有化の問題点 

医療 DX の ゴ ール の ひと つと し て 、 国は 全国医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ーム の 構築

を 提唱し て い る 。 オ ン ラ イ ン 資格確認シ ス テ ム を イ ン フ ラ と し て 、 そ の 中に 電子

処方せん シ ス テ ム を 構築し 、 加え て 電子カ ル テ 情報( ※3 文書 6 情報) を 共有し て

い く も の で あ る 。 カ ル テ 情報を デジ タ ル データ と し て 共有する た め に は 、 データ

の 形式が 統一さ れ た フ ォ ーマ ッ ト で な け れ ば相互の 閲覧は 不可能で あ る 。  

すで に 稼働し て い る 電子カ ル テ に つい て は 、共有情報を 標準フ ォ ーマ ッ ト で 出力

する 機能を 追加し な け れ ばな ら な い 。こ の た め の シ ス テ ム 改修に は 大き な コ ス ト

が か か る こ と が 予想さ れ る 。ま た シ ス テ ム が 旧式の た め 改装そ の も の が 出来な い

も の も あ る 。電子カ ル テ を 入れ換え る タ イ ミ ン グ で 標準規格の データ 出力が で き

る 機能を 実装する こ と が コ ス ト 的に も ベス ト で あ ろ う 。  

一方、 紙カ ル テ を 使用し て い る 医療機関に つい て は 、 現在、 国が 標準型電子カ

ル テ の 開発に 着手し 、配布を 考え て い る 。2024 年度後半に α版を リ リ ース し て 、

2026 年度に は 本格版を 提供する 予定と い う 。 こ れ は 、 紙カ ル テ を 完全に 電子カ

ル テ に 置き 換え る こ と を 強制する も の で は な い と ア ナ ウ ン ス さ れ て い る 。紙カ ル

テ を 運用し つつ、 3 文書 6 情報を 端末に 入力し て 公開する シ ス テ ム と な る も の と

予想さ れ る 。  

少な く と も 医療機関に と っ て は 経済的な 負担と データ 入力の 手間が 増え て 、日

常診療に 負担が 生じ て 支障が 出な い と も 限ら な い 。 ま た 、 機微な 情報を 公開する

以上、 セ キ ュ リ テ ィ ー対策も よ り 強固な も の と する 必要が あ り 、 こ の た め の コ ス

ト も 無視で き な い 。  

 医療 DX は 、 安心・ 安全な 医療を 効率的に 提供する た め の ツ ール で あ り 、 医療

DX そ の も の を 目的と し て は な ら な い 。 拙速な 医療 DX の 推進は 、 厳に 慎むべき で

あ る 。  

※3 文書: ①診療情報提供書、 ②退院時サ マ リ ー、 ③健康診断結果報告書 

※6 情報: ①傷病名、 ②ア レ ルギ ー情報、 ③感染症情報、 ④薬剤禁忌情報、  

⑤検査情報、 ⑥処方情報 

 

【 千葉県医師会】  

電子カ ル テ 情報共有は 医療 D X の 一環と し て 2025 年４ 月か ら の 開始が 予定さ

れ て い ま す。 し か し 、 厚労省の 資料に よ り ま すと 令和 2 年の 電子カ ル テ の 普及率

は 病院で 57 . 2％、 200 床未満の 病院に 限る と 48 . 8％、 診療所で 49 . 9％と な っ て

い ま す。  

電子カ ル テ 未導入の 施設は 導入の た め に ハ ード やソ フ ト の 購入、ネ ッ ト ワ ーク

環境の 整備が 必要と な り 高額な 初期費用が 必要と な る だ け で な く 、電子カ ル テ を

設置し て も すぐ に 移行で き る わ け で は あ り ま せん 。操作の た め の ト レ ーニ ン グ が

必要で あ り 慣れ る ま で は 時間が か か り 診療に 影響が 出る 恐れ が あ り ま す。 ま た 、

す で に 電 子 カ ル テ を 使用 し て い る 施 設 に お い て も 共有 シ ス テ ム へ の 接続 す る た

め に 改修の 必要と な り ま す。場合に よ っ て は 業務や運用の た め の 人材が 必要と な
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る こ と も 考え ら れ ま す。 い ずれ の 場合も 導入費用だ け で な く 維持・ 保守費用が か

か り ま すが 、 補助金制度で は 不充分と 思わ れ ま す。  

オ ン ラ イ ン 資格確認シ ス テ ム 導入の 際に ベン ダ ーに よ り 導入・ 保守費用に 差が

あ っ た の は 既知の 通り で あ り ま す。電子カ ル テ 導入およ び共有化に つい て も 国に

よ る 十分な 補償も し く は 無償提供な ど が 必要と 考え ま す。医療機関の 規模の 大小

に か か わ ら ず現状を 把握し 、無理の な い ス ピ ード で 電子カ ル テ 共有化を 進め て い

た だ き た い と 思い ま す。  

具体的な 意見を 伺い ま し た と こ ろ 、 電子処方箋に つい て は 、 県内に 一部モ デル   

地域が あ り ま すが 、 導入し て い な い 施設が ほ と ん ど で し た 。 電子カ ル テ の 共有化

に つい て 、 シ ス テ ム 障害に よ る 診療への 影響を 危惧する 声が あ り ま し た 。 シ ス テ

ム 障害や災害時の 想定等で 、あ え て 紙カ ル テ を 選択し て い る 医療機関が 見ら れ ま

し た 。  

電子カ ル テ と は 関係が な い 部分で すが 、 オ ン ラ イ ン 資格確認に つい て 、 小児や

障が い 者への 対応の 問題点の 指摘が あ り ま し た 。  

 

【 東京都医師会】  

１ ． 電子処方せん の ト ラ ブ ル 事例及び課題  

東京都の 電子処方箋対応医療機関は 、 7 月 14 日時点で 薬局 2 , 133 施設（ 主と

し て 大手チ ェ ーン 所属） で あ る の に 対し 、 診療所は 358 施設、 病院に 至っ て は 4

施設し か な い（ 参考： 令和 4 年度東京都医療機関数： 診療所 14 , 689 件、 病院 629

件）。 こ れ で は 実事例に つい て の 報告も 上が っ て 来よ う が な い 。 従っ て ト ラ ブ ル

事例は な い 。  

課題を 以下に 列記する 。  

①500 床以上の 病院で 導入さ れて い る 富士通 Ja pa n 、 N E C/SE C な ど と 言っ た

電 子 カ ル テ シ ス テ ム は 単 純 に 主 た る 電 子 カ ル テ シ ス テ ム の み で 動 作 し て い る

わ け で は な い 。例え ば救急部門で は 通常の 電子カ ルテ で は な く 別の 業者が 構築

し た 部門シ ス テ ム で 動作し て おり 、 単純に「 処方箋を 出す」 と い う 動作も 病院

ご と で あ っ て も 単一の 方法で 運用で き る わ け で は な い 。さ ら に 電子処方箋を 発

行 す る た め に は 医 師 そ れ ぞ れ が 医 師 資 格 証 を 保 有 し な け れ ば な ら な い こ と も

病院で 導入する 困難さ の 元凶に な っ て い る 。こ う し た 複雑な 大病院に おけ る 電

子 カ ル テ 事 情 を 考 慮 せ ず に 策 定 さ れ た 電 子 処 方 箋 シ ス テ ム に は 疑 問 を 抱 か ざ

る を 得な い 。  

②処方引換証は 現在で も ま だ 紙ベース で あ り 、そ れ は 旧来の 処方箋と ほ ぼ 同一

の 形式で 標題を 変え て い る だ け に 過ぎ な い 。電子的な 引換証は 患者自身の ス マ

ホ ア プ リ で あ る マ イ ナ ポ ー タ ル あ て に 発 行 さ れ る が そ れ を 日 常 的 に 提 示 す る

こ と は 簡単で は な い 。こ の 引換証を も っ と 利便性の 高い も の に 開発を 進め る こ

と が 急務で あ る 。 例示する な ら ば、 電子処方箋が 発行さ れ た 患者は 自分の マ イ

ナ ン バ ーカ ード を 薬局で 提示・ タ ッ チ すれ ば薬局側で 電子処方箋が 確認で き る

よ う な イ ン タ フ ェ ース に ま で 昇華すべき で あ る 。  
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２ ． 電子カ ル テ 共有化の 問題点  

国 が 開 発 を 進 め て い る 標 準 型 レ セ コ ン や 標 準 型 電 子 カ ル テ は 、 あ く ま で も

2030 年 ま で に 電 子 カ ル テ 情 報 標 準 化 に 対 応 が 困 難 な 紙 カ ル テ や オ ン プ レ ミ ス

（ サ ーバ を 自院に 置い て い る ） 電子カ ル テ に 固執し て い る 医療機関への 対策に 過

ぎ な い こ と を 周知すべき で あ る 。診療所や中小病院で は 電子カ ル テ は すべか ら く

ク ラ ウ ド 化に 向か わ ねばな ら ず、大病院の 電子カ ルテ も 共有化の 必要な データ は

ク ラ ウ ド 化が 必須で あ り 、そ の 両者が 国の 医療情報プ ラ ッ ト フ ォ ーム の サ ーバ と

適確な A PI 連携に よ っ て 3 文書 6 情報を H L 7  F H I R 規格で やり 取り で き る よ う

に すれ ばよ い だ け で あ る 。  

厚 生 労働 省 で は 今 後 の 電子 カ ル テ の 共 有 情報を 旧 来 の 地 域 医療 連 携 で 取 り 交

わ さ れ て い た 画像や医療記録・ 看護記録に ま で 拡げ よ う と い う 表現が あ っ た が 、

昨年あ た り か ら だ い ぶ論調が 変化し て き た 。そ れ は 電子カ ル テ だ け で も 扱う デー

タ 量が 膨大と な り 、 そ の 他の 予防接種・ 介護・ 母子保健・ ヘル ス ケ ア と 言っ た 分

野ま で を 包括し て い く に は 、現在の 構想に おけ る 中央集権的な 構成を と っ て 社会

保 険支 払 基 金 が 用 意 する サ ー バ の 限 界 を 見 越 せる よ う に な っ て き た こ と に 起 因

し て い る の で は な い か 。 従っ て 、 電子カ ル テ の 将来に おけ る 全般的共有を 目指す

た め に は 、 サ ーバ 構成を 分散型に 変更し て い く こ と が 必須で あ る 。 分散化・ 冗長

化が 実現で き れ ば、単純な ハ ッ キ ン グ で 一部の サ ーバ が 機能不全に 陥っ て も 全体

の シ ス テ ム を 止め る こ と な く 運用継続が 可能と な る 。 ま た 、 こ れ ま で の 地域医療

連携の 骨格を 担っ て き た SS-M I X 2 規格で の 連携を 地域的な も の に 留め る こ と な

く 、 全国的な 応用が で き る シ ス テ ム へと 拡張すべき で あ る 。  

 

【 長野県医師会】  

１ ． 電子処方せん の ト ラ ブ ル 事例及び課題  

○本県の 導入状況（ 日医総研の ワ ーキ ン グ ペーパ ーよ り （ 令和 6 年 5 月 19 日時

点））  

 病院： 1（ 導入率 0 . 8％）  

 診療所： 37（ 導入率 2 . 3％）  

 薬局： 298（ 導入率 29 . 4％）  

 と な っ て おり 、 医療機関で の 導入率は 極め て 低い 状況で あ る 。   

ラ ン ニ ン グ コ ス ト に 見合っ た 診療報酬で な い の で 、導入を 推進する の で あ れ ば、

補助金の 増額や作業負担の 軽減等更な る 支援が 必要だ と 考え る 。  

○ト ラ ブ ル 事例及び課題  

 中・ 小規模の 薬局は 、 対応で き な い と こ ろ が 多く 、 か か り つけ 患者が 困る の で

は な い か 。 本来で あ れ ば、 薬局が 完備さ れ て か ら 、 医療機関で 導入と い う 話で は

な い だ ろ う か 。  

 今後、 電子処方せん の 導入に よ り 、 処方せん への 記載事項が 増え る こ と が 予想

さ れ 、 医療機関側の 手間が 増え る こ と が 懸念さ れ る 。  

２ ． 電子カ ル テ 共有化の 問題点  
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 国が 進め る 医療 D X に おい て 「 2030 年に は 概ねすべて の 医療機関に おい て 必

要な 患者の 医療情報を 共有する た め の 電子カ ル テ の 導入を 目指す」 と し て い る が 、

現在、 紙カ ル テ を 使っ て い る 先生も 多い こ と か ら 、 そ う い っ た 先生に 対する フ ォ

ロ ーが 必要と 考え る 。  

医療 D X 推進体制整備加算が 新設さ れ た が 、電子カ ル テ 共有化サ ービ ス の 体制

確保が 算定要件と な っ て おり 、 こ れ を 足掛か り に 患者情報の 共有化、 ひい て は 国

に よ る カ ル テ やレ セ プ ト の チ ェ ッ ク を 視野 に 入れ て い る の で は な い か と 危 惧 し

て い る 。  

 ま た 、 サ イ バ ーセ キ ュ リ テ ィ 対策と し て B CP の 作成が 義務化さ れ 、 医療機関

の 手間が 増え る 一方で あ る 。  
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令和６ 年度  関東甲信越医師会連合会   

医療保険部会  

 
                                                          出席 者 名簿( 敬 称略)  

 

【 来 賓 】 （ １ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

日 本 医 師 会 常 任 理 事 長 島 公 之  

 

【 新潟県 】 （ ３ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会  長 川 合 千 尋   

理  事 吉 澤 弘 久   

業務課係 長 今 井 悠 太  

 

【 栃木県 】 （ ３ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

常任 理事 依 田 祐 輔   

常任 理事 佐 田 尚 宏   

次  長 内 川   崇   

 
【 山梨県 】 （ ４ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

理  事 武 井 治 郎   

理  事 羽 田 義 信   

理  事 原     理   

医師国保課長  柳 澤 征 紀   

 

【 茨城県 】 （ ３ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会  長 大 場 正 二   

常任 理事 新 澤   岳   

業務 課課長補佐  平 野 健太 郎  
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【 神奈川 県】 （ ３ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

理  事 渡 辺 雄 幸   

理  事 藤 倉 寿 則   

保険医療・ 学 術 課主 事 荒 井 敬 登   

 

【 群馬県 】 （ ４ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会  長 西 松 輝 高   

副 会  長 川 島   崇   

理  事 長 坂 資 夫   

業務２ 課 長 遠 間 弘 之  

 

【 埼玉県 】 （ ５ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会  長 廣 澤 信 作   

常任 理事 小 室 保 尚   

理  事 風 間 浩 美   

業務 課長 菅 沼 俊 昭   

業務 課業務Ⅱ担 当副主幹  山 口 和 哉  

 

【 千葉県 】 （ ３ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会 長 寺 田 俊 昌   

理  事 佐 藤 孝 彦   

管理 調整課係員  丸   知 里  

 

【 東京都 】 （ ４ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

副 会 長 蓮 沼   剛   

理 事 目々澤   肇   

理 事 荘 司 輝 昭   

医療保険課長  山 口 真由美   
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【 長野県 】 （ ５ 名）  

役 職 名 氏  名  備  考  

常務 理事 溝 口 圭 一   

理  事 塩ノ 﨑 文 博   

保険 医療課係長  柳 澤 國 勇  

経理課係 長 赤 松 達 郎  

保険医療課係  増 田 早 希   

 

計３ ８ 名 

 



1

医療保険部会

検討テーマ ２．ベースアップ評価料について

追加資料

2024年５月２１日開催

財政制度等審議会の資料
神奈川県医師会



2

審議会での議論の要点
• 診療報酬を適正化 →診療報酬を減らす

• 医療DX → 効率的な医療で医療資源の有効活用

• 医師偏在対策

• かかりつけ医機能が発揮される制度の整備
→フリーアクセスの制限？

• 診療・経営情報の見える化
→ 診療報酬と医療従事者の給与をガラス張り

• 薬剤についてOTCの利用、自己負担増

• 金融所得・金融資産を含めて、幅広く税収を得る

• 高額療養費制度の見直し

質の高い
医療の

効率的な提供

保険給付範囲の
見直し

負担の公平化



3

財務省が喉から手が出るほど欲しい情報
そのまま提出している点数が
なかったでしょうか？
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　 診療報酬改定で医療DX 加算が算定でき る よ

う になり ま し た。 その算定基準の１ つに電子処

方箋の対応を令和６ 年度中に行う こ と が示さ れ

ていま す。

　 ま だま だ普及率が低い電子処方箋ですが， 電

子処方箋管理サービス への登録は毎月伸びてき

て， 2024年４ 月現在70万件を超えていま す。

　 当院では 2023年９ 月から マイ ナ保険証の方

には原則全て電子処方箋を発行し てま す。 こ れ

ま での経緯をお示し し たいと 思いま す。 導入を

検討さ れている 医療機関のお役に立てれば幸い

です。

₁ ． 導入

　 厚生労働省は否定し ていま せんが， 実際紙カ

ルテでの運用は難し いと 思いま す。 ま た電子カ

ルテも 電子処方箋に対応し ている と こ ろと ， そ

う でないと こ ろがあり ま す。 すでに対応し てい

る ， ま たは対応予定のベンダーを選ぶこ と が大

切です。 最新の情報は医療機関等向け総合ポー

タ ルサイ ト に毎月公表さ れてま すので， 必ずそ

ちら でご確認く ださ い。 対応予定も 記載さ れて

いないベンダーは選ばないこ と が大切です。

₂ ． 運用

　 マイ ナ保険証で受付をし た方で， 電子処方箋

を希望さ れる 方には電子処方箋が発行可能にな

り ま す。 薬剤情報・ 診療情報の確認， 特定健診

の確認をし て診察後， 電子カルテに処方内容を

記載し ま す。 その後電子処方箋発行ボタ ンをク

リ ッ ク し ま す。 する と 電子カルテから オンラ イ

ン資格確認のパソ コ ンを通じ て， 電子処方箋を

登録し ま す。 こ の時， 他の医療機関も 電子処方

箋で発行し ていれば， 併用禁忌を教えてく れま

す。 ま た重複チェ ッ ク も し てく れま す。 今ま で

お薬手帳を確認し て， 調べてそれから 処方し て

いたのが，電子化さ れる と 瞬時に確認でき ま す。

引換番号を記載し た控えが発行さ れま す。 こ ち

ら は導入初期に印刷し ていま し たが， 現在はマ

イ ナポータ ルでご本人に確認し ても ら っている

ので印刷し ていま せん。 完全にペーパーレ ス で

す。

　 薬局で処方さ れる と ， 電子カルテの調剤ボタ

ンをク リ ッ ク する と 調剤結果を見る こ と ができ

ま す。 ジェ ネリ ッ ク 等で何が処方さ れたか確認

でき ま す。 ま た薬局から の連絡事項も 確認でき

ま す。

　 一度使い始める と ， 今ま でと は全く 違う ， よ

り 正確で質の高い医療を 提供でき る と 思いま

す。

₃ ． 電子処方箋の導入及び新機能への補助

　 電子処方箋の導入については補助金があり ま

す。 支払基金と 神奈川県です。 支払基金への申

請は医療機関等向け総合ポータ ルサイ ト から ，

ま た神奈川県はHP から ， それぞれ申し 込むこ

と になり ま す。 助成金と 併せて診療所の場合

3/4支給さ れま すのでお得です。

　 　 電 子 処 方 箋

川崎市医師会　 大　 塚　 宏　 之

参考資料
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施策名：電子処方箋の活用・普及の促進事業

① 施策の目的

③ 施策の概要

④ 施策のスキーム図、実施要件（対象、補助率等）等

② 対策の柱との関係

⑤ 施策の対象・成果イメージ（経済効果、雇用の下支え・創出効果、波及プロセスを含む）

オンライン資格確認等システムを導入した概ねすべての医療機関・薬局における電子処方箋管理サービス

の導入に向けて、その導入費用の助成を支援することで電子処方箋の活用・普及を促進する。

都道府県が第四期医療費適正化計画に基づき実施する電子処方箋の活用・普及に向けて、都道府県がその環境整備として行う医療機関等への導入

費用の助成を補助する。

電子処方箋の活用・普及を促進することにより、質の高い効率的な医療の提供に向けた医療DXの推進を図ることができる。

➣都道府県は活用・普及の促進施策の実施に向けて、電子処方箋の運用開始施設を一定数確保することにより、運用実績から得られる課題やデータ等に

関するリソースを確保。

➣運用開始施設を確実に確保するため、都道府県は導入費用に関する助成金※を支給し、給付を受けた施設は一定期間都道府県の取り組みへ協力。

（モニター、アンケート、セミナー、広報資材作成、データ提供等の協力が考えられる。）

※助成金と他の補助金を併せて受給することが可能（導入費用に対する財政支援全体の割合：病院1/2、診療所・薬局（大手除く）3/4、大手ﾁｪｰﾝ薬局1/2）

厚生労働省医療機関・薬局 都道府県

補助金申請

補助金交付

(実施主体：都道府県、補助率：国2/3、都道府県1/3)

【○電子処方箋の全国的な普及拡大や機能向上の推進】 令和５年度補正予算 167億円
※一般会計
※補正新規

医薬局総務課
（内線2195）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ

○

助成金申請

助成金支給

（電子処方箋導入施設）

各都道府県

事業の概要・スキーム

医薬・生活衛生局総務課（２１９５）

① 令和４年度から実施している医療機関・薬局に対する電子処方箋管理サービスの導入に係る費用への補助について、令和６年３月末までに導入し
た施設への特例補助率の適用を令和７年３月末導入施設までに継続した上、引き続き、令和６年度導入施設への補助を実施。

（補助の対象となる費用）
ア．基本パッケージ改修費用︓電子カルテシステム、レセプト電算化システム等の既存システム改修にかかる費用
イ．接続・周辺機器費用︓オンライン資格確認端末の設定作業、医師・薬剤師の資格確認のためのカードリーダー導入費用（カード取得費用は除く）
ウ．システム適用作業費用︓現地システム環境適用のための運用調査・設計、システムセットアップ、医師、運用テスト、運用立会い等

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

162.2万円を上限に補助
※事業額の486.6万円の

1/3を補助
(通常補助率:1/4)

108.6万円を上限に補助
※事業額の325.9万円の

1/3を補助
(通常補助率︓1/4)

19.4万円を上限に補助
※事業額38.7万円の
1/2を補助

(通常補助率︓1/3)

9.7万円を上限に補助
※事業額38.7万円の

1/4を補助
(通常補助率︓1/5)

19.4万円を上限に補助
※事業額38.7万円の
1/2を補助

(通常補助率︓1/3)

9

５．電子処方箋の導入及び新機能（機能拡充）への補助

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

200.7万円を上限に補助
※事業額の602.2万円の

1/3を補助

135.3万円を上限に補助
※事業額の405.9万円の

1/3を補助

27.1万円を上限に補助
※事業額54.2万円の
1/2を補助

13.8万円を上限に補助
※事業額55.3万円の

1/4を補助

27.7万円を上限に補助
※事業額55.3万円の
1/2を補助

① 令和７年３月末までに新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID
検索、調剤結果ID検索（薬局のみ）)と電子処方箋管理サービスの導入を同時に行った医療機関・薬局に対する費用への補助もあわせて実施。

大規模病院
（病床数200床以上）

病 院
（大規模病院以外） 診療所

大型チェーン薬局
（グループで処方箋の受付が
月４万回以上の薬局）

薬局
（大型チェーン薬局以外）

費用の
補助内容

45.2万円を上限に補助
※事業額の135.6万円を
上限に、1/3を補助

33.3万円を上限に補助
※事業額の100万円を上

限に、1/3を補助

12.3万円を上限に補助
※事業額24.5万円を
上限に、1/2を補助

6.4万円を上限に補助
※事業額25.6万円を
上限に、1/4を補助

12.8万円を上限に補助
※事業額25.6万円を
上限に、1/2を補助

② 電子処方箋を導入した医療機関・薬局に対して、電子処方箋管理サービスの新機能(リフィル処方箋、口頭同意による重複投薬等チェック結果閲覧、
マイナンバーカードによる電子署名対応、処方箋ID検索、調剤結果ID検索（薬局のみ）)導入費用の補助を実施。

社会保険診療報酬
支払基金

参考資料
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₄ ． HP KI カ ード

　 電子処方箋の発行にはHP KI カ ード が必要

です。 と こ ろが今後ご自身のマイ ナンバーカー

ド を活用し ， マイ ナポータ ルから 電子署名がで

き る よ う になる そう です。（ 2024.5現在ま だ詳

細は不明）

₅ ． まと め

　 今ま では前月のレ セプト が申請さ れる ま で，

薬剤情報が確認でき ま せんでし た。 電子処方箋

であれば， たと えば午前中診察処方さ れた内容

がすぐ 確認でき ま す。

　 電子処方箋に切り 替えてから ， 国のサーバー

には併用禁忌や重複処方がど のく ら い記録さ れ

ている のか，し みじ み考える よ う になり ま し た。

こ のよ う な素晴ら し いシス テムが， すでに構築

さ れ稼働し ている のです。

　 ま すま すの普及が望ま れま す。

５．電子処方箋の導入及び新機能（機能拡充）への補助

社会保険診療報酬支払基金からの補助金、都道府県からの補助金は、それぞれの申請期間にご注意ください。

都道府県からの補助金申請は

各都道府県のHPをご確認下さい

社会保険診療報酬支払基金からの補助金申請は

医療機関等向け総合ポータルサイトご確認下さい

厚生労働省HPから
医療機関等向け総合
ポータルサイトへの
リンクはこちらから

青森県、秋田県、山形県、
福島県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、
富山県、長野県、岐阜県、
愛知県、三重県、大阪府、
広島県、福岡県、熊本県

※今後、実施する都道府県
が増える可能性もあります

５月上旬時点で、群馬県、
埼玉県、東京都、神奈川県、
富山県、山口県、福岡県は
案内が開始されております
ので、申請方法・準備書類等
ご確認ください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪神奈川県薬務課からのお知らせ≫ 

神奈川県では、電子処方箋の新規導入及び電子処方箋の新た

な機能を導入した医療機関等に対し、導入に要する費用を補助

する事業を始めます。具体的な手続きが決まりましたら改めてお
知らせしますが、本補助申請にあたっては、あらかじめ支払基金
から電子処方箋管理サービスの導入等に係る費用の補助金の交付
決定を受けていることが必要ですので、申請を検討されている医
療機関におかれましては、早期の導入をお願いします。 

社会保険診療報酬支払基金 HP 

 受付開始済み 

神奈川県 HP 

 令和６年 8 月以降に、各医療機
関へ直接ご案内予定です 

参考資料



調査の概要

調査目的：診療報酬改定の医療機関への影響を把握し、他県医師会との会合及び日医や厚生労働省への提言等に活用する

調査対象：東京都医師会A会員　10,229名

調査期間：令和6年7月29日～8月31日

回答者数：1,307名（回答率：12.8%）

回答内訳：web:1286件、fax:21件

問1-1　主たる標榜科
件数 ％

内科 843 64.5%
外科 29 2.2%
小児科 102 7.8%
整形外科 46 3.5%
耳鼻科 58 4.4%
産婦人科 48 3.7%
皮膚科 29 2.2%
泌尿器科 17 1.3%
眼科 56 4.3%
精神科 34 2.6%
その他 45 3.4%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問1-2　年齢
件数 ％

20代・30代 40 3.1%
40代 206 15.8%
50代 406 31.1%
60代 423 32.4%
70歳以上 232 17.8%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問1-3　在宅医療提供の有無
件数 ％

行っている 346 26.5%
行っていない 865 66.3%
以前行っていた 81 6.2%
今後行いたい 13 1.0%

合計 1305 100.0%
無回答 2

「令和6年度 診療報酬改定に関するアンケート調査」集計結果

64.5%
2.2%

7.8%
3.5%
4.4%
3.7%
2.2%
1.3%
4.3%

2.6%
3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

内科

外科

小児科

整形外科

耳鼻科

産婦人科

皮膚科
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精神科

その他
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行っていな

い

66.3%
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1.0%
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3.1% 40代

15.8%

50代

31.1%
60代

32.4%

70歳以上

17.8%
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問2-1　改定後の生活習慣病管理料をスムーズに算定できていますか。
件数 ％

特に問題なく算定している 123 9.4%
時間と労力はかかるが、算定している 794 60.8%
他の疾病を主病に特定疾患を算定 65 5.0%
もともと対象３疾患の患者を診ていない 261 20.0%
その他 63 4.8%

合計 1306 100.0%
無回答 1

問2-2　生活習慣病管理料の算定時に必要な療養計画書（患者署名欄を含む）についてお聞きします。（複数選択可）
件数 ％

従前とあまり変わらない 302 23.2%
かなり時間がかかり、患者待ち時間が長く
なった

680 52.2%

説明が丁寧になり好評である 71 5.4%
患者さんから何かしらクレームが出た 165 12.7%
その他 97 7.4%

有効回答数： 1303

問3-1　ベースアップ評価料を算定していますか？
件数 ％

評価料１のみ算定 389 29.8%
評価料１と２を算定 58 4.4%
まだ算定していないが、今後算定予定 110 8.4%
現在算定していないし、今後も算定しない
予定

750 57.4%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問3-2　問3-1で「算定していない」場合、その理由を教えてください。（複数回答可）
件数 ％

手続きが煩雑であるため 642 77.3%
いつまで算定できるかわからないため 326 39.2%
患者負担が増えるため 332 40.0%
他の医療機関より医療費が高くなるため 153 18.4%
その他 56 6.7%

有効回答数： 831
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問4-1　医療DX推進体制整備加算を算定していますか？
件数 ％

算定している 635 48.6%
算定しているが、経過措置終了後は届出を
取り下げる予定

80 6.1%

まだ算定していないが、今後算定予定 161 12.3%
現在算定していないし、今後も算定しない 412 31.5%
その他 19 1.5%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問4-2　問4-1で「算定していない」場合、その理由を教えてください。（複数回答可）
件数 ％

手続きが煩雑であるため 392 73.1%
いつまで算定できるかわからないため 157 29.3%
患者負担が増えるため 132 24.6%
他の医療機関より医療費が高くなるため 55 10.3%
その他 35 6.5%

有効回答数： 536

問5-1　外来感染対策向上加算を算定していますか？
件数 ％

算定している 669 51.2%
算定しているが、経過措置終了後は届出を
取り下げる予定

13 1.0%

まだ算定していないが、今後算定予定 72 5.5%
現在算定していないし、今後も算定しない 523 40.0%
その他 30 2.3%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問5-2　問5-1で「算定していない」場合、その理由を教えてください。（複数回答可）
件数 ％

医療措置協定を締結したくない 181 31.6%
手続きが煩雑 327 57.2%
いつまで算定できるかわからない 117 20.5%
患者負担が増える 112 19.6%
他の医療機関より医療費が高くなる 57 10.0%
その他 70 12.2%

有効回答数： 572

問5-3　抗菌薬適正使用体制加算を算定していますか？
件数 ％

算定している 82 8.8%
算定していない 845 91.2%

合計 927 100.0%
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問6-1　データ提出加算（外来/在宅/リハ）を算定していますか？
件数 ％

算定している 71 5.4%
まだ算定していないが、算定のために準備
中

167 12.8%

現在算定していないし、今後も算定しない 780 59.7%
もともと加算対象を算定していない 262 20.0%
その他 27 2.1%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問6-2　問6-1で「算定していない」場合、その理由を教えてください。（複数回答可）
件数 ％

３か月ごとのデータ提出が煩雑 569 65.3%
算定のための手続きが煩雑 619 71.1%
患者負担が増える 186 21.4%
他の医療機関より医療費が高くなる 84 9.6%
その他 26 3.0%

有効回答数： 871

問7-1　電子処方箋について
件数 ％

既に導入済み 112 8.6%
今後導入予定 655 50.1%
導入予定なし 292 22.3%
電カルでないので導入できない 205 15.7%
その他 43 3.3%

合計 1307 100.0%
無回答 0

問7-2　リフィル処方箋について
件数 ％

既に活用中 201 15.4%
今後活用したい 186 14.2%
活用する予定はない 855 65.4%
その他 65 5.0%

合計 1307 100.0%
無回答 0
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問7-3　①長期収載品の選定療養化について
件数 ％

大いに賛成 60 4.6%
どちらかといえば賛成 388 29.7%
どちらかといえば反対 482 36.9%
大いに反対 318 24.3%
その他 58 4.4%

合計 1306 100.0%
無回答 1

問7-3　②長期収載品の選定療養化に関し気になる点（複数回答可）
件数 ％

患者への説明が煩雑 940 72.1%
生保やマル子等にも適用されるか不明 593 45.5%
患者の自己負担額がわかりづらい 843 64.6%
対象の長期収載品がわかりづらい 747 57.3%
その他 56 4.3%

有効回答数： 1304

問7-4　ジェネリック医薬品推奨について
件数 ％

妥当である 212 16.2%
供給体制が整備されているなら良い 855 65.4%
反対である 177 13.5%
その他 63 4.8%

合計 1307 100.0%
無回答 0
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（  参 考 ）  

令和６ 年度 関東甲信越医師会連合会医療保険部会 

≪タイムテーブル≫ 

 

        日 時： 令和６ 年９ 月２ ２ 日(日)  １ ０ 時０ ０ 分～１ ２ 時３ ０ 分 

        場 所： ホテルメ ト ロポリ タン長野 ２ 階「 千曲A」  

 

司 会： 長野県医師会理事 塩ノ 﨑 文博 

時 間 進  行 

9: 00 

(６ ０ )  

■受付開始 

 

10:00 

(２ )  

１ .開 会  

10:02 

 

(８ )  

２ .挨 拶 

   長野県医師会常務理事 溝口 圭一  (３ 分) 

   日本医師会常任理事  長島 公之 様(５ 分) 

10： 10 

 

 

 

 

 

 

(５ ０ )  

３ .協 議   座長： 長野県医師会常務理事 溝口 圭一 

 ◇検討テーマ(３ 題)  

 ①生活習慣病管理料について 

当番県からの説明（ ３ 分）  

 指定発言①（ ５ 分）  → 栃木県医師会 

指定発言②（ ５ 分）  → 群馬県医師会 

 指定発言③（ ５ 分）  → 千葉県医師会 

 意見交換（ ３ ０ 分）  

 日医 長島常任理事コメ ント （ ２ 分）  

11： 00 

 

 

 

 

(３ ０ )  

 ②ベースアッ プ評価料について 

当番県からの説明（ ３ 分）  

指定発言①（ ５ 分）  → 新潟県医師会 

 指定発言②（ ５ 分）  → 山梨県医師会 

 指定発言③（ ５ 分）  → 神奈川県医師会 

 意見交換（ １ ０ 分）  

 日医 長島常任理事コメ ント （ ２ 分）  

11:30    (１ ０ )  ≪休 憩≫※進行状況により 調整 

11:40 

 

 

 

 

(４ ０ )  

 ③医療DXについて 

当番県からの説明（ ３ 分）  

指定発言①（ ５ 分）  → 茨城県医師会 

 指定発言②（ ５ 分）  → 埼玉県医師会 

 指定発言③（ ５ 分）  → 東京都医師会 

 意見交換（ ２ ０ 分）  

 日医 長島常任理事コメ ント （ ２ 分）  

12:20 

(５ )  

４ .  その他 

 

12:25 

(５ )  

５ .  総 括 

 日本医師会常任理事 長島 公之 様（ ５ 分）  

12:30 ６ .閉 会 

 



「令和６年度関東甲信越医師会連合会救急災害部会」の報告 
 
埼玉県医 師会副 会長  丸木 雄一 
埼玉県医師会常任理事  桃木 茂 
埼玉県医師会常任理事  髙木 学 

 
  「令和６年度関東甲信越石会連合会救急災害部会」が令和６年 9 月 22 日に長野市ホテル
メトロポリタン長野で開催されました。 
 今回は事前に 3 テーマが設けられ、それに対し各都県医師会が回答し、その後ディスカ
ッショションの形で進められました。 
 各テーマと提案要旨と埼玉県医師会および各都県医師会の回答は次の通りです。 
 
 
『検討テーマ 1 JMAT の募集とチーム編成について』 
 
【提 案 要 旨 】  

本年 1 月 1 日に発災した令和 6 年能登半島地震により、石川県医師会からの要請を受け、
各都県では JMAT （日本医師会災害医療チーム）を編成し、被災地の石川県へ派遣を行いま
した。  

この派遣に際し、各都県において JMAT の募集やチーム編成等についての現状や、今後
の課題等についてお伺いしたい。  

 
1．チーム募集・編成の工夫  

①派遣チームの募集を行うにあたり、どのように多く募る工夫をしているか。  
②開業医・診療所の医師を派遣する際、チームを組めない医師や、看護師、薬剤師、ロジ

スティックス等の構成員の所属が 1 施設のみでの編成が不能な場合の派遣について、他施
設や看護協会等と連携しているか。  

③今回能登半島地震において、ロジスティックスの派遣が求められたが、各医師会でロジ
スティックス派遣に対応可能な人材の確保を行っているか。  

 
2．派遣チームを災害医療の経験や装備等での区別  

今回日本医師会より、重装 JMAT、標準 JMAT、軽装 JMAT の概念が示された。重装 JMAT
に対応できる人材は限られると思われるが、各医師会で人材の確保はどのように行っている
か。また標準 JMAT、軽装 JMAT の派遣を行うにあたり、JMAT 研修を行っていない人材が
多く含まれることが想定され下記のような問題が生じた。どのような対応が望ましいか。  

①災害医療での基本的知識等の不足  

髙木常任



②災害支援チームとしてのマナーの問題  
③J-SPEED が使用されず、日報方式が採用 
 
【埼玉県医師会の回答】 
①今回の能登半島地震では埼玉県医師会は 10 チームを派遣した。 
 単独施設編成が 9 チーム、混合チームが 1 チームであった。 

重装 JMAT は訓練されたチーム編成が必要であり、それ程増やせないと思われる。 
今後チーム数を増やすためには、診療所医師等による軽装 JMAT になると思われる。 
研修会等の開催が必要であるが、募集時に支援内容が分っておれば、経験の浅いメンバー
でも参加しやすくなると思われる。 

②埼玉県医師会としては、複数施設チームの編成に積極的に介入はしていない。 
ある程度気心の知れたメンバーでの編成が望ましいと考えている。 
今後、要望があれば看護協会や薬剤師会等と連携をとって対応する 

③埼玉県医師会では日医のロジスティックス研修会等に参加させ、人材育成は行っている
が、今回は派遣出来なかった。今後も養成に努めるが各都道府県医師会がそれぞれにロ
ジクティックを派遣することも難しいのではないか。日本医師会が調整し、関東甲信越
連合でロジスティックを担う程度が望ましい。 

 
【他都県医師会の回答】 

① 神奈川県は災害発生時に『オクレンジャー掲示板』で情報共有を行っている。 
また JMAT を type A、typeＢに分けて募集している。交通手段、レンタカー、ユ
ニホーム、モバイル Wi-Fi、衛星携帯電話等は県医師会で準備した。 
東京都は初期には災害拠点病院や、大学病院へ派遣依頼した。 
他県はチーム編成、特に重装 JMAT の編成に苦労している報告が多かった。 

② 看護協会や薬剤師会と連携して混成チームを作っているのは栃木県、茨城県、 
神奈川県、群馬県だった。 
東京都はロジスティックスチームに病院救急救命士を加え、大変効果的だったと
の報告があった。今後災害時の病院救急救命士の活用が提案された。 

③ 神奈川県、群馬県、長野県が県医師会職員を派遣している。日医の研修を受けて
いるが、都県独自のロジスティックス研修を行っているところはない。 

 

 
 
  



『 検討テーマ ２．JMAT 派遣の課題について』 
 
【 提 案 要 旨 】  

令和 6 年能登半島地震で、震災発生初期から派遣終了に至るまで、被災地の診療・健康管
理、診療所支援、1.5 次・2 次避難所支援、また JMAT 調整本部・支部の統括機能や「重装
JMAT」等の多様な活動が、長きにわたり実施されました。  
各都県が石川県に派遣した JMAT から、現地での医療活動を行う上で多くの課題等があげ
られたが、各都県における課題への対応等についてお伺いしたい。  
 
1．被災地行政との情報共有・連携  

１．５次、２次避難所の避難者の情報が行政との情報共有が不十分なため、混乱が生じた。
JMAT による巡回が行われた避難所では災害関連死は生じなかったが、巡回の行われなか
った避難所で災害関連死が生じてしまった。今後の地元行政との情報共有の在り方はどう
あるべきか。  

 
2．JMAT 内での情報共有・連携  

①被災地 JMAT と派遣 JMAT との情報共有 被災地情報（交通、宿泊、インフラの状況な
ど）は日本医師会災害対策本部会議が毎週行われ、情報共有として非常に有効であった。 

しかしながら１時間の会議では伝わり切らない部分もあり、補完する情報共有の在り方
は、どうあるべきか。  

②JMAT 調整本部と支部、派遣 JMAT との情報共有・連携 指揮命令系統が不明確で調整
本部と支部のコミュニケーション不足が生じ、指示が伝わりにくいことがあった。またその
ため現地活動が不明確となり、不満が生じた。調整本部と各支部、派遣 JMAT との情報共
有・連携の在り方はどうあるべきか。また今回 J-speed が使用されず、LINE や Google など
既存のシステムが活用された。情報共有のシステムを今後どのようにしていくべきか、ご意
見を伺いたい。  

③JMAT チーム間（前任 JMAT）での情報共有・連携 各 JMAT チーム間での引継ぎがス
ムーズに行えず、調整本部への負荷が大きかった。前任 JMAT チームと後任 JMAT チーム
との情報共有の在り方はどうあるべきか、またどのようなシステムを使用していくべきか、
ご意見を伺いたい。 
 
【埼玉県医師会の回答】 

1. 被災都道府県の医療調整本部に全ての情報が集まるようにすべきである。その情報は
行政、DMAT 調整本部、JMAT 調整本部を始め、係わる支援団体全てに共有出来るよ
うにすべきである。 

今回の能登で行われた保健医療福祉調整本部及び能登北部・能登中部・金沢以南調整



本部の形態で良いと思うが、各支援団体調整本部を同一フロアーに集め、密に協議出
来るようにすべきである。また情報はモニターで何時でも、誰でも見られる様にすべ
きである。DMAT・JMAT が密に情報交換しながらカバーすることにより、支援の抜
ける地域が無くなると思われる。 

2−①日医が HP に災害情報ページを作り、現状・問題点・都道府県医師会への要望事項等
が常に閲覧出来るようにしたら如何か。現地の声も届くと良い。 

2−②JMAT 調整本部と各 JMAT チームは毎日 WEB 会議を開き、情報交換をすべきである。 
情報共有システムは、まず日医がどのシステムを使用すべきか、またどの記録形式を使う
べきか定めて頂きたい。都道府県医師会は研修会等でそのシステムに慣れて頂くようにト
レーニングする。 

2−③対面で引き継ぎを行う事が望ましいが、時間的に不可能なことも有るだろう 
 引き継ぎに必要な事項を記録する統一用紙を作り、書面として残して頂く事が最も望まし

いと思います。どのシステムが良いかはわかりません。 
 
【他都県医師会の回答】 
1．災害対策基本法では市町村長は「避難行動要支援者名簿」を作成しなければならない

と規定されているが、厳格すぎる個人情報保護の観点から医療側へ情報提供されていな
い。災害時の個人情報扱いから協議、見直しをすべきで有る。 

また、今回の能登地震では週 1 回日医災害対策本部会議が開催され、情報共有に有用だ
ったとの評価があった。 

 
今回の能登では全避難所の情報が把握できず、今後の課題で有る 

2−① 日医の「災害対策本部会議」は様々な情報共有が出来て有効だった。 
他に情報サイトを開設して、常に情報共有が出来るようにすると良い。 

2―② J-speed は操作に慣れないと使いにくい。操作の簡単なツールの方が良いのではな
いかという意見も多かった。 

2―③ 対面で引き継ぎを行う事が望ましいが、時間的に不可能なことも有るだろう。  
引き継ぎ項目を一元化したフォーマットを作り、前の情報を閲覧出来るようにする
と良い。専用タブレットを用意することも良いのでは無いか 

 
  



【 検討テーマ 】  

３．能登半島地震からの教訓について 
【 提 案 要 旨 】  

令和６年能登半島地震では、被災地の孤立やインフラ被害の長期化により高齢者の二次
避難での分散化など多くの課題があったが、逆に、毎週Webで報告された日本医師会災害対
策本部会議は、全国に向けての最新の情報共有に非常に有用であった。  
今回の能登半島地震で得た教訓を、それぞれの都県で大災害が起こることを想定して、各都
県における今後の取り組みに等についてお伺いしたい。  
 
1．過疎地、ライフライン網の弱い地域への対応  

能登半島地震では、陸路の確保が困難で、復旧に長期間要しました。医療支援は発災直後
から困難を極め、水道などの復旧が遅れた状況が続いています。そのため、１．５次、２次
避難所への避難が行われ、一定の成果を示しました。しかしながら、過疎が進行している地
域において、病院、高齢者施設からの避難が行われたため、労働の機会が失われ、医療施設、
高齢者施設から離職者が増加したため、過疎化の進行を招きました。また避難を望まない被
災者もいたと聞きます。遠くに避難するのではなく、地域のコミュニティを維持した避難の
方法や、避難者をどのように元の場所に戻していくかを、前提とした１．５次、２次避難の
在り方はどのように構築するべきか、ご意見を伺いたい。  

 
2．今後起こりうる大規模災害への対応について  

能登半島地震においては、早期に日医から派遣されたチームが石川県医師会と協力し派
遣先の調整に当たりました。細川常任理事（日医）が指摘している通り、災害に慣れている
都道府県医師会などはなく、被災した県に速やかに日医からチームが派遣され、調整本部機
能を強化していただいたことは有効でした。今後の大規模災害に災害の経験したチームを、
組織として日医から派遣していただくことに対して、ご意見を伺いたい。 
 
【埼玉県医師会の回答】 
1. まずは住民の生命と安全が最優先で有る。今回の能登半島地震では遠隔地への避難は

適切だったと思う。被災後の地域の復旧は国が施策として行うことであり、 
  我々は災害関連死を含めて、一人でも死者を減らすことを考えていれば良い。 
2. 災害初期には経験のあるチームに支援して頂く事は大変有りがたい。今後も日医には

同じ対応をお願いします。 

 
 



【他都県医師会の回答】 
1．今回の能登半島地震では１．５次、２次避難を行ったことは有効だったとの意見が多か

った。一方被災地の稼働可能な医療施設やコミュニティ施設も積極的に活用するように
検討すべきとの意見もあった。また国も経済的支援が遅れた事への批判意見もあった。 

 
2．今後も日医には同じ対応をお願いしたいという意見が殆どだった 
 
その他ディスカッションでは次のような意見が出ていた。 
 今回の能登地震では外国人研修労働者の情報が無く、安否確認が出来なかった。 
 市町村の災害対策コーディネート部門に医師会員が加わるべき。 
 今回のように降雪地域には雪に慣れた者でなければ対応出来ない。 
 内閣官房と日本医師会で救護船、病院船の構想は進めている。 
 

（文責 髙木学） 
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